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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（１／１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（１／10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設備構成，対応する

要員及び所要時間の相

違 
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表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（２／10） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（３／１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（３／10） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（４／１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（４／10） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（５／１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（５／10） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（６／１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（６／10） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（７／１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（７／10） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（８／１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（８／10） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（９／１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（９／10） 
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第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（１０／１１） 

第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（１１／１１） 

表 1.0.2 重大事故等対策における操作の成立性 第 2表 重大事故等対策における操作の成立性（10／10） 
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まとめ資料比較表 〔技術的能力 1.0.1 本来の用途以外の用途として使用する重大事故等に対処するための設備に係る切り替えの容易性について〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所(2018.9.18版) 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

  

   

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①
島根２号炉は，重大事故等対処設備（本来の用途）として低圧原子炉代替注水系を新規設置しているため，柏崎6/7の復水補給水系にあたる復水輸送系は自主対策設備として第２
表に記載

② 東海第二は，旧緊急時対策所のガスタービン発電機の供給先を切り替えて非常用所内電気設備へ給電する手順を整備

③ 技術的能力1.1～1.19に記載する設備又は運用による対応手順の差異（手順の詳細比較は，各技術的能力1.1～1.19で実施）

④ 島根２号炉は，重大事故等対処設備（本来の用途）として，残留熱代替除去系を新規設置

⑤ 島根２号炉は，閉止フランジを使用しておらず，東海第二は，「補給水系～消火系～注水配管」間において，系統分離のため閉止フランジを取り付け

⑥ 島根２号炉は，吸込ラインの切替え弁が無いため，対応不要

⑦ 島根２号炉は，Ｂ又はＣ－ＲＨＲ配管を使用する場合，現場手動弁の開操作が必要（Ａ－ＲＨＲ配管の場合は，中央操作で完結）

⑧ 島根２号炉は，消火ポンプが電動駆動だが，柏崎6/7及び東海第二は，ディーゼル駆動

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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添付資料 1.0.1 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 

 

 

本来の用途以外の用途として使用する 

重大事故等に対処するための 

設備に係る切り替えの容易性について 

 

＜ 目 次 ＞ 

1.  切替えの容易性について・・・・・・・・・・・・1.0.1-1 

 

第1表 本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備・・1.0.1-2 

第2表 本来の用途以外で使用する自主対策設備・・・・1.0.1-3 

第3表 対応手順の抽出・・・・・・・・・・・・・・・・・1.0.1-4 

別紙１ 重大事故等に対処するために，本来の用途以外の用途と

して使用する設備・系統の対応手順・・・・・1.0.1-12 

添付資料 1.0.1 

 

東海第二発電所 

 

 

本来の用途以外の用途として使用する 

重大事故等に対処するための 

設備に係る切り替えの容易性について 

 

目  次 

1． 切り替えの容易性について・・・・・・・・・・・・1.0.1-1 

 

表 1 本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備・1.0.1－2 

表 2 本来の用途以外で使用する自主対策設設備・・・1.0.1－3 

表 3 対応手順の抽出・・・・・・・・・・・・・・・1.0.1－6 

別紙1 重大事故等に対処するために，本来の用途以外の用途とし

て使用する設備・系統の対応手順・・・・・・1.0.1－15 

添付資料 1.0.1 

 

島根原子力発電所２号炉 

 

 

本来の用途以外の用途として使用する 

重大事故等に対処するための 

設備に係る切り替えの容易性について 

 

＜ 目 次 ＞ 

1. 切り替えの容易性について・・・・・・・・・・・・1.0.1-1 

 

第１表 本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備・1.0.1-2 

第２表 本来の用途以外で使用する自主対策設備・・・・1.0.1-3 

第３表 対応手順の抽出・・・・・・・・・・・・・・・・1.0.1-5 

別紙１ 重大事故等に対処するために，本来の用途以外の用途と

して使用する設備・系統の対応手順・・・・・・1.0.1-13 
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１．切替えの容易性について 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備については，通常時に使用する系統から弁操作等に

より速やかに重大事故時に対処する系統に切り替えるために必

要な手順を事故時運転操作手順書に整備する。 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備としては，復水補給水系，ほう酸水注入系，消火系

があり，表 1 に本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備

を表 2 に本来の用途以外で使用する自主対策設備を示し，表 3 

に対応手順の抽出，別紙 1に操作の概要を示す。 

また，通常時に使用する系統から弁操作又は工具等の使用に

より速やかに切り替えるため，当該操作を明確にした手順等を

整備するとともに，当該操作に係る訓練を継続的に実施するこ

とにより速やかに切替えできるよう技能の維持・向上を図る。 

1. 切り替えの容易性について 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備については，通常時に使用する系統から弁操作等に

より速やかに重大事故時に対処する系統に切り替えるために必

要な手順を運転手順書に整備する。 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備としては，ほう酸水注入系，補給水系，及び消火系

がある。表 1に本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備，

表 2 に本来の用途以外で使用する自主対策設備を示し，表 3 に

対応手順の抽出，別紙 1に操作の概要を示す。 

また，通常時に使用する系統から速やかに切り替えるための

手順を整備するのみではなく，当該操作に係る訓練を継続的に

実施することにより速やかに切り替えができるよう技能の維

持・向上を図る。 

 

1. 切り替えの容易性について 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備については，通常時に使用する系統から弁操作等に

より速やかに重大事故時に対処する系統に切り替えるために必

要な手順を事故時操作要領書に整備する。 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備としては，ほう酸水注入系，復水輸送系，消火系が

あり，第１表に本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備

を，第２表に本来の用途以外で使用する自主対策設備を示し，

第３表に対応手順の抽出，別紙 1に操作の概要を示す。 

また，通常時に使用する系統から弁操作又は工具等の使用に

より速やかに切り替えるため，当該操作を明確にした手順等を

整備するとともに，当該操作に係る訓練を継続的に実施するこ

とにより速やかに切り替えできるよう技能の維持・向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，「ほう

酸水注入系による原子

炉圧力容器への注水」手

順の継続注水を実施す

るために復水輸送系と

ホース接続する際に工

具を使用 
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第１表 本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備 

 

表 1 本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備 

 

第１表 本来の用途以外で使用する重大事故等対処設備 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，重大事

故等対処設備（本来の用

途）として低圧原子炉代

替注水系を新規設置し

ているため，柏崎 6/7

の復水補給水系にあた

る復水輸送系は自主対

策設備として第２表に

記載（以下，①の相違） 
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第 2表 本来の用途以外で使用する自主対策設備 

 

表 2（1／3） 本来の用途以外で使用する自主対策設備 

 

 

表 2（2／3） 本来の用途以外で使用する自主対策設備 

 

第２表 本来の用途以外で使用する自主対策設備(１／２) 

 

 

第２表 本来の用途以外で使用する自主対策設備(２／２) 

  

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水又はス

プレイも可能 
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 表 2（3／3） 本来の用途以外で使用する自主対策設備 

 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，旧緊急時

対策所のガスタービン

発電機の供給先を切り

替えて非常用所内電気

設備へ給電する手順を

整備（以下，②の相違） 
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・設備又は運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

技術的能力 1.1～

1.19に記載する設備又

は運用による対応手順

の差異（手順の詳細比較

は，各技術的能力 1.1～

1.19で実施）（以下，③

の相違） 

第
３
表
 
対
応
手
順
の
抽
出
(１

／
８
) 

第
３
表
 
対
応
手
段
の
抽
出

 

表
3 

対
応
手
順
の
抽
出
（
１
／
９
）
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第
３
表
 
対
応
手
順
の
抽
出
(２

／
８
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表
3
 
対
応
手
順
の
抽
出
（
２
／
９
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第
３
表
 
対
応
手
順
の
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出
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８
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表
3
 
対
応
手
順
の
抽
出
（
３
／
９
）
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第
３
表
 
対
応
手
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８
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表
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対
応
手
順
の
抽
出
（
４
／
９
）
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第
３
表
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別紙１ 

 

重大事故等に対処するために，本来の用途以外の用途として 

使用する設備・系統の対応手順 

 

１．低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

２．代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器

内の冷却 

３．格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容器下部への

注水 

４．復水補給水系を用いた代替循環冷却 

 

 

 

 

 

５．ほう酸水注入系による進展抑制 

 

６．消火系による原子炉圧力容器への注水 

７．消火系による原子炉格納容器内の冷却 

８．消火系による原子炉格納容器下部への注水 

９．消火系による使用済燃料プールへの注水 

別紙 1 

 

重大事故等に対処するために，本来の用途以外の用途として 

使用する設備・系統の対応手順 

 

2．補給水系による原子炉圧力容器への注水 

3．補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

 

4．補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水 

 

 

 

 

 

 

 

1．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水 

 

5．消火系による原子炉圧力容器への注水 

6．消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

7．消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水 

8．消火系による使用済燃料プ―ル注水 

9．緊急時対策室建屋ガスタ―ビン発電機による給電 

別紙１ 

 

重大事故等に対処するために，本来の用途以外の用途として 

使用する設備・系統の対応手順 

 

1. 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

2. 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

 

3. 復水輸送系によるペデスタル内への注水 

 

 

 

 

 

 

 

4. ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び

注水（進展抑制） 

5. 消火系による原子炉圧力容器への注水 

6. 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

7. 消火系によるペデスタル内への注水 

8. 消火系による燃料プールへの注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，重大事

故等対処設備（本来の用

途）として，残留熱代替

除去系を新規設置（以

下，④の相違） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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１．低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

（１）操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，給水系・非常用炉心冷却

系による原子炉注水機能が喪失し，原子炉水位を維持できな

い場合，復水補給水系を使用した原子炉圧力容器への注水を

行う。 

①復水補給水系から原子炉圧力容器までの系統構成として，

タービン負荷遮断弁（第 1 図①）を「閉」し，復水移送ポ

ンプ（第 1図④）を起動する。

②残留熱除去系注入弁（第 1 図⑥）を「開」し，原子炉圧力

容器を逃がし安全弁（第 1図⑤）にて減圧する。

③原子炉圧力が復水補給水系統圧力以下にて残留熱除去系洗

浄水弁(第 1 図③)を「開」し，原子炉圧力容器への注水が

開始されることを原子炉水位計，原子炉圧力計，復水補給

水系統圧力計，残留熱除去系注入配管流量計にて確認する。 

その後，復水補給水系常／非常用連絡管止め弁（第 1図②）

を「開」する。 

（２）操作の容易性について 

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水に

ついては，現場対応操作が復水補給水系の常／非常用連絡管

止め弁（２弁）の「開」操作で，その他の操作と監視計器の

確認は中央制御室で対応が可能なため，容易に操作可能であ

る。 

2. 補給水系による原子炉圧力容器への注水

(1) 操作概要

原子炉冷却材喪失事象等において，給水系・非常用炉心冷

却系による原子炉注水機能が喪失し，原子炉水位を維持でき

ない場合，補給水系を使用して原子炉圧力容器へ注水を実施

する。 

①連絡配管閉止フランジ（図①）の付け替えを実施する。

②補給水系から原子炉圧力容器までの系統構成として，補給

水系―消火系連絡ライン止め弁（図②及び図③）を「開」

し，補助ボイラ冷却水元弁（図④）を「閉」とする。 

③残留熱除去系（Ｂ）消火系ライン弁（図⑤及び図⑥）を「開」

し，復水移送ポンプ（図⑦）を起動する。 

④原子炉圧力容器を逃がし安全弁（図⑧）にて減圧し，残留

熱除去系（Ｂ）注入弁（図⑨）を「開」とする。

⑤原子炉圧力が復水移送系統圧力以下にて，原子炉への注水

が開始されることを原子炉水位計，原子炉圧力計，復水移

送系系統圧力計，残留熱除去系系統流量計にて確認する。

(2) 操作の容易性

補給水系による原子炉圧力容器への注水における連絡配管

閉止フランジ（図①）の切替操作は，単純作業であり容易に

付け替えが可能である。また，現場対応操作は補給水系―消

火系連絡ライン止め弁（図②及び図③）の 2 弁「開」操作，

補助ボイラ冷却水元弁（図④）の 1 弁「閉」操作であり，そ

の他の操作と監視計器の確認は中央制御室で対応が可能なた

め，容易に操作可能である。 

1. 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

(1) 操作概要

原子炉冷却材喪失時等において，給水系・非常用炉心冷却

系による原子炉注水機能が喪失し，原子炉水位を維持できな

い場合，復水輸送系を使用した原子炉圧力容器への注水を行

う。 

①復水輸送系から原子炉圧力容器までの系統構成として，Ｃ

ＷＴ Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第１図①）を「閉」し，復水輸

送ポンプ（第１図②）を起動する。 

②Ａ－ＲＨＲ注水弁（第１図③）を「開」し，原子炉圧力容

器を逃がし安全弁（第１図④）にて減圧する。

③原子炉圧力が復水輸送系統圧力以下にて，Ａ－ＲＨＲ Ｒ

ＰＶ代替注水弁（第１図⑤）を「開」し，原子炉圧力容器

への注水が開始されていることを原子炉水位計，原子炉圧

力計，復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力計，ＲＰＶ／ＰＣＶ

注入流量指示値にて確認する。

(2) 操作の容易性について

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水については，現

場対応操作がＢ，Ｃ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁（２弁）の「開」

操作で，その他の操作と監視計器の確認については中央制御

室で対応が可能なため，容易に操作可能である。 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，閉止フ

ランジを使用しておら

ず，東海第二は，「補給

水系～消火系～注水配

管」間において，系統分

離のため閉止フランジ

を取り付け（以下，⑤の

相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，吸込ラ

インの切替え弁が無い

ため，対応不要（以下，

⑥の相違）

・設備の相違

【東海第二】 

⑤の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，Ｂ又は

Ｃ－ＲＨＲ配管を使用

する場合，現場手動弁の

開操作が必要（Ａ－ＲＨ

Ｒ配管の場合は，中央操

作で完結）（以下，⑦の

相違） 
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・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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２．代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器

内の冷却 

（１）操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，残留熱除去系が使用不能

となり原子炉格納容器内の除熱機能が喪失した場合，復水補

給水系を使用し，原子炉格納容器内をスプレイする。 

①復水補給水系から原子炉格納容器までの系統構成として，

タービン負荷遮断弁（第 2図①）を「閉」し，復水移送ポ

ンプ（第 2図④）を起動する。

②残留熱除去系洗浄水弁（第 2図③）及び格納容器スプレイ

弁（第 2図⑤）を「開」し，原子炉格納容器内にスプレイ

が開始されたことを格納容器圧力計，復水補給水系統圧力

計，残留熱除去系注入配管流量計にて確認する。その後，

復水補給水系常／非常用連絡管止め弁（第 2図②）を「開」

する。 

（２）操作の容易性について 

代替格納容器スプレイ冷却系による原子炉格納容器内の冷

却については，現場対応操作が復水補給水系の常／非常用連

絡管止め弁（２弁）の「開」操作で，その他の操作と監視計

器の確認は中央制御室で対応が可能なため，容易に操作可能

である。 

3. 補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ

(1) 操作の概要

原子炉冷却材喪失事象等において，残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却系）の機能が喪失した場合，補給水系を使用

した格納容器スプレイを実施する。 

①連絡配管閉止フランジ（図①）の付け替えを実施する。

②補給水系から格納容器までの系統構成として，補給水系―

消火系連絡ライン止め弁（図②及び図③）を「開」し，補

助ボイラ冷却水元弁（図④）を「閉」とする。

③残留熱除去系（Ｂ）消火系ライン弁（図⑤及び図⑥）を「開」

し，復水移送ポンプ（図⑦）を起動する。 

④残留熱除去系（Ｂ）Ｄ／Ｗスプレイ弁又は残留熱除去系（Ｂ）

Ｓ／Ｃスプレイ弁（図⑧）を「開」とすることで，格納容

器スプレイを開始する。 

⑤格納容器スプレイが開始されることをドライウェル圧力

計，サプレッション・チェンバ圧力計，復水移送系系統圧

力計，残留熱除去系系統流量計にて確認する。

(2) 操作の容易性

補給水系による格納容器内へのスプレイにおける連絡配管

閉止フランジ（図①）の切替操作は，単純作業であり容易に

付け替えが可能である。また，現場対応操作は補給水系―消

火系連絡ライン止め弁（図②及び図③）の 2弁「開」操作，

補助ボイラ冷却水元弁（図④）の 1弁「閉」操作であり，そ

の他の操作と監視計器の確認は中央制御室で対応が可能なた

め，容易に操作可能である。 

2. 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ

(1) 操作概要

原子炉冷却材喪失時等において，残留熱除去系が使用不能

となり原子炉格納容器内の除熱機能が喪失した場合，復水輸

送系を使用し，原子炉格納容器内をスプレイする。 

①復水輸送系から原子炉格納容器までの系統構成として，Ｃ

ＷＴ Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第２図①）を「閉」し，復水輸

送ポンプ（第２図②）を起動する。 

②Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁（第２図③），Ａ－

ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁（第２図④）又はＡ－

ＲＨＲトーラススプレイ弁（第２図⑤）及びＡ－ＲＨＲ Ｒ

ＰＶ代替注水弁（第２図⑥）を「開」し，原子炉格納容器

内にスプレイが開始されたことをドライウェル圧力計，復

水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力計，ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量

計にて確認する。 

(2) 操作の容易性について

復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイについて

は，現場対応操作がＢ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁の「開」操

作で，その他の操作と監視計器の確認は中央制御室で対応が

可能なため，容易に操作可能である。 

・設備の相違

【東海第二】 

⑤の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑥の相違

・設備の相違

【東海第二】 

⑤の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑥の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】

⑦の相違
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・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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３．格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容器下部への

注水 

（１）操作概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉圧力容器が破損

して原子炉格納容器下部に放出される溶融炉心を冷却するた

め，専用の注水ライン弁を「開」とし，復水補給水系による

原子炉格納容器下部への水張りを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①復水補給水系から原子炉格納容器下部までの系統構成とし

て，タービン負荷遮断弁（第 3図①）を「閉」し，復水移

送ポンプ（第 3図③）を起動する。 

②格納容器下部注水弁（第 3図④）を「開」とし，原子炉格

納容器下部への注水が開始されたことを格納容器下部注水

流量計，復水補給水系統圧力計にて確認する。その後，復

水補給水系常／非常用連絡管止め弁（第 3図②）を「開」

する。 

 

 

 

（２）操作の容易性について 

格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容器下部へ

の注水については，現場対応操作が復水補給水系の常／非常

用連絡管止め弁（２弁）の「開」操作で，その他の操作と監

視計器の確認は中央制御室で対応が可能なため，容易に操作

可能である。 

 

4. 補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水 

 

(1) 操作の概要 

炉心損傷時，原子炉圧力容器が破損してペデスタル（ドラ

イウェル部）に放出される溶融炉心を冷却するため，補給水

系によるペデスタル（ドライウェル部）へ水張りを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①連絡配管閉止フランジ（図①）の付け替えを実施する。 

②補給水系から格納容器までの系統構成として，補給水系―

消火系連絡ライン止め弁（図②及び図③）を「開」し，補

助ボイラ冷却水元弁（図④）を「閉」とする。 

③復水移送ポンプ（図⑤）を起動し，格納容器下部注水系ペ

デスタル注入ライン隔離弁（図⑥）及び格納容器下部注水

系ペデスタル注入ライン流量調整弁（図⑦）を「開」とす

ることで，ペデスタル（ドライウェル部）への注水を開始

する。 

④ペデスタル（ドライウェル部）への注水が開始されたこと

を低圧代替注水系格納容器下部注水流量計，復水移送系系

統圧力計にて確認する 

(2) 操作の容易性 

補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水に

おける連絡配管閉止フランジ（図①）の切替操作は，単純作

業であり容易に付け替えが可能である。また，現場対応操作

は補給水系―消火系連絡ライン止め弁（図②及び図③）の 2

弁「開」操作，補助ボイラ冷却水元弁（図④）の 1弁「閉」

操作であり，その他の操作と監視計器の確認は中央制御室で

3. 復水輸送系によるペデスタル内への注水 

 

(1) 操作概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉圧力容器が破損

してペデステル内に放出される溶融炉心を冷却するため，専

用の注水ライン弁を「開」とし，復水輸送系によるペデスタ

ル内への水張りを行う。 

【スプレイ管使用の場合】 

①復水輸送系からペデステル内までの系統構成として，ＣＷ

Ｔ Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第３図①）を「閉」し，復水輸送

ポンプ（第３図②）を起動する。 

②Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁（第３図③）及び

Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁（第３図④）を「開」

とする。 

③Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水弁（第３図⑤）を「調整開」し，

ペデスタル内への注水が開始されたことをＲＰＶ／ＰＣＶ

注入流量計，復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力計にて確認す

る。 

【ペデスタル注水配管使用の場合】 

 

①復水輸送系からペデステル内までの系統構成として，ＣＷ

Ｔ Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第４図①）を「閉」し，復水輸送

ポンプ（第４図②）を起動する。 

②ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁（第４図③）を「開」

とし，ペデスタル内への注水が開始されたことをペデスタ

ル注入流量計，復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力計にて確認

する。 

 

 

 

 

(2) 操作の容易性について 

復水輸送系によるペデスタル内への注水操作と監視計器の

確認については，中央制御室で対応可能なため，容易に操作

可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，ペデス

タル内への注水と SA 時

の SRV 健全性確保の観

点から，スプレイ管を使

用したペデスタル内へ

の注水手段を整備 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 
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対応が可能なため，容易に操作可能である。 【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，現場対 

応操作不要 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，ペデス

タル内への注水と SA 時

の SRV 健全性確保の観

点から，スプレイ管を使

用したペデスタル内へ

の注水手段を整備 
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・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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４．復水補給水系を用いた代替循環冷却 

（１）操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，残留熱除去系が使用不能

となり原子炉格納容器内の除熱機能が喪失した場合，サプレ

ッション・チェンバ・プールを水源とする復水移送ポンプを

使用し，残留熱除去系の配管及び熱交換器を通すことで，原

子炉格納容器の循環冷却を行う。 

 

① 復水補給水系を用いた代替循環冷却の系統構成として，タ

ービン負荷遮断弁（第 4図①），常／非常用復水貯蔵槽出口

弁（第 4図②，③），復水移送ポンプミニマムフロー弁（A,B,C

ポンプに１弁ずつある）（第 4図④），残留熱除去系熱交換

器出口弁（第 4図⑤）を「閉」し，復水補給水系常／非常

用連絡管止め弁（第 4図⑥），残留熱除去系洗浄水弁（第 4

図⑦），残留熱除去系・高圧炉心注水系止め弁（第 4図⑧）

を「開」し，復水移送ポンプ（第 4図⑨）を起動する。 

② 格納容器スプレイ弁を（第 4図⑩）を「開」し，原子炉格

納容器内にスプレイが開始されたことを格納容器圧力計，

復水補給水系統圧力計，残留熱除去系注入配管流量計にて

確認する。 

 

（２）操作の容易性について 

復水補給水系を用いた代替循環冷却については，現場で操

作が必要な弁が復水貯蔵槽出口弁，復水補給水系常／非常用

連絡管止め弁，復水移送ポンプミニマムフロー弁等の９弁あ

るが，すべて復水移送ポンプ周りに位置しており，その他の

操作と監視計器の確認は中央制御室で対応が可能なため，容

易に操作可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 
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５．ほう酸水注入系による進展抑制 

（１）操作概要（６号炉） 

高圧注水系及び高圧代替注水系による原子炉圧力容器への

注水機能が喪失した場合，ほう酸水注入ポンプを使用し，復

水貯蔵槽，消火系，純水タンクを水源として原子炉圧力容器

への注水を実施する。（使用する系統は優先順位がある。） 

①ほう酸水注入系ポンプ（第 8 図①）を起動し，ほう酸水注

入系ポンプ吸込弁（第 8図②），ほう酸水注入系注入弁（第

8図③）の全開を確認する。 

②原子炉圧力容器への注水が開始されていることを原子炉水

位計，ほう酸水注入系ポンプ吐出圧力計及びほう酸水注入

系貯蔵タンク水位計にて確認する。

③ほう酸水注入系テストタンク純水供給元弁（第 8 図④）を

「全閉」操作する。 

④－１純水補給水系を水源としたほう酸水注入系による進展

抑制（優先順位 1） 

ほう酸水注入系貯蔵タンク補給水元弁（第 8図⑤），ほ

う酸水注入系貯蔵タンク補給水入口弁（第 8 図⑥）を

「開」し，ほう酸水注入系貯蔵タンクの水張りを実施

する。 

④－２復水貯蔵槽を水源としたほう酸水注入系による進展抑

制（優先順位 2） 

復水補給水系と純水補給水系を仮設ホース（第 8図⑦）

で接続し，純水補給水系 MSIV/SRVラッピング室床除染

用ホースコネクション止め弁（第 8 図⑧）を「開」操

作し復水補給水系と純水補給水系を接続する。その後，

ほう酸水注入系貯蔵タンク補給水元弁（第 8図⑤），ほ

う酸水注入系貯蔵タンク補給水入口弁（第 8 図⑥）を

「開」し，ほう酸水注入系貯蔵タンクの水張りを実施

する。 

1. ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水

(1) 操作概要

高圧注水系及び高圧代替注水系による原子炉への注水機能

が喪失した場合，ほう酸水注入ポンプを使用し，純水貯蔵タ

ンクを水源として原子炉圧力容器への注水を実施する。

①ほう酸水注入ポンプ（図①）の起動操作を実施する。

②ほう酸水貯蔵タンク出口弁（図②）及びほう酸水注入系爆

破弁（図③）が「開」となり，原子炉への注水が開始され

る。 

③原子炉への注水が開始されたことを原子炉水位計，ほう酸

水注入ポンプ吐出圧力計にて確認する。

④ほう酸水貯蔵タンク純水補給ライン元弁（図④）を「開」

とする。 

⑤ほう酸水注入ポンプによる継続注水のため，ほう酸水貯蔵

タンク純水補給水弁（図⑤及び図⑥）を「開」とする。

4. ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び

注水（進展抑制）

(1) 操作概要

高圧炉心スプレイ系及び高圧原子炉代替注水系による原子

炉圧力容器への注水機能が喪失した場合，ほう酸水注入ポン

プを使用し，復水輸送系等を水源として原子炉圧力容器への

注水を実施する。 

①ほう酸水注入ポンプ（第５図①）を起動し，ＳＬＣタンク

出口弁（第５図②）及びＳＬＣ注入弁（第５図③）の全開

を確認する。 

②原子炉圧力容器への注水が開始されていることを原子炉水

位計，ほう酸水注入ポンプ出口圧力計，ほう酸水貯蔵タン

ク液位計にて確認する。

ａ．復水輸送系を使用したほう酸水注入系（ほう酸水貯蔵タ

ンク使用の場合）による進展抑制

③ほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉圧力容器への継

続注水の系統構成として，ホース接続（復水輸送系～

補給水系の間）（第５図④）し，ＭＵＷ工具除染シンク

供給弁（第５図⑤），ＣＷＴ工具類除染シンク除染弁（第

５図⑥）を「開」する。 

④ＳＬＣ封水止め弁（第５図⑦）及びＳＬＣオリフィス

バイパス弁（第５図⑧）を「閉」並びにＳＬＣタンク

補給水入口元弁（第５図⑨）を「開」，ＳＬＣタンク補

給水入口弁（第５図⑩）を「調整開」とし，ほう酸水

貯蔵タンクの水張りを実施する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

ほう酸水貯蔵タンク

へ水を補給する系統の

相違 
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④－３消火系を水源としたほう酸水注入系による進展抑制

（優先順位 3） 

消火系と純水補給水系を仮設ホース（第 8 図⑨）で接

続し，純水補給水系 MSIV/SRVラッピング室床除染用ホ

ースコネクション止め弁（第 8図⑧），消火栓内の弁（第

8 図⑩）を「開」操作し消火系と純水補給水系を接続

する。その後，ほう酸水注入系貯蔵タンク補給水元弁

（第 8図⑤），ほう酸水注入系貯蔵タンク補給水入口弁

（第 8 図⑥）を「開」し，ほう酸水注入系貯蔵タンク

の水張りを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．復水輸送系を使用したほう酸水注入系（ほう酸水注入系

テストタンク使用の場合）による進展抑制 

③ほう酸水注入系テストタンクを使用した原子炉圧力容

器への継続注水の系統構成として，ホース接続（復水

輸送系～補給水系の間）（第５図④）し，ＭＵＷ工具除

染シンク供給弁（第５図⑤），ＣＷＴ工具類除染シンク

除染弁（第５図⑥），ＳＬＣテストタンク出口弁（第５

図⑪），ＳＬＣオリフィスバイパス弁（第５図⑧）を「開」

し，ＳＬＣテストタンクに水張りを行う。 

④ＳＬＣテストタンク水張り後，ＳＬＣ封水止め弁（第

５図⑦），ＳＬＣオリフィスバイパス弁（第５図⑧）を

「閉」する。 

⑤ＳＬＣ注入弁（第５図③）を「開」し，ほう酸水注入

ポンプ（第５図①）を起動する。ほう酸水注入ポンプ

出口圧力指示値の上昇を確認後，速やかにＳＬＣオリ

フィスバイパス弁（第５図⑧）を調整開とし，ほう酸

水注入系テストタンクに補給を行う。 
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・設備の相違

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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（１）操作概要（７号炉） 

高圧注水系及び高圧代替注水系による原子炉圧力容器への

注水機能が喪失した場合，ほう酸水注入ポンプを使用し，復

水貯蔵槽，消火系，純水タンクを水源として原子炉圧力容器

への注水を実施する。（使用する系統は優先順位がある。） 

 

① ほう酸水注入系ポンプ（第 9図①）を起動し，ほう酸水注

入系ポンプ吸込弁（第 9図②），ほう酸水注入系注入弁（第

9図③）の全開を確認する。 

② 原子炉圧力容器への注水が開始されていることを原子炉

水位計，ほう酸水注入系ポンプ吐出圧力計及びほう酸水注

入系貯蔵タンク水位計にて確認する。 

③ ほう酸水注入系テストタンク純水供給元弁（第 9図④）を

「全閉」操作する。 

④－１純水補給水系を水源としたほう酸水注入系による進展

抑制（優先順位 1） 

ほう酸水注入系貯蔵タンク補給水元弁（第 9図⑤），ほ

う酸水注入系貯蔵タンク補給水入口弁（第 9 図⑥）を

「開」し，ほう酸水注入系貯蔵タンクへの水張りを実

施する。 

④－２復水貯蔵槽を水源としたほう酸水注入系による進展抑

制（優先順位 2） 

復水補給水系と純水補給水系を仮設ホース（第 9図⑦）

で接続し，純水補給水系 MSIV/SRVラッピング室床除染

用ホースコネクション止め弁（第 9図⑧），ほう酸水注

入系貯蔵タンク補給水元弁（第 9図⑤），ほう酸水注入

系貯蔵タンク補給水入口弁（第 9 図⑥）を「開」し，

ほう酸水注入系貯蔵タンクへの水張りを実施する。 

④－３消火系を水源としたほう酸水注入系による進展抑制

（優先順位 3） 

消火系と純水補給水系を仮設ホース（第 9図⑨）で接

続し，MUWP CUW/FPCろ過脱塩器エレメント洗浄室前床

除染用コネクション止め弁（第 9図⑩）又は MUWP 原

子炉建屋除染パン除染用コネクション止め弁（第 9図

⑪），消火栓内の弁（第 9図⑫）を「開」操作し消火系

と純水補給水系を接続する。その後，ほう酸水注入系

貯蔵タンク補給水元弁（第 9図⑤），ほう酸水注入系貯

蔵タンク補給水入口弁（第 9図⑥）を「開」し，ほう

  ・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請 
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酸水注入系貯蔵タンクへの水張りを実施する。
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（２）操作の容易性について 

純水補給水系と復水補給水系をつなぐ仮設ホースの敷設に

ついては，６号及び７号炉ともに同じフロアでの接続であり，

配管の先端に接続治具を取付け，ホースを接続するだけなの

で容易に接続可能である。さらに仮設ホースの敷設以外の現

場対応操作は，ほう酸水注入系テストタンク純水供給元弁の

「開」操作だけである。その他の操作と監視計器の確認は中

央制御室で対応が可能なため，容易に操作可能である。 

(2) 操作の容易性

純水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系による原子炉

圧力容器への注水は，現場対応操作がほう酸水貯蔵タンク純

水補給ライン元弁（図④）及びほう酸水貯蔵タンク純水補給

水弁（図⑤及び図⑥）の 3 弁「開」操作であり，その他の操

作と監視計器の確認は中央制御室で対応が可能なため，容易

に操作可能である。 

(2) 操作の容易性について

補給水系と復水輸送系をつなぐ仮設ホースの敷設について

は，同じフロアでの接続であり，配管の先端に接続治具を取

付け，ホース接続するだけなので容易に接続可能である。さ

らに仮設ホースの敷設以外の現場対応操作は，ＳＬＣ封水止

め弁及びＳＬＣオリフィスバイパス弁の全閉並びにＳＬＣタ

ンク補給水入口元弁及びＳＬＣタンク補給水入口弁の「開」

操作だけである。その他の操作と監視計器の確認は中央制御

室で対応が可能なため，容易に操作可能である。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

ほう酸水貯蔵タンク

へ水を補給する系統及

び手順の相違 
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  ・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請 
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６．消火系による原子炉圧力容器への注水 

 

（１）操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，給水系・非常用炉心冷却

系等による原子炉注水機能が喪失し，原子炉水位を維持でき

ない場合，消火系を使用した原子炉圧力容器への注水を行う。 

 

 

①ディーゼル駆動消火ポンプ（第 13図④）の起動を緊急時対

策本部へ依頼し，消火系から原子炉圧力容器までの系統構

成として，タービン負荷遮断弁（第 13図①）を「閉」し，

消火系連絡弁（第 13図②）を「開」する。 

 

 

 

②残留熱除去系注入弁（第 13図⑥）を「開」し，原子炉圧力

容器を逃がし安全弁（第 13図⑤）にて減圧する。 

③原子炉圧力が消火系統圧力以下にて残留熱除去系洗浄水弁

(第 13図③)を「開」し，原子炉圧力容器への注水が開始さ

れることを原子炉水位計，原子炉圧力計，消火系統圧力計，

残留熱除去系注入配管流量計にて確認する。 

 

 

（２）操作の容易性について 

消火系による原子炉圧力容器への注水操作と監視計器の確

認については，中央制御室で対応が可能なため，容易に操作

可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 消火系による原子炉圧力容器への注水 

 

(1) 操作の概要 

原子炉冷却材喪失事象等において，給水系・非常用炉心冷

却系による原子炉注水機能が喪失し，原子炉水位を維持でき

ない場合，消火系を使用して原子炉圧力容器へ注水を実施す

る。 

 

①消火系から原子炉圧力容器までの系統構成として，補助ボ

イラ冷却水元弁（図①）を「閉」とする。 

 

②ディ―ゼル駆動消火ポンプ（図②）を起動し，残留熱除去

系（Ｂ）消火系ライン弁（図③及び図④）を「開」とする。 

 

 

③原子炉圧力容器を逃がし安全弁（図⑤）にて減圧し，残留

熱除去系（Ｂ）注入弁（図⑥）を「開」とする。 

④原子炉圧力が消火系統圧力以下にて，原子炉への注水が開

始されることを原子炉水位計，原子炉圧力計，消火系系統

圧力計，残留熱除去系系統流量計にて確認する。 

 

 

 

(2) 操作の容易性 

消火系による原子炉圧力容器への注水は，現場対応操作が

補助ボイラ冷却水元弁（図①）の 1弁「閉」操作であり，そ

の他の操作と監視計器の確認は中央制御室で対応が可能なた

め，容易に操作可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 消火系による原子炉圧力容器への注水 

 

(1) 操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，給水系・非常用炉心冷却

系等による原子炉注水機能が喪失し，原子炉水位を維持でき

ない場合，消火系を使用した原子炉圧力容器への注水を行う。 

 

 

①消火系から原子炉圧力容器までの系統構成として，ＣＷＴ 

Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第７図①）を「閉」する。 

 

②補助消火ポンプ（第７図②a）又は消火ポンプ（第７図②b）

を起動し，ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）（第７図

③）及びＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（第７図④）を「開」

する。 

③Ａ－ＲＨＲ注水弁（第７図⑤）を「開」し，原子炉圧力容

器を逃がし安全弁（第７図⑥）にて減圧する。 

④原子炉圧力が消火系統圧力以下にてＡ－ＲＨＲ ＲＰＶ代

替注水弁（第７図⑦）を「開」し，原子炉圧力容器への注

水が開始されることを原子炉水位計，原子炉圧力計，消火

ポンプ出口圧力計，ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量計にて確認す

る。 

 

(2) 操作の容易性について 

消火系による原子炉圧力容器への注水操作については，現

場対応操作がＢ，Ｃ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁（２弁）の「開」

操作で，その他の操作と監視計器の確認については中央制御

室で対応が可能なため，容易に操作可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，消火ポ

ンプが電動駆動だが，柏

崎 6/7及び東海第二は，

ディーゼル駆動（以下，

⑧の相違） 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水も可能 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水も可能 
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・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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７．消火系による原子炉格納容器内の冷却 

（１）操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，残留熱除去系等が使用不

能となる等の原子炉格納容器内の除熱機能が喪失した場合，

消火系を使用した原子炉格納容器内のスプレイを行う。 

 

①ディーゼル駆動消火ポンプ（第 14図④）の起動を緊急時

対策本部へ依頼し，消火系から原子炉格納容器までの系統

構成として，タービン負荷遮断弁（第 14図①）を「閉」

し，消火系連絡弁（第 14図②）を「開」する。 

 

 

②残留熱除去系洗浄水弁（第 14 図③）及び格納容器スプレ

イ弁（第 14 図⑤）を「開」し，原子炉格納容器内にスプ

レイが開始されたことを格納容器圧力計，消火系統圧力計，

残留熱除去系注入配管流量計にて確認する。 

 

 

 

 

（２）操作の容易性について 

消火系による原子炉格納容器内の冷却操作と監視計器の確

認については，中央制御室で対応が可能なため，容易に操作

可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

(1) 操作の概要 

残留熱除去系が使用不能となり原子炉格納容器の除熱機能

が喪失した場合，消火系を使用した格納容器スプレイを実施

する。 

 

①消火系から原子炉圧力容器までの系統構成として，補助ボ

イラ冷却水元弁（図①）を「閉」とする。 

②ディ―ゼル駆動消火ポンプ（図②）を起動し，残留熱除去

系（Ｂ）消火系ライン弁（図③及び図④）を「開」とする。 

 

 

③残留熱除去系（Ｂ）Ｄ／Ｗスプレイ弁又は残留熱除去系（Ｂ）

Ｓ／Ｃスプレイ弁（図⑤）を「開」とすることで，格納容

器スプレイを開始する。 

④格納容器スプレイが開始されることをドライウェル圧力

計，サプレッション・チェンバ圧力計，消火系系統圧力計，

残留熱除去系系統流量計にて確認する。 

 

 

(2) 操作の容易性 

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイは，現場対応

操作が補助ボイラ冷却水元弁（図①）の 1弁「閉」操作であ

り，その他の操作と監視計器の確認は中央制御室で対応が可

能なため，容易に操作可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

(1) 操作概要 

原子炉冷却材喪失時等において，残留熱除去系等が使用不

能になる等の原子炉格納容器内の除熱機能が喪失した場合，

消火系を使用した原子炉格納容器内のスプレイを行う。 

 

①消火系から原子炉格納容器までの系統構成として，ＣＷＴ 

Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第８図①）を「閉」する。 

②補助消火ポンプ（第８図②a）又は消火ポンプ（第８図②b）

を起動し，ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）（第８図

③）及びＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（第８図④）を「開」

する。 

③Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁（第８図⑤）,Ａ－

ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁（第２図⑥）又はＡ－

ＲＨＲトーラススプレイ弁（第８図⑦）及びＡ－ＲＨＲ Ｒ

ＰＶ代替注水弁（第８図⑧）を「開」し，原子炉格納容器

内にスプレイが開始されたことをドライウェル圧力計，消

火ポンプ出口圧力計，ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量計にて確認

する。 

 

(2) 操作の容易性について 

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイは，現場対応

操作がＢ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁の「開」操作であり，そ

の他の操作と監視計器の確認は，中央制御室で対応が可能な

ため，容易に操作可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備によるスプレイも

可能 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑦の相違 
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・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備によるスプレイも

可能 
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・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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８．消火系による原子炉格納容器下部への注水 

（１）操作概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉圧力容器が破損

して原子炉格納容器下部に放出される溶融炉心を冷却するた

め，専用の注水ライン弁を「開」とし，消火系による原子炉

格納容器下部への水張りを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ディーゼル駆動消火ポンプ（第 15図③）の起動を緊急時対

策本部へ依頼し，消火系から原子炉格納容器下部までの系

統構成として，タービン負荷遮断弁（第 15図①）を「閉」，

消火系連絡弁（第 15図②）を「開」する。 

 

②格納容器下部注水弁（第 15図④）を「開」とし，原子炉格

納容器下部への注水が開始されたことを，格納容器下部注

水流量計，格納容器下部温度にて確認する。 

 

 

 

 

（２）操作の容易性について 

消火系による原子炉格納容器下部への注水操作と監視計器

の確認については，中央制御室で対応が可能なため，容易に

操作可能である。 

 

7. 消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水 

(1) 操作の概要 

炉心損傷時，原子炉圧力容器が破損してペデスタル（ドラ

イウェル部）に放出される溶融炉心を冷却するため，消火系

によるペデスタル（ドライウェル部）へ水張りを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①消火系から原子炉圧力容器までの系統構成として，補助

ボイラ冷却水元弁（図①）を「閉」とする。 

②ディ―ゼル駆動消火ポンプ（図②）を起動する。 

 

 

③格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン隔離弁（図③）

及び格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン流量調整

弁（図④）を「開」しペデスタル（ドライウェル部）へ

の注水を開始する。 

④ペデスタル（ドライウェル部）への注水が開始されるこ

とを低圧代替注水系格納容器下部注水流量計，消火系系

統圧力計にて確認する。 

(2) 操作の容易性 

消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水は，

現場対応操作が補助ボイラ冷却水元弁（図①）の 1弁「閉」

操作であり，その他の操作と監視計器の確認は中央制御室で

対応が可能なため，容易に操作可能である。 

7. 消火系によるペデスタル内への注水 

(1) 操作概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉圧力容器が破損

してペデステル内に放出される溶融炉心を冷却するため，専

用の注水ライン弁を「開」とし，消火系によるペデスタル内

への水張りを行う。 

【スプレイ管使用の場合】 

①消火系から原子炉格納容器までの系統構成として，ＣＷＴ 

Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第９図①）を「閉」する。 

②補助消火ポンプ（第９図②a）又は消火ポンプ（第９図②b）

を起動し，ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）（第９図

③）及びＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（第９図④）を「開」

する。 

③Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁（第９図⑤）及び

Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁（第９図⑥）を「開」

とする。 

④Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水弁（第９図⑦）を「調整開」し，

ペデスタル内への注水が開始されたことをＲＰＶ／ＰＣＶ

注入流量計，復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力計にて確認す

る。 

【ペデスタル注水配管使用の場合】 

①消火系からペデスタル内までの系統構成として，ＣＷＴ 

Ｔ／Ｂ供給遮断弁（第 10図①）を「閉」し，補助消火ポン

プ（第 10図②a）又は消火ポンプ（第 10図②b）を起動する。 

②ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）（第 10図③），ＣＷ

Ｔ系・消火系連絡止め弁（第 10図④）を「開」する。 

③ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁（第 10図⑤）を「開」

とし，ペデスタル内へ注水されたことを，ペデスタル注入

流量計，ペデスタル温度計にて確認する。 

 

 

 

 

(2) 操作の容易性について 

消火系によるペデスタル内への注水操作と監視計器の確認

については，中央制御室で対応可能なため，容易に操作可能

である。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，ペデス

タル内への注水と SA 時

の SRV 健全性確保の観

点から，スプレイ管を使

用したペデスタル内へ

の注水手段を整備 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水も可能 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，現場対

応操作不要 
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・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，ペデス

タル内への注水と SA 時

の SRV 健全性確保の観

点から，スプレイ管を使

用したペデスタル内へ

の注水手段を整備 
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・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，ペデス

タル内への注水と SA 時

の SRV 健全性確保の観

点から，スプレイ管を使

用したペデスタル内へ

の注水手段を整備 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水も可能 
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・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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９．消火系による使用済燃料プールへの注水 

（１）操作概要 

使用済燃料プール水位が低下し，使用済燃料プールの補給

が必要な状態にもかかわらず，サプレッションプール水浄化

系，残留熱除去系等が使用不能で使用済燃料プールへの補給

ができない場合において，消火系を使用した使用済燃料プー

ル注水を行う。 

 

①ディーゼル駆動消火ポンプ（第 16図④）の起動を緊急時対

策本部へ依頼し，消火系から使用済燃料プールまでの系統

構成として，タービン負荷遮断弁（第 16図①）を「閉」し，

消火系連絡弁（第 16図②）を「開」する。 

 

 

②残留熱除去系洗浄水弁（第 16図③）及び残留熱除去系燃料

プール側出口弁（第 16図⑤）を「開」し，使用済燃料プー

ルへ注水されたことを使用済燃料プール水位計，消火系統

圧力計，残留熱除去系注入配管流量計にて確認する。 

 

 

（２）操作の容易性について 

消火系による使用済燃料プールへの注水操作と監視計器の

確認については，中央制御室で対応が可能なため，容易に操

作可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 消火系による使用済燃料プ―ル注水 

(1) 操作の概要 

使用済燃料プ―ル水位が低下し，使用済燃料プ―ルの補給

が必要な状態にもかかわらず，残留熱除去系が使用不能で使

用済燃料プ―ルへの補給が出来ない場合において，消火系を

使用した使用済燃料プ―ルへの注水を実施する。 

 

 

①消火系から使用済燃料プ―ルまでの系統構成として，補助

ボイラ冷却水元弁（図①）を「閉」とする。 

②ディ―ゼル駆動消火ポンプ（図②）を起動し，残留熱除去

系（Ｂ）消火系ライン弁（図③及び図④）を「開」とする。 

 

 

③残留熱除去系（Ｂ）燃料プ―ル冷却浄化系ライン隔離弁（図

⑤）及び残留熱除去系使用済燃料プ―ルリサイクル弁（図

⑥）を「開」とする。 

④使用済燃料プ―ルへ注水されたことを使用済燃料プ―ル水

位計，消火系系統圧力計にて確認する。 

 

(2) 操作の容易性 

消火系による使用済燃料プ―ル注水は，現場対応操作が補

助ボイラ冷却水元弁（図①）の 1弁「閉」操作，残留熱除去

系（Ｂ）燃料プ―ル冷却浄化系ライン隔離弁（図⑤）及び残

留熱除去系使用済燃料プ―ルリサイクル弁（図⑥）の 2弁「開」

操作であり，その他の操作と監視計器の確認は中央制御室で

対応が可能なため，容易に操作可能である。 

8. 消火系による燃料プールへの注水 

(1) 操作概要 

燃料プール水位が低下し，燃料プールの補給が必要な状態

にもかかわらず，残留熱除去系等が使用不能で燃料プールへ

の補給ができない場合において，消火系を使用した燃料プー

ルへの注水を行う。 

 

 

①消火系から燃料プールまでの系統構成として，ＣＷＴ Ｔ

／Ｂ供給遮断弁（第 11図①）を「閉」する。 

②補助消火ポンプ（第 11図②a）又は消火ポンプ（第 11図②

b）を起動し，ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）（第

11図③）及びＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（第 11図④）

を「開」する。 

③ＦＰＣスキマサージタンク補給水元弁（第 11図⑤）を「開」

し，燃料プールへ注水されたことを燃料プール水位計，消

火ポンプ出口圧力計にて確認する。 

 

 

 

(2) 操作の容易性について 

消火系による燃料プールへの注水操作と監視計器の確認に

ついては，中央制御室で対応が可能なため，容易に操作可能

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，サプレ

ッションプール水浄化

系を有しない 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水も可能 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，現場対

応操作不要 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水も可能 
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・設備の相違

【柏崎6/7，東海第二】 

配管構成の相違によ

る注水経路の相違 
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 9. 緊急時対策室建屋ガスタ―ビン発電機による給電 

(1) 操作の概要 

全交流動力電源が喪失し，非常用所内電気設備が使用でき

ない場合において，緊急時対策室建屋（旧緊急時対策所）の

ガスタ―ビン発電機を用いて非常用所内電気設備への給電を

行うことにより，重大事故等の対処に必要な電源を確保する。 

 

①原子炉建屋付属棟のパワ―センタ２Ｄの受電遮断機及び負

荷遮断器を「切」とし，動的負荷の自動起動防止のための

操作スイッチを隔離する（図①）。 

②緊急時対策室建屋内にて電源切替盤の緊急時対策室建屋受

電用ブレ―カを「ＯＦＦ」にする（図②）。 

③緊急時対策室建屋内にて電源切替盤の電磁接触器に動力仮

設ケ―ブルを接続する（図②）。 

④緊急時対策室建屋内にて電源切替盤のパワ―センタ２Ｄ受

電用ブレ―カを「ＯＮ」にする（図②）。 

⑤緊急時対策室建屋のガスタ―ビン発電機を起動し，パワ―

センタ２Ｄ間の電路への給電を実施する（図③）。 

⑥原子炉建屋付属棟のパワ―センタ２Ｄの緊急時対策室建屋

受電遮断器を「入」とし，必要な負荷へ給電する（図④）。 

 

(2) 操作の容易性 

パワ―センタ２Ｄへの給電は，緊急時対策室建屋の電源

切替盤にて電路構成のための動力仮設ケ―ブルの接続作業

を行うが，敷設するケ―ブルも短く接続も容易に行える。

また，その他の操作は緊急時対策室建屋ガスタ―ビン制御

盤及び中央制御室で対応可能なため，容易に操作が可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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・設備の相違

【東海第二】 

②の相違
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まとめ資料比較表 〔添付 1.0.3 予備品等の確保及び保管場所について〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉の残留熱除去系とＡ，Ｂ－ＤＧは原子炉補機冷却系の負荷であり原子炉補機海水ポンプにて海水系を供給

② 原子炉補機冷却系について，原子炉補機海水系と設置場所が同一ではない屋内に設置しているため島根２号炉は選定対象外

③ プラントの相違による表の内容の相違

④ 島根２号炉（ＢＷＲ)は，除熱機能を有するＲＨＲ系が２系統，柏崎6/7（ＡＢＷＲ)はＲＨＲ系が３系統

⑤ 島根２号炉は，協力企業の社員についても期待

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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  添付資料 1.0.3 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 

 

予備品等の確保及び保管場所について 

 

 

 

 

東海第二発電所 

 

予備品等の確保及び保管場所について 

 

 

添付資料 1.0.3 

 

島根原子力発電所２号炉 

 

予備品等の確保及び保管場所について 
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「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能

力に係る審査基準」のうち，「1.0 共通事項（２）復旧作業に係

る要求事項 ①予備品等の確保」において，重要安全施設の適切

な予備品等を確保することが規定されている。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）第二

条において，「重要安全施設とは，安全施設のうち，安全機能の

重要度が特に高い安全機能を有するものをいう。」とされてい

る。 

また，設置許可基準規則第十二条の解釈において「安全機能を

有する系統のうち，安全機能の重要度が特に高い安全機能を有す

るもの」の機能が示されている。 

ここでは，これら重要安全施設のうち，重要安全施設の取替え

可能な機器及び部品等に対する予備品及び予備品への取り替えの

ために必要な機材等の確保及び保管場所について記載する。 

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能

力に係る審査基準」のうち，「1.0 共通事項（2）復旧作業に係

る要求事項 ①予備品等の確保」において，重要安全施設の適切

な予備品等を確保することが規定されている。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）第二

条において，「重要安全施設とは，安全施設のうち，安全機能の

重要度が特に高い安全機能を有するものをいう。」とされてい

る。 

また，設置許可基準規則第十二条の解釈において「安全機能を

有する系統のうち，安全機能の重要度が特に高い安全機能を有す

るもの」の機能が示されている。 

ここでは，これら重要安全施設のうち，重要安全施設の取替え

可能な機器及び部品等に対する予備品及び予備品への取替のため

に必要な機材等の選定及び保管場所について記載する。 

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能

力に係る審査基準」のうち，「1.0 共通事項（２）復旧作業に

係る要求事項 ①予備品等の確保」において，重要安全施設の適

切な予備品等を確保することが規定されている。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）第二

条において，「重要安全施設とは，安全施設のうち，安全機能の

重要度が特に高い安全機能を有するものをいう。」とされてい

る。 

また，設置許可基準規則第十二条の解釈において「安全機能を

有する系統のうち，安全機能の重要度が特に高い安全機能を有す

るもの」の機能が示されている。 

ここでは，これら重要安全施設のうち，重要安全施設の取り替

え可能な機器及び部品等に対する予備品及び予備品への取り替え

のために必要な機材等の確保及び保管場所について記載する。 

 

 

１. 重要安全施設 

上記の設置許可基準規則第十二条の解釈の表に規定された安

全機能の重要度が特に高い安全機能に対応する具体的な系統・

設備を第１表に示す。 

 

１．重要安全施設 

上記の設置許可基準規則第十二条の解釈の表に規定された安

全機能の重要度が特に高い安全機能に対応する具体的な系統・

設備を第 1.0.3－1表に示す。 

1. 重要安全施設 

上記の設置許可基準規則第十二条の解釈の表に規定された安

全機能の重要度が特に高い安全機能に対応する具体的な系統・

設備を第１表に示す。 

 

 

 

２. 予備品等の確保 

重大事故等時の事故対応については，重大事故等対処設備に

て実施することにより，事故収束を行う。 

事故収束を継続させるためには，機能喪失した重要安全施設

の機能回復を図ることが有効な手段であるため，以下の方針に

基づき重要安全施設の取替え可能な機器，部品等の復旧作業を

優先的に実施することとし，そのために必要な予備品を確保す

る。 

 

２．予備品等の確保 

重大事故等発生後の事故対応については，重大事故等対処設

備にて実施することにより，事故収束を行う。 

事故収束を継続させるためには，機能喪失した重要安全施設

の機能回復を図ることが有効な手段であるため，以下の方針に

基づき重要安全施設の取替え可能な機器，部品等の復旧作業を

優先的に実施することとし，そのために必要な予備品をあらか

じめ確保する。 

 

2. 予備品等の確保 

重大事故等発生後の事故対応については，重大事故等対処設

備にて実施することにより，事故収束を行う。 

事故収束を継続させるためには，機能喪失した重要安全施設

の機能回復を図ることが有効な手段であるため，以下の方針に

基づき重要安全施設の取り替え可能な機器，部品等の復旧作業

を優先的に実施することとし，そのために必要な予備品をあら

かじめ確保する。 
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・  短期的には重大事故等対処設備で対応を行い，その後

の事故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する

設備を復旧する。 

・  単一の重要安全施設の機能を回復することによって，

重要安全施設の多数の設備の機能を回復することがで

き，事故収束を実施する上で最も効果が大きいサポー

ト系設備を復旧する。 

・  復旧作業の実施に当たっては，復旧が困難な設備につ

いても，復旧するための対策を検討し実施することと

するが，放射線の影響，その他の作業環境条件の観点

を踏まえ，復旧作業の成立性が高い設備を復旧する。 

・短期的には重大事故等対処設備で対応を行い，その後の

事故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する設備を

復旧する。 

・単一の重要安全施設の機能を回復することによって，重

要安全施設の多数の設備の機能を回復することができ，事

故収束を実施する上で最も効果が大きいサポート系設備を

復旧する。 

・復旧作業の実施に当たっては，復旧が困難な設備につい

ても，復旧するための対策を検討し実施することとする

が，放射線の影響，その他の作業環境条件を踏まえ，復旧

作業の成立性が高い設備を復旧する。 

 

・ 短期的には重大事故等対処設備で対応を行い，その後

の事故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する

設備を復旧する。 

・ 単一の重要安全施設の機能を回復することによって，

重要安全施設の多数の設備の機能を回復することがで

き，事故収束を実施する上で最も効果が大きいサポー

ト系設備を復旧する。 

・ 復旧作業の実施に当たっては，復旧が困難な設備につ

いても，復旧するための対策を検討し実施することと

するが，放射線の影響，その他の作業環境条件を踏ま

え，復旧作業の成立性が高い設備を復旧する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の方針に適合する系統としてタービン建屋に設置してい

る設備である原子炉補機冷却海水系ポンプ及び原子炉補機冷却

水系ポンプは自然災害の影響を受ける可能性があるため対象機

器として選定し，予備品として保有することで復旧までの時間

が短縮でき，成立性の高い作業で機能回復できる機器であり，

機械的故障と電気的故障の要因が考えられる原子炉補機冷却海

水ポンプ電動機及び原子炉補機冷却水ポンプ電動機を予備品と

して確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の方針に適合する系統として海水ポンプ室に設置してい

る設備である残留熱除去系海水系，ディーゼル発電機海水系は

自然災害の影響を受ける可能性があるため対象機器として選定

し，予備品として保有することで復旧までの時間が短縮でき，

成立性の高い作業で機能回復できる機器であり，機械的故障と

電気的故障の要因が考えられる残留熱除去系海水系ポンプ電動

機，ディーゼル発電機海水系ポンプ電動機を予備品として確保

する。確保する予備品については，保全計画に基づく定期的な

機能確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の方針に適合する系統として屋外に設置している設備で

ある原子炉補機海水ポンプは自然災害の影響を受ける可能性が

あるため対象機器として選定し，予備品として保有することで

復旧までの時間が短縮でき，成立性の高い作業で機能回復でき

る機器であり，機械的故障と電気的故障の要因が考えられる原

子炉補機海水ポンプ電動機を予備品として確保する。確保する

予備品については，保全計画に基づく定期的な機能確認を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

原子炉補機海水ポン

プ設置場所の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の残留熱

除去系とＡ，Ｂ－ＤＧ

は原子炉補機冷却系の

負荷であり原子炉補機

海水ポンプにて海水系

を供給（以下，①の相

違） 

【柏崎 6/7】 

原子炉補機冷却系に

ついて，原子炉補機海

水系と設置場所が同一

ではない屋内に設置し

ているため島根２号炉

は選定対象外（以下，

②の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 
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なお，今後も多様な復旧手段の確保，復旧を想定する機器の

拡大，その他の有効な復旧対策について継続的な検討を行うと

ともに，そのために必要な予備品の確保に努める。 

また，予備品への取り替え作業に必要な資機材等として，が

れき撤去等のためのホイールローダ，予備品への取り替え時に

使用する重機としてラフタークレーン，夜間の対応を想定した

照明機器等及びその他作業環境を想定した資機材を確保する。 

 

 

 

３. 予備品等の保管場所 

予備品等については，地震による周辺斜面の崩落，敷地下斜

面のすべり，津波による浸水の外部事象の影響を受けにくい場

所に重要安全施設との位置的分散を考慮し保管する。 

 

保管場所については，可搬型重大事故等対処設備と同じであ

り，保管場所及び屋外アクセスルートの対策概要については，

添付 1.0.2 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセス

ルートについての「２．概要（１）保管場所及びアクセスルー

ト」に記載する。 

なお，設備の復旧作業場所へのアクセスルートについては，

第１図に示す複数ルートのうち少なくとも１ルート確保された

アクセスルートを使用して，予備品の保管場所から復旧作業場

所へ予備品を移動させて復旧する。 

また，保管場所及びアクセスルートの点検管理については，

添付 1.0.2 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセス

ルートについて記載している「保管場所及びアクセスルート等

の点検状況」と同じ点検管理を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，今後も多様な復旧手段の確保，復旧を想定する機器の

拡大，その他の有効な復旧対策について継続的な検討を行うと

ともに，そのために必要な予備品の確保を行う。 

また，予備品の取替作業に必要な資機材として，がれき撤去

のためのホイールローダ等，予備品取替時に使用する重機とし

てクレーン等，夜間の対応を想定した照明機器等及びその他作

業環境を想定した資機材をあらかじめ確保する。（第 1.0.3－

2表） 

 

 

３．予備品等の保管場所 

予備品等については，地震による周辺斜面の崩落，敷地下斜

面のすべり，津波（敷地に遡上する津波を含む。）による浸水

等の外部事象の影響を受けにくい場所に当該重要安全施設との

位置的分散を考慮した場所に保管する。 

保管場所については，可搬型重大事故等対処設備と同じであ

り，保管場所及び屋外アクセスルートの対策概要については，

添付 1.0.2可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスル

ートについての「2.保管場所の設定及びアクセスルートの設定

の考え方 2.1概要」に記載する。 

なお，予備品復旧場所へのアクセスルートについては，第

1.0.3－1図に示すアクセスルートから複数のルートを確保し

てアクセスし，予備品の保管場所から復旧作業場所へ予備品を

移動させて復旧する。 

また，保管場所及びアクセスルートの点検管理については，

「添付 1.0.2可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセス

ルートについて」で記載している「保管場所及びアクセスルー

ト等の点検について」と同じ点検管理を実施する。 

 

 

 

 

 

なお，今後も多様な復旧手段の確保，復旧を想定する機器の

拡大，その他の有効な復旧対策について継続的な検討を行うと

ともに，そのために必要な予備品の確保を行う。 

また，予備品への取り替え作業に必要な資機材として，がれ

き撤去等のためのホイールローダ，予備品への取り替え時に使

用する重機としてラフタークレーン，夜間の対応を想定した照

明機器等及びその他作業環境を想定した資機材をあらかじめ確

保する。（第２表参照） 

 

 

3. 予備品等の保管場所 

予備品等については，地震による周辺斜面の崩壊，敷地下斜

面のすべり，津波による浸水等の外部事象の影響を受けにくい

場所に重要安全施設との位置的分散を考慮し保管する。 

 

保管場所については，可搬型重大事故等対処設備と同じであ

り，保管場所及び屋外アクセスルートの対策概要については，

「添付 1.0.2 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセ

スルートについて」の「２．概要」に記載する。 

 

なお，設備の復旧作業場所へのアクセスルートについては，

第１図に示すアクセスルートから複数のルートを確保してアク

セスし，予備品の保管場所から復旧作業場所へ予備品を移動さ

せて復旧する。 

また，保管場所及びアクセスルートの点検管理については，

「添付 1.0.2 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセ

スルートについて」で記載している「保管場所及びアクセスル

ート等の点検状況」と同じ点検管理を実施する。 

 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価内容の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，重大

事故等対処設備の有効

性を確認するための事

故シーケンスの選定に

おいて津波特有の事故

シーケンスを選定して

いない 
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第１表 重要安全施設一覧 第 1.0.3－1表 重要安全施設一覧 第１表 重要安全施設一覧 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

プラントの相違によ 

る表の内容の相違（以

下，③の相違） 
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第２表 予備品及び予備品への取り替えのために必要な機材 

1. 予備品

2. がれき撤去用重機

3. 予備品取り替え時に使用する重機

第1.0.3－2表 予備品及び予備品への取替えのために必要な機材 

１．予備品 

２．がれき撤去用重機 

３．予備品取替時に使用する重機 

第２表 予備品及び予備品への取り替えのために必要な機材 

1. 予備品

2. がれき撤去用重機

3. 予備品取り替え時に使用する重機

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

③の相違
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4. 可搬型照明 

 

４．作業用照明 

 

4. 可搬型照明 
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第１図 予備品等の保管場所及びアクセスルート 第 1.0.3－1 図 予備品等の保管場所 

第１図 予備品等の保管場所及びアクセスルート 

193



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

補足１ 

予備品の確保等の考え方 

１．残留熱除去系（RHR）の復旧に関する予備品の確保等につい

て 

柏崎刈羽原子力発電所では，アクシデントマネジメント活動

の一環として行われる復旧活動に際して，プラントの安全性確

保に必要な機能を持つ系統・機器を復旧させる手順を「アクシ

デントマネジメント復旧の手引き」にて整備している。本手引

きには，事故収束を安定的に継続するために有効である RHR 

系の復旧手順も盛り込まれており，RHR系（A），（B），

（C）の全ての除熱能力が喪失あるいは低下した際に，「RHR 

系異常発生要因フローチャート」により異常のある系統を判断

し，「機器別故障原因特定マトリクス」にて故障個所の特定を

行い，故障個所に応じた「復旧手順」にて復旧を行う構成とし

ている（第２図）。しかしながら，すべての系統・機器の故障

モードを網羅して予備品を確保することは効率的ではないの

で，以下の方針に基づき重要安全施設の取替え可能な機器，部

品等の復旧作業を優先的に実施することとし，そのために必要

な予備品を確保する。 

・ 短期的には重大事故等対処設備で対応を行い，その後の事

故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する設備を復

旧する。

・ 単一の重要安全施設の機能を回復することによって，重要

安全施設の多数の設備の機能を回復することができ，事故

収束を実施する上で最も効果が大きいサポート系設備を復

旧する。

・ 復旧作業の実施に当たっては，放射線の影響，その他の作

業環境条件の観点を踏まえ，復旧作業の成立性が高い設備

を復旧する。

補足１ 

予備品の確保等の考え方 

１．残留熱除去系及びディーゼル発電機の復旧に関する予備品の

確保等について 

東海第二発電所では，アクシデントマネジメント活動の一環

として行われる復旧活動に際して，プラントの安全性確保に必

要な機能を持つ系統・機器を復旧させる手順を「アクシデント

マネジメント故障機器復旧手順ガイドライン」にて整備してい

る。本ガイドラインには，事故収束を安定的に継続するために

有効である残留熱除去系（以下「ＲＨＲ系」という。）及びデ

ィーゼル発電機（以下「ＤＧ」という。）の復旧手順も盛り込

まれており，ＲＨＲ Ａ系，Ｂ系の全ての除熱能力が喪失ある

いは低下したとき，またはＤＧ全台の発電能力が喪失あるいは

低下したとき，「ＲＨＲ系基本復旧手順フローチャート」及び

「ＤＧ基本復旧手順フローチャート」により異常のある系統を

判断し，「機器別故障原因特定マトリクス」にて故障個所の特

定を行い，故障個所に応じた「復旧手順」にて復旧を行う構成

としている。しかしながら，すべての系統・機器の故障モード

を網羅して予備品を確保することは効率的ではないので，以下

の方針に基づき重要安全施設の取替え可能な機器，部品等の復

旧作業を優先的に実施することとし，そのために必要な予備品

を確保する。 

・短期的には重大事故等対処設備で対応を行い，その後の

事故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する設備を

復旧する。

・単一の重要安全施設の機能を回復することによって，重

要安全施設の多数の設備の機能を回復することができ，事

故収束を実施する上で最も効果が大きいサポート系設備を

復旧する。

・復旧作業の実施に当たっては，復旧が困難な設備につい

ても，復旧するための対策を検討し実施することとする

が，放射線の影響，その他の作業環境条件の観点を踏ま

え，復旧作業の成立性が高い設備を復旧する。

補足１ 

予備品の確保等の考え方 

1. 残留熱除去系（ＲＨＲ）の復旧に関する予備品の確保等につ

いて 

島根原子力発電所では，アクシデントマネジメント活動の一

環として行われる復旧活動に際して，プラントの安全性確保に

必要な機能を持つ系統・機器を復旧させる手順を「原子力災害

対策手順書（復旧班）」にて整備している。本手順書には，事

故収束を安定的に継続するために有効である残留熱除去系（以

下，「ＲＨＲ系」という。）の復旧手順も盛り込まれており，

ＲＨＲ系（A），（B）の全ての除熱能力が喪失あるいは低下し

た際に，「ＲＨＲ系系統異常発生要因フローチャート」により

異常のある系統を判断し，「機器別故障原因特定マトリクス」

にて故障個所の特定を行い，故障個所に応じた「復旧手順」に

て復旧を行う構成としている（第２図）。しかしながら，すべ

ての系統・機器の故障モードを網羅して予備品を確保すること

は効率的ではないので，以下の方針に基づき重要安全施設の取

り替え可能な機器，部品等の復旧作業を優先的に実施すること

とし，そのために必要な予備品を確保する。 

・ 短期的には重大事故等対処設備で対応を行い，その後の事

故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する設備を復

旧する。

・ 単一の重要安全施設の機能を回復することによって，重要

安全施設の多数の設備の機能を回復することができ，事故

収束を実施する上で最も効果が大きいサポート系設備を復

旧する。

・ 復旧作業の実施に当たっては，復旧が困難な設備について

も，復旧するための対策を検討し実施することとするが，

放射線の影響，その他の作業環境条件の観点を踏まえ，復

旧作業の成立性が高い設備を復旧する。

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉（ＢＷＲ)

は，除熱機能を有する

ＲＨＲ系が２系統，柏

崎 6/7（ＡＢＷＲ)はＲ

ＨＲ系が３系統（以

下，④の相違） 
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上記の方針に適合する系統として原子炉補機冷却海水系及び

原子炉補機冷却水系を選定し，予備品を保有することで復旧ま

での時間が短縮でき成立性の高い作業で機能回復できる機器と

して，原子炉補機冷却海水ポンプ電動機及び原子炉補機冷却水

ポンプ電動機を予備品として確保する。 

 

 

 

 

 

なお，RHR 系については，防潮堤等の津波対策及び原子炉建

屋内の内部溢水対策により区分分離されていること，さらに

ABWR の残留熱除去系は３系統あることから，東日本大震災の

ように複数の残留熱除去系が同時浸水により機能喪失すること

はないと考えられるが，ある１系統の残留熱除去系の電動機が

浸水し，当該の残留熱除去系が機能喪失に至った場合において

も，他系統の残留熱除去系の電動機を接続することにより復旧

する手順を準備する。 

 

 

 

２．予備品を用いた復旧作業について 

重大事故等発生後の事故対応については，重大事故等対処設

備にて対応することにより事故収束を行うことから，必要な作

業については当社のみで実施できるようにしている。 

 

一方，予備品を用いた補機冷却系ポンプ電動機の復旧作業は

上記に該当せず，協力企業の支援による実施を考えている。し

かしながら，本復旧作業は事故収束後のプラントの安定状態を

継続する上で有効であることから，直営訓練等を通じて復旧手

順の整備や作業内容把握，技能訓練施設において予備品の類似

機器を用いた分解点検や組立作業訓練等を通じて現場技能向上

への取り組みを継続的に実施していく。 

 

上記の方針に適合する系統としてＲＨＲ系海水系及びＤＧ海

水系を選定し，予備品を保有することで復旧までの時間が短縮

でき成立性の高い作業で機能回復できる機器として，ＲＨＲ系

海水ポンプ電動機及びＤＧ海水系ポンプ電動機を予備品として

確保する。 

 

確保する予備品については，保全計画に基づく定期的な機能

確認を行う。 

 

 

なお，ＲＨＲ系については，防潮堤等の津波対策及び原子炉

建屋内の内部溢水対策により区分分離されていること，更にＲ

ＨＲ系は３系統あることから，東日本大震災のように複数のＲ

ＨＲ系が同時浸水により機能喪失することはないと考えられる

が，ある１系統のＲＨＲ系の電動機が浸水し，当該のＲＨＲ系

が機能喪失に至った場合においても，他系統のＲＨＲ系の電動

機を接続することにより復旧する手順を準備する。 

 

 

 

 

２．予備品を用いた復旧作業について 

重大事故等発生後の事故対応については，重大事故等対処設

備にて対応することにより事故収束を行うことから，必要な作

業については当社のみで実施できるようにしている。 

 

一方，予備品を用いたＲＨＲ系海水ポンプ電動機及びＤＧ海

水系ポンプ電動機の復旧作業は上記に該当せず，協力企業の支

援による実施を考えている。しかしながら，本復旧作業は事故

収束後のプラントの安定状態を継続する上で有効であることか

ら，当社社員のみで対応できるように訓練等を通じて復旧手順

の整備や作業内容把握，総合研修センターにおいて予備品の類

似機器を用いた分解点検や組立作業訓練等を通じて現場技能向

上への取り組みを継続的に実施していく。 

 

上記の方針に適合する系統として原子炉補機海水系を選定

し，予備品を保有することで復旧までの時間が短縮でき成立性

の高い作業で機能回復できる機器として，原子炉補機海水ポン

プ電動機を予備品として確保する。 

 

 

確保する予備品については，保全計画に基づく定期的な機能

確認を行う。 

 

 

なお，残留熱を除去する機能を有するＲＨＲ系は２系統（Ｒ

ＨＲ系３系統のうち１系統は注水機能のみ）あり，防波壁等の

津波対策及び原子炉建物内の内部溢水対策により区分分離され

ていることから，東日本大震災のように複数のＲＨＲ系が同時

浸水により機能喪失することはないと考えられるが，ある１系

統のＲＨＲ系の電動機が浸水し，当該のＲＨＲ系が機能喪失に

至った場合においても，他系統のＲＨＲ系の電動機を接続する

ことにより復旧する手順を準備する。 

 

 

 

2. 予備品を用いた復旧作業について 

重大事故等発生後の事故対応については，重大事故等対処設

備にて対応することにより事故収束を行うことから，必要な作

業については当社社員及び協力会社社員で実施できるようにし

ている。 

また，予備品を用いた原子炉補機海水ポンプ電動機の復旧作

業は協力会社の支援による実施を考えている。 

本復旧作業は事故収束後のプラントの安定状態を継続する上

で有効であることから，直営訓練等を通じて復旧手順の整備や

作業内容把握，訓練施設において予備品の類似機器を用いた分

解点検や組立作業訓練等を通じて現場技能向上への取り組みを

継続的に実施していく。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

島根２号炉もＲＨＲ

系は３系統あるが，除

熱機能を有さないＣ系

は配管等の取合いが異

なるため他２系統と電

動機の共用が不可能 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，協力

企業の社員についても

期待（以下，⑤の相

違） 

・体制の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 
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第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（１／５） 

第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（１／７） 
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第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（２／５） 第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（２／７） 
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第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（３／５） 第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（３／７） 
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第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（４／５） 

第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（４／７） 
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第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（６／７） 
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第２図 残留熱除去系の復旧手順書の記載例（７／７） 
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まとめ資料比較表〔技術的能力 1.0.4 外部からの支援について〕 
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添付資料 1.0.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 

 

外部からの支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.0.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海第二発電所 

 

復旧作業に必要な資機材及び 

外部からの支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.0.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所２号炉 

 

外部からの支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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1．事故収束対応を維持するために必要な燃料，資機材 

(1) 重大事故等発生後 7 日間の対応 

柏崎刈羽原子力発電所では，重大事故等が発生した場合にお

いて，当該事故等に対処するためにあらかじめ用意された手段

（重大事故等対処設備，予備品及び燃料等）により，重大事故

等発生後 7 日間における事故収束対応を実施する。あらかじ

め用意された手段のうち，重大事故等対処設備については，技

術的能力 1.1「緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための手順等」から 1.19「通信連絡に関する手順等」にて示

す。 

重大事故等に対処するために必要な燃料とその考え方につい

ては，第 1 表に示すとおり，外部からの支援なしに重大事故

等発生後 7 日間における必要燃料を上回る数量を発電所内に

保有している。必要燃料の数量は，重大事故等対処に必要な設

備を重大事故等発生後 7 日間連続して運用する条件で算出し

ている。柏崎刈羽原子力発電所では，第 1 表に示す必要燃料

合計を上回る保有量を，今後も継続して確保する。 

放射線管理用資機材及びチェンジングエリア用資機材，その

他資機材，原子力災害対策活動で使用する資料の数量とその考

え方については，第 2～5 表に示すとおり，外部からの支援な

しに重大事故等発生後 7 日間の活動に必要な資機材等を 5 号

炉原子炉建屋内緊急時対策所等に配備している。重大事故等時

において，現場作業では作業環境が悪化していることが予想さ

れ，重大事故等に対処する要員は環境に応じた放射線防護具を

着用する必要がある。このため要員は，添付資料 1.0.13「重

大事故等に対処する要員の作業時における装備について」に示

す着用基準に従い，これらの資機材の中から必要なものを装備

し，作業を実施する。柏崎刈羽原子力発電所では，第 2～5 表

に示す 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所，中央制御室の資機材

を，今後も継続して配備する。 

重大事故等の対応に必要な水源については，淡水貯水池等の

淡水源に加え，最終的に海水に切り替えることにより水源が枯

渇することがないよう手順を整備することとしている。具体的

には，技術的能力 1.13「重大事故等の収束に必要となる水の

供給手順等」にて示す。 

１．事故収束対応を維持するために必要な燃料，資機材 

(1) 重大事故発生後 7日間の対応 

東海第二発電所では，重大事故等が発生した場合におい

て，当該事故等に対処するためにあらかじめ用意された手

段（重大事故等対処設備，予備品，燃料等）により，事故

発生後7日間における事故収束対応を実施する。あらかじめ

用意された手段のうち，重大事故等対処設備については，

技術的能力1.1「緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための手段等」から1.19「通信連絡に関する手順等」

にて示す。 

発電所内に保有する燃料量については，第1.0.4－1表に

示すとおり，保守的に事故発生後7日間連続して運用する条

件で算出した重大事故等に対処するために必要となる燃料

量を上回る。 

 

 

 

放射線管理用資機材及びチェンジングエリア用資機材，

その他資機材，原子力災害対策活動で使用する資料の数量

とその考え方については，第1.0.4－2表～第1.0.4－7表に

示すとおり，外部からの支援なしに事故発生後7日間の活動

に必要な資機材等を緊急時対策所建屋等に配備している。

重大事故等時，現場作業では作業環境が悪化していること

が予想され，災害対策要員は環境に応じた放射線防護具を

着用する必要がある。災害対策要員は，添付資料1.0.13

「東海第二発電所災害対策要員の作業時における装備につ

いて」に示す着用基準に従い，これらの資機材の中から必

要なものを装備し，作業を実施する。東海第二発電所で

は，第1.0.4－2表～第1.0.4－7表に示す資機材を，緊急時

対策所建屋，中央制御室に常時配備する。 

重大事故等の対応に必要な水源については，代替淡水貯

槽及び西側淡水貯水設備等の淡水源に加え，最終的に海水

に切り替えることにより水源が枯渇することがないよう手

順を整備することとしている。具体的には，技術的能力

1.13「重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」に

て示す。 

 

 

1. 事故収束対応を維持するために必要な燃料，資機材 

(1) 重大事故等発生後７日間の対応 

島根原子力発電所では，重大事故等が発生した場合におい

て，当該事故等に対処するためにあらかじめ用意された手段

（重大事故等対処設備，予備品及び燃料等）により，重大事故

等発生後７日間における事故収束対応を実施する。あらかじめ

用意された手段のうち，重大事故等対処設備については，技術

的能力 1.1「緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた

めの手順等」から 1.19「通信連絡に関する手順等」にて示

す。 

重大事故等に対処するために必要な燃料とその考え方につい

ては，第１表に示すとおり，外部からの支援なしに重大事故等

発生後７日間における必要燃料を上回る数量を発電所内に保有

している。必要燃料の数量は，重大事故等対処に必要な設備を

重大事故等発生後７日間連続して運用する条件で算出してい

る。島根原子力発電所では，第１表に示す必要燃料合計を上回

る保有量を，今後も継続して確保する。 

放射線管理用資機材及びチェンジングエリア用資機材，その

他資機材，原子力災害対策活動で使用する資料の数量とその考

え方については，第２～５表に示すとおり，外部からの支援な

しに重大事故等発生後７日間の活動に必要な資機材等を緊急時

対策所等に配備している。重大事故等時において，現場作業で

は作業環境が悪化していることが予想され，重大事故等に対処

する要員は環境に応じた放射線防護具を着用する必要がある。

このため，要員は，添付資料 1.0.13「重大事故等に対処する

要員の作業時における装備について」に示す着用基準に従い，

これらの資機材の中から必要なものを装備し，作業を実施す

る。島根原子力発電所では，第２～５表に示す緊急時対策所，

中央制御室の資機材を，今後も継続して配備する。 

 

重大事故等の対応に必要な水源については，輪谷貯水槽等の

淡水源に加え，最終的に海水に切り替えることにより水源が枯

渇することがないよう手順を整備することとしている。具体的

には，技術的能力 1.13「重大事故等の収束に必要となる水の

供給手順等」にて示す。 
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(2) 重大事故等発生後 8 日目以降の対応 

重大事故等発生後 8日目以降の事故収束対応を維持する

ため，重大事故等発生後 6日後までに，あらかじめ選定し

ている候補施設の中から原子力事業所災害対策支援拠点

（以下「支援拠点」という。）を選定し，発電所の事故収

束対応を維持するために必要な燃料，資機材等を支援でき

る体制を整備している。また，発電所内に配備している重

大事故等対処設備に不具合があった場合の代替手段，資機

材及び燃料を支援できるよう，社内で発電所外に保有して

いる重大事故等対処設備と同種の設備（消防車，電源車

等），主要な設備の取替部品，食糧その他の消耗品も含め

た資機材，予備品及び燃料等について，継続的な重大事故

等対策を実施できるよう重大事故等発生後 6 日後までに支

援できる体制を整備している。 

さらに現在，他の原子力事業者と，原子力災害発生時に

おける設備及び資機材の融通に向けた検討を進めており，

各社が保有する主な設備及び資機材のデータベースを整備

中である。 

 

2. プラントメーカ及び協力会社による支援 

重大事故等時における外部からの支援については，プラント

メーカ及び協力会社等から重大事故等時に現場操作対応等を実

施する人員の派遣や事故収束に向けた対策立案等の技術支援や

設備の補修に必要な予備品等の供給及び人員の派遣等につい

て，協議及び合意の上，支援計画を定め，「柏崎刈羽原子力発

電所における原子力防災組織の発足時の事態収拾活動への協

力」に係る協定を締結し，重大事故等時に必要な支援が受けら

れる体制を整備している。 

また，重大事故等時に放射性物質を含んだ汚染水が発生した

場合においても，福島第一原子力発電所における経験や知見を

踏まえ，これらを活用した汚染水処理装置の設置等の対策を行

うとともに，プラントメーカの協力を得ながら対応する。 

 

 

 

 

 

 

(2) 重大事故等発生後 7日間以降の対応 

重大事故等発生後 7日間以降の事故収束対応を維持する

ため，重大事故等発生後 6日間後までに，あらかじめ選定

している候補施設の中から原子力事業所災害対策支援拠点

（以下「支援拠点」という。）を選定し，発電所の事故収

束対応を維持するために必要な燃料，資機材等を支援でき

る体制を整備している。また，発電所内に配備している重

大事故等対処設備に不具合があった場合の代替手段，資機

材及び燃料を支援できるよう，社内で発電所外に保有して

いる重大事故等対処設備と同種の設備（通信連絡設備，放

射線測定装置等），食糧，その他の消耗品，汚染防護服等

及びその他の放射線管理に使用する資機材，予備品及び燃

料等について，継続的な重大事故等対策を実施できるよう

事象発生後 6日後までに支援できる体制を整備している。 

さらに現在，他の電力事業者と，原子力災害発生時にお

ける設備及び資機材の融通に向けた検討を進めており，各

社が保有する主な設備及び資機材のデータベースを整備中

である。 

 

２．プラントメーカ及び協力会社による支援 

重大事故等時における外部からの支援については，プラント

メーカ，協力会社及び燃料供給会社等からの重大事故等発生後

に現場操作対応等を実施する要員の派遣や事故収束に向けた対

策立案等の技術支援や要員の派遣等について，協議・合意の

上，支援計画を定め，東海第二発電所の技術支援に関するプラ

ントメーカ，協力会社及び燃料供給会社等との覚書を締結する

ことで，重大事故等発生後に必要な支援が受けられる体制を整

備している。 

 

 

 

 

 

また，プラントメーカ，協力会社及び燃料供給会社等からの

支援については，作業現場の放射線量を考慮して支援を受ける

こととする。 

 

 

(2) 重大事故等発生後８日目以降の対応 

重大事故等発生後８日目以降の事故収束対応を維持する

ため，重大事故等発生後６日後までに，あらかじめ選定し

ている候補施設の中から原子力事業所災害対策支援拠点

（以下「支援拠点」という。）を選定し，発電所の事故収

束対応を維持するために必要な燃料，資機材等を支援でき

る体制を整備している。また，発電所内に配備している重

大事故等対処設備に不具合があった場合の代替手段，資機

材及び燃料を支援できるよう，社内で発電所外に保有して

いる重大事故等対処設備と同種の設備（電源車，通信連絡

設備等），主要な設備の取替部品，食料その他の消耗品も

含めた資機材，予備品及び燃料等について，継続的な重大

事故等対策を実施できるよう重大事故等発生後６日後まで

に支援できる体制を整備している。 

さらに，現在，他の原子力事業者と，原子力災害発生時

における設備及び資機材の融通に向けた検討を進めてお

り，各社が保有する主な設備及び資機材のデータベースを

整備中である。 

 

2. プラントメーカ及び協力会社による支援 

重大事故等時における外部からの支援については，プラント

メーカ及び協力会社等から重大事故等時に現場操作対応等を実

施する人員の派遣や事故収束に向けた対策立案等の技術支援や

設備の補修に必要な予備品等の供給及び人員の派遣等につい

て，協議及び合意のうえ，支援計画を定め，「非常災害発生時

における応急復旧の支援に関する覚書」を締結し，重大事故等

時に必要な支援が受けられる体制を整備している。 

 

また，重大事故等時に放射性物質を含んだ汚染水が発生した

場合においても，東京電力福島第一原子力発電所における経験

や知見を踏まえ，これらを活用した汚染水処理装置の設置等の

対策を行うとともに，プラントメーカの協力を得ながら対応す

る。 
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(1)プラントメーカによる支援 

重大事故等時における当社が実施する事故収拾活動を円

滑に実施するため，プラントの状況に応じた事故収束手段

及び復旧対策に関する技術支援を迅速に得られるよう，プ

ラントメーカ（株式会社東芝，日立ＧＥニュークリア・エ

ナジー株式会社）との間で支援体制を整備するとともに，

平常時から必要な連絡体制を整備している。また，事故対

応が長期に及んだ場合においても交替要員等の継続的に支

援を得られる体制としている。本支援に関するプラントメ

ーカとの合意文書を別紙１に示す。 

なお，プラントメーカ，協力会社及び燃料供給会社等から支

援を受ける場合に必要となる資機材については，あらかじめ緊

急時対策所建屋に確保している資機材の余裕分を活用するのと

合わせ，必要に応じて資機材の追加調達を本店総合災害対策本

部に要請して調達する。 

 

(1) プラントメーカによる支援 

重大事故等時に当社が実施する事態収拾活動を円滑に実

施するため，プラントの状況に応じた事故収束手段及び復

旧対策に関する技術支援を迅速に得られるよう，プラント

メーカ（日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社）との

間で支援体制を整備するとともに，平常時より必要な連絡

体制を整備している。 

 

  なお，プラントメーカ，協力会社及び燃料供給会社等から支

援を受ける場合に必要となる資機材については，あらかじめ緊

急時対策所に確保している資機材の余裕分を活用するのと合わ

せ，必要に応じて資機材の追加調達を緊急時対策総本部に要請

して調達する。 

 

(1) プラントメーカによる支援 

重大事故等時における当社が実施する事故収拾活動を円

滑に実施するため，プラントの状況に応じた事故収束手段

及び復旧対策に関する技術支援を迅速に得られるよう，プ

ラントメーカ（日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会

社）との間で支援体制を整備するとともに，平常時から必

要な連絡体制を整備している。また，事故対応が長期に及

んだ場合においても交替要員等の継続的に支援を得られる

体制としている。 
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a.支援体制 

(平時体制) 

・緊急時の技術支援のため，本社とプラントメーカ社員

（部長クラス）と平時から連絡体制を構築。 

 

(緊急時体制)  

・原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）

第 10 条第 1 項又は第 15 条第 1 項に定める事象が発生

した場合に技術支援を要請。 

 

 

・緊急時の状況評価及び復旧対策に関する助言，電気・機

械・計装設備，その他の技術的情報を提供等により当社

を支援。 

・中長期対応として，プラントメーカ本社等における 2,000 

名規模（株式会社東芝，日立ＧＥニュークリア・エナジ

ー株式会社それぞれにおいて 1,000 名規模）の技術支援

体制を構築。 

・技術支援については，本社対策本部のみならず，必要に

応じて発電所対策本部でも実施可能。 

 

 

 

 

 

ａ．支援体制 

 （平時体制） 

・緊急時の技術支援のため，本店（東京）とプラント

メーカ社員（部長クラス）と平時より連絡体制を構

築。 

 （緊急時体制） 

・原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」とい

う。）10条第1項又は15条第1項に定める事象（おそ

れとなる事象が発生した場合も含む）が発生した場

合に技術支援を要請。適宜，通報訓練を実施しい

く。 

・緊急時に状況評価及び復旧対策に関する助言，電

気・機械・計装設備，その他の技術的情報の提供等

により当社を支援。 

 

 

 

 

・技術支援については，本店総合災害対策本部のみな

らず，必要に応じて発電所災害対策本部でも実施可

能。 

・中長期対応として，事故収束手段及び復旧対策に関

する技術支援体制の更なる拡充をメーカと協議す

る。 

 

 

 

 

ａ．支援体制 

（平時体制） 

・緊急時の技術支援のため，本社とプラントメーカ社員

（部長クラス）と平時から連絡体制を構築。 

 

（緊急時体制） 

・原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」とい

う。）第 10条第１項又は第 15条第１項に定める事象

（おそれとなる事象が発生した場合も含む）が発生し

た場合に技術支援を要請。 

 

・緊急時の状況評価及び復旧対策に関する助言，電気・

機械・計装設備，その他の技術的情報を提供等により

当社を支援。 

・中長期対応として，プラントメーカ本社等における

1,000名規模の技術支援体制を構築。 

 

 

・技術支援については，緊急時対策総本部のみならず，

必要に応じて緊急時対策本部でも実施可能。 
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(2) 協力会社による支援 

重大事故等時における当社が実施する事故収拾活動を円

滑に実施するため，事故収束及び復旧対策活動の協力が得

られるよう，協力会社 16 社と支援内容に関する覚書等を締

結し，支援体制を整備するとともに，平常時から必要な連

絡体制を整備している。 

協力会社 16 社の支援については，重大事故等時において

も支援を要請できる体制であり，協力会社要員の人命及び

身体の安全を最優先にした放射線管理を行う。また，事故

対応が中長期に及んだ場合においても交替要員等の継続的

な派遣を得られる体制としている。本支援に関する協力会

社との合意文書を別紙１に示す。 

 

a. 放射線測定，管理業務等の支援体制 

重大事故等時における放射線測定，管理業務の実施につ

いて，協力会社と合意文書を締結している。 

(2) 協力会社による支援 

重大事故等時に当社が実施する事態収拾活動を円滑に実

施するため，事故収束及び復旧対策活動の協力が得られる

よう，協力会社と支援内容に関する覚書等を締結し，支援

体制を整備するとともに，平常時より必要な連絡体制を整

備している。 

協力会社の支援については，重大事故等時においても要請

できる体制であり，協力会社要員の人命及び身体の安全を

最優先にした放射線管理を行う。また，事故対応が長期に

及んだ場合においても交代要員等の継続的な派遣を得られ

る体制とする。 

 

 

ａ．放射線測定，管理業務等の支援体制 

原子力災害発生時における放射線測定，管理業務の実施

について，協力会社と覚書を締結している。 

(2) 協力会社による支援 

重大事故等時における当社が実施する事故収拾活動を円

滑に実施するため，事故収束及び復旧対策活動の協力が得

られるよう，協力会社 13社と支援内容に関する覚書等を締

結し，支援体制を整備するとともに，平常時から必要な連

絡体制を整備している。 

協力会社 13社の支援については，重大事故等時において

も支援を要請できる体制であり，協力会社要員の人命及び

身体の安全を最優先にした放射線管理を行う。また，事故

対応が中長期に及んだ場合においても交替要員等の継続的

な派遣を得られる体制としている。 

 

 

ａ．放射線測定，管理業務等の支援体制 

重大事故等時における放射線測定，管理業務の実施に

ついて，協力会社と合意文書を締結している。 
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b. 緊急時に係る設備の修理・復旧等の支援体制 

重大事故等時における，以下に示す設備の修理・復旧

等の作業に関する支援協力について協力会社と合意文書

を締結している。 

(1) 熱交換器建屋の排水作業 

(2) 代替熱交換器による補機冷却水確保 

(3) 土木設備，機械・電気・計装設備・通信連絡設備

の修理，復旧等に関する事項 

(4) クレーンの運転・操作，及びトラックの運転 

(5) 電源車仮設ケーブル移動作業 

(6) プラント内仮設ケーブル接続作業 

(7) 予備海水ポンプモータへの取替作業 

(8) 現場・事務所の照明等の環境整備に関する作業 

(9) がれきの撤去 

(10) 緊急車両等の通行ルート確保 

 

c. 資機材及び要員輸送に係る支援体制 

柏崎刈羽原子力発電所で重大事故等が発生した場合又

は発生のおそれがある場合の陸路による資機材の輸送，

空路による資機材及び要員の輸送について，それぞれ協

力会社と協定等を結んでいる。 

資機材の輸送に当たっては，陸路による輸送を基本と

するが，柏崎刈羽原子力発電所又は重大事故等時に設置

される支援拠点へのアクセス道路の寸断等により陸路で

の資機材，要員の輸送が困難な場合には，空路での輸送

も実施する。 

なお，陸路での輸送については東電物流株式会社，空

路での輸送については新日本ヘリコプター株式会社と契

約を結んでいる。 

ヘリコプターによる空輸を実施する場合には，東京ヘ

リポート（東京都江東区）に常駐のヘリコプターを優先

して使用し，発電所構内のヘリポート間を往復する。発

電所近隣のヘリポートとしては，災害時の飛行場外離着

陸場として柏崎市内の 1箇所について，発電所構内のヘ

リポートとともに新日本ヘリコプター株式会社から東京

航空局へ飛行場外離着陸許可申請書を提出し，許可を得

ている。 

ｂ．緊急時に係る設備の修理・復旧等の支援体制 

原子力災害発生時における，以下に示す設備の修

理・復旧等の作業に関する支援協力について協力会社

と覚書を締結している。 

（Ⅰ）電気設備，機械設備及び計装設備の応急復旧に

関する事項 

（Ⅱ）事態収拾現場の照明等の作業環境確保に関する

事項 

（Ⅲ）放射線測定，放射線作業管理に関する事項 

（Ⅳ）水質分析に関する事項 

（Ⅴ）建物，構築物等の応急復旧に関する事項 

（Ⅵ）通信設備等の応急復旧に関する事項 

（Ⅶ）その他受託業務全般に関する事態収拾に必要な

事項 

 

 

ｃ．要員等の輸送に係る支援体制 

東海第二発電所で原子力災害が発生した場合又は，発

生のおそれがある場合，要員の運搬及び資機材の輸送に

ついて支援を迅速に得られるよう，協力会社と協定等を

結んでいる。 

支援拠点に集まった発電所の事故収束対応を維持す

るために必要な燃料，食糧，その他の消耗品，汚染防

護服等及びその他の放射線管理に使用する資機材，予

備品について，継続的な重大事故等対策の実施を妨げ

ないよう発電所に適宜輸送する。 

 

 

ヘリコプターによる空輸を実施する場合には，東京

ヘリポート（東京都江東区）（所要時間：約1時間）及

びつくば市内のヘリポート（茨城県つくば市）（所要

時間：約30分）に常駐のヘリコプターを優先して使用

する契約を締結しており，発電所構内の飛行場外離着

陸場間を往復する。災害時における発電所近隣の飛行

場外離着陸場として東海村内の1か所（当社敷地内）

と，発電所構内の飛行場外離着陸場の1か所について，

協力会社から東京航空局へ飛行場外離着陸許可申請書

を提出し，許可を得ている。第1.0.4－1図に飛行場外

離着陸場の位置を示す。 

ｂ．緊急時に係る設備の修理・復旧等の支援体制 

重大事故等時における，以下に示す設備の修理・復旧

等の作業に関する支援協力について，協力会社と合意文

書を締結している。 

(a) 移動式代替熱交換設備等への電源ケーブル繋ぎ込

み 

(b) 原子炉等への注水のためのホース繋ぎ込み 

(c) 高圧発電機車等の操作 

(d) 大量送水車等の操作 

(e) 軽油タンク等からタンクローリへの燃料抜取り 

(f) 大量送水車等への燃料補給 

(g) がれき等の撤去作業 

(h) 機械・計装設備・通信連絡設備等の復旧に関する

事項 

(i) 仮設事務所等の設置作業 

(j) その他原子力施設の応急復旧に必要な作業 

ｃ．資機材等の輸送に係る支援体制 

島根原子力発電所で重大事故等が発生した場合又は発

生のおそれがある場合の陸路による資機材の輸送，空路

による資機材及び要員の輸送について，それぞれ協力会

社と協定等を結んでいる。 

資機材の輸送に当たっては，陸路による輸送を基本と

するが，島根原子力発電所又は重大事故等時に設置され

る支援拠点へのアクセス道路の寸断等により陸路での資

機材，要員の輸送が困難な場合には，空路での輸送も実

施する。 

なお，陸路での輸送及び空路での輸送について，それ

ぞれ運輸会社と契約を結んでいる。 

 

ヘリコプターによる空輸を実施する場合には，広島ヘ

リポート（広島県広島市）に常駐のヘリコプターを優先

して使用し，発電所構内のヘリポート間を往復する。発

電所近隣のヘリポートとしては，災害時の飛行場外離着

陸場として松江市内の３箇所について，発電所構内のヘ

リポートとともに契約を結んでいる航空会社から大阪航

空局へ飛行場外離着陸許可申請書を提出し，許可を得て

いる。第１図に飛行場外離着陸場の位置を示す。 
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d. 燃料調達に係る支援体制 

柏崎刈羽原子力発電所に重大事故等が発生した場合又

は発生のおそれがある場合における燃料調達手段とし

て，当社と取引のある燃料供給会社の油槽所等から燃料

供給の契約を締結しており，この一部は寄託契約であ

る。 

また，柏崎刈羽原子力発電所内の備蓄及び近隣からの

調達を強化している。 

 

e. 消火，注水活動に係る支援体制 

柏崎刈羽原子力発電所の構内（建物内含む）で火災が

発生した場合の消火，発電用原子炉や使用済燃料プール

注水活動，復水貯蔵槽等への水補給に関する活動の支援

について協力会社と契約を結んでいる。 

なお，消火活動としては平時から，柏崎刈羽原子力発

電所内で訓練を実施するとともに，24 時間交替勤務体制

が取られているため，迅速な初動活動が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 原子力事業者による支援 

上記のプラントメーカや協力会社等からの支援のほか，原子

力事業者で「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」

を締結し，他の原子力事業者による支援を受けられる体制を整

備している。 

「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」の内容は

以下の通り。 

 

 

(目的) 

国内原子力事業所（事業所外運搬を含む）において，原

子力災害が発生した場合，協力事業者が発災事業者に対

ｄ．燃料調達に係る支援体制 

東海第二発電所に重大な災害が発生した場合又は発

生のおそれがある場合における燃料調達手段として，

当社と取引のある燃料供給会社の油槽所等と燃料の優

先調達の契約を締結する。 

また，東海第二発電所の備蓄及び近隣からの調達を

強化している。 

 

 

ｅ．消火活動に係る支援体制 

東海第二発電所の構内（建物内含む）で火災が発生

した場合の消火活動に関する支援について協力会社と

契約を結んでいる。 

なお，消火活動としては平時より，東海第二発電所

で訓練を実施するとともに，24時間交代勤務体制が取

られているため，迅速な初動活動が可能である。 

 

ｆ．注水活動に係る支援体制 

東海第二発電所に重大な災害が発生した場合に，原

子炉や使用済燃料プール注水活動の支援について協力

会社と契約を結んでいる。 

なお，可搬型代替注水ポンプ等の取扱いについては

平時より，東海第二発電所で訓練を実施するととも

に，24時間交代勤務体制が取られているため，迅速な

初動活動が可能である。 

 

３．原子力事業者による支援 

上記のプラントメーカや協力会社等からの支援のほか，原子

力事業者で「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」

を締結し，他の原子力事業者による支援を受けられる体制を整

備している。第 1.0.4－2図に原子力災害発生時における発電

所外からの支援体制を示す。 

 

 

 

（目的） 

国内原子力事業所（事業所外運搬を含む。）において，

原子力災害が発生した場合，協力事業者が発災事業者に対

ｄ．燃料調達に係る支援体制 

島根原子力発電所に重大事故等が発生した場合又は発

生のおそれがある場合における燃料調達手段として，当

社と取引のある燃料供給会社と燃料供給の契約を締結し

ている。 

また，島根原子力発電所内の備蓄及び近隣からの調達

を強化している。 

 

 

ｅ．消火，注水活動に係る支援体制 

島根原子力発電所の構内（建物内含む）で火災が発生

した場合の消火，発電用原子炉や燃料プール注水活動，

低圧原子炉代替注水槽等への水補給に関する活動の支援

について協力会社と契約を結んでいる。 

なお，消火活動としては平時から，島根原子力発電所

内で訓練を実施するとともに，24時間交替勤務体制が取

られているため，迅速な初動活動が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 原子力事業者による支援 

上記のプラントメーカや協力会社等からの支援のほか，原子

力事業者で「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」

及び「原子力事業における相互協力に関する協定書」を締結

し，他の原子力事業者による支援を受けられる体制を整備して

いる。 

「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」の内容は

以下のとおり。 

 

（目的） 

国内原子力事業所（事業所外運搬を含む）において，原

子力災害が発生した場合、協力事業者が発災事業者に対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，西日

本５社による相互協力

に関する協定も記載 
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し，協力要員の派遣，資機材の貸与その他当該緊急事態応

急対策の実施に必要な協力を円滑に実施し，原子力災害の

拡大防止及び復旧対策に努める。 

 

(情報連絡) 

・各社の原子力事業者防災業務計画に定める警戒事象が

発生した場合，すみやかにその情報を他の原子力事業

者に連絡する。 

(協力要請) 

・原災法第 10 条に基づく通報を実施した場合，ただちに

他の協定事業者に協力要員の派遣及び資機材の貸与に

係る協力要請を行う。 

(協力の内容) 

協力事業者は，発災事業者からの協力要請に基づき，原

子力事業所災害対策が的確かつ円滑に行われるようにする

ため，以下の措置を講ずる。 

・環境放射線モニタリングに関する協力要員の派遣 

・周辺地域の汚染検査及び汚染除去に関する協力要員の

派遣 

・第 6 表に示す資機材の貸与 他 

 

し，協力要員の派遣，資機材の貸与その他当該緊急事態応

急対策の実施に必要な協力を円滑に実施し，原子力災害の

拡大防止及び復旧対策に努める。 

 

（発災事業者による協力要請） 

・各社の原子力事業者防災業務計画に定める警戒事象が発

生した場合，発災事業者は速やかにその情報を他の原子

力事業者に連絡する。 

 

・発災事業者は，原災法10条に基づく通報を実施した場

合，ただちに他の協定事業者に対し，協力要員の派遣及

び資機材の貸与に係る協力要請を行う。 

（協力の内容） 

協力事業者は，発災事業者からの協力要請に基づき，原

子力事業所災害対策が的確かつ円滑に行われるようにする

ため，以下の措置を講ずる。 

・環境放射線モニタリングに関する協力要員の派遣 

・周辺地域の汚染検査及び汚染除去に関する協力要員の派

遣 

・第1.0.4－8表に示す資機材の貸与 他 

 

し、協力要員の派遣、資機材の貸与その他当該緊急事態応

急対策の実施に必要な協力を円滑に実施し、原子力災害の

拡大防止及び復旧対策に努める。 

 

（情報連絡） 

・各社の原子力事業者防災業務計画に定める警戒事象が

発生した場合、すみやかにその情報を他の原子力事業

者に連絡する。 

（協力要請） 

・原災法第 10条に基づく通報を実施した場合、ただちに

他の協定事業者に協力要員の派遣及び資機材の貸与に

係る協力要請を行う。 

（協力の内容） 

協力事業者は、発災事業者からの協力要請に基づき、原

子力事業所災害対策が的確かつ円滑に行われるようにする

ため、以下の措置を講じる。 

・環境放射線モニタリングに関する協力要員の派遣 

・周辺地域の汚染検査及び汚染除去に関する協力要員の

派遣 

・第６表に示す資機材の貸与他 
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(支援本部の活動) 

・幹事事業者 

発災事業所の場所ごとに，あらかじめ支援本部幹事事

業者，支援本部副幹事事業者を設定している。（当社柏

崎刈羽原子力発電所が発災した場合は，それぞれ東北電

力株式会社，北陸電力株式会社としている。） 

幹事事業者は副幹事事業者と協力し，協力要員及び貸

与された資機材の受入と協力に係る業務の基地となる原

子力事業所支援本部（以下「支援本部」という。）を設

置し，運営する。なお，幹事事業者が被災する等，業務

の遂行が困難な場合は，副幹事事業者が幹事事業者の任

に当たり，幹事事業者以外の事業者の中から副幹事事業

者を選出することとしている。また支援期間が長期化す

る場合は，幹事事業者，副幹事事業者を交替することが

できる。 

 

・支援本部の設置について 

当社は，あらかじめ支援本部候補地を 3 箇所程度設定

している。発災事業者は，協力を要請する際に，候補地

の中から支援本部の設置場所を決定し伝える。 

支援本部設置後は，緊急事態応急対策等拠点施設（オ

フサイトセンター）に設置される原子力災害合同対策協

議会と連携を取りながら，発災事業者との協議の上，各

協力事業者に対して具体的な業務の依頼を実施する。 

（支援本部の活動） 

・幹事事業者 

発災事業所の場所ごとに，あらかじめ支援本部幹事事

業者，支援本部副幹事事業者を設定している（当社東海

第二発電所が発災した場合は，それぞれ東京電力ホール

ディングス株式会社，中部電力株式会社としている）。 

幹事事業者は副幹事事業者と協力し，協力要員及び貸

与された資機材の受入と協力に係る業務の基地となる原

子力事業所支援本部（以下「支援本部」という。）を設

置し，運営する。なお，幹事事業者が被災するなど業務

の遂行が困難な場合は，副幹事事業者が幹事事業者の任

に当たり，幹事事業者以外の事業者の中から副幹事事業

者を選出することとしている。また支援期間が長期化す

る場合は，幹事事業者，副幹事事業者を交代することが

できる。 

 

・支援本部の運営について 

発災事業者は，協力を要請する際に，候補地の中から

支援本部の設置場所を決定し伝える。当社は，あらかじ

め支援本部候補地を6箇所程度設定している。 

支援本部設置後は，緊急事態応急対策等拠点施設（オ

フサイトセンター）に設置される原子力災害合同対策協

議会と連携を取りながら，発災事業者との協議の上，協

力事業者に対して具体的な業務の依頼を実施する。 

 

（支援本部の活動） 

・幹事事業者 

発災事業者の場所ごとに，あらかじめ支援本部幹事事

業者，支援本部副幹事事業者を設定している。（当社島

根原子力発電所が発災した場合は，それぞれ九州電力株

式会社，関西電力株式会社としている。） 

幹事事業者は副幹事事業者と協力し，協力要員及び貸

与された資機材の受入と協力に係る業務の基地となる原

子力事業所支援本部（以下「支援本部」という。）を設

置し，運営する。なお，幹事事業者が被災する等，業務

の遂行が困難な場合は，副幹事事業者が幹事事業者の任

に当たり，幹事事業者以外の事業者の中から副幹事事業

者を選出することとしている。また，支援期間が長期化

する場合は，幹事事業者，副幹事事業者を交替すること

ができる。 

 

・支援本部の設置について 

当社は，あらかじめ支援本部候補地を４箇所程度設定

している。発災事業者は，協力を要請する際に，候補地

の中から支援本部の設置場所を決定し伝える。 

支援本部設置後は，緊急事態応急対策等拠点施設（オ

フサイトセンター）に設置される原子力災害合同対策協

議会と連携を取りながら，発災事業者との協議のうえ，

各協力事業者に対して具体的な業務の依頼を実施する。 
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4. その他組織による支援 

福島第一原子力発電所の事故対応の教訓を踏まえ，重大事故

等時に多様かつ高度な災害対応を行うため， 平成 25 年 1 月

に日本原子力発電株式会社内の組織として「原子力緊急事態支

援センター」を原子力事業者共同で設置した。原子力緊急事態

支援センターでは，平時から遠隔操作が可能なロボットの操作

訓練等を実施しており，当社要員も参加しロボット操作技術等

を習得させる等，原子力災害対策活動能力の向上を図ってい

る。 

その後，更に原子力緊急事態支援センターの強化を図るた

め，当社を含む原子力事業者と日本原子力発電株式会社との間

で「原子力緊急事態支援組織の運営に関する基本協定」を締結

し，平成 28 年 3 月に「原子力緊急事態支援組織」が設立され

た。なお，平成 28 年 12 月には活動拠点を福井県美浜町の

「美浜原子力緊急事態支援センター」に移し，本格運用が開始

されている（「原子力緊急事態支援センター」は廃止）。 

原子力緊急事態支援組織の支援に関する事項は以下のとお

り。 

 

(支援要請) 

発災事業者は，原災法第 10 条に基づく通報後，速やかに

その情報を原子力緊急事態支援組織に連絡するとともに，

事態に応じて資機材の提供などの支援要請を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他組織による支援 

原子力事業者は，福島第一原子力発電所の事故対応の教訓を

踏まえ，原子力災害が発生した場合に多様かつ高度な災害対応

を可能とする原子力緊急事態支援組織を設立することとし，平

成 25年 1月に，原子力緊急事態支援センター（以下「支援セ

ンター」という。）を共同で設置した。 

支援センターは，平成 28年 3月に体制の強化及び資機材の

更なる充実化を図り，平成 28年 12月より美浜原子力緊急事態

支援センター（以下「美浜支援センター」という。）として本

格的に運用を開始した。 

美浜支援センターは，発災事業者からの原子力災害対策活動

に係る要請を受けて以下の内容について支援する。 

なお，美浜支援センターにおいて平時から実施している，遠

隔操作による災害対策活動を行うロボット操作技術等の訓練に

は当社の災害対策要員も参加し，ロボット操作技術の習得によ

る原子力災害対策活動能力の向上を図っている。 

 

 

 

（発災事業者からの支援要請） 

発災事業者は，原災法10条に基づく通報後，原子力緊急

事態支援組織の支援を必要とするときは，美浜支援センタ

ーに原子力災害対策活動に係る支援を要請する。 

 

（美浜支援センターによる支援の内容） 

美浜支援センターは，発災事業者からの支援要請に基づ

き，美浜支援センター要員の安全が確保される範囲におい

て以下の業務を実施することで，発災事業者の事故収束活

動を積極的に支援する。 

・美浜支援センターから原子力事業所災害対策支援拠点

（以下「後方支援拠点」という。）までの，美浜支援セ

ンター要員の派遣や資機材の搬送。 

・後方支援拠点から発災事業所の災害現場までの資機材の

搬送。 

・発災事業者の災害現場における放射線量をはじめとする

環境情報収集の支援活動。 

・発災事業者の災害現場における作業を行う上で必要とな

るアクセスルートの確保作業の支援活動。 

4. その他組織による支援 

原子力事業者は，東京電力福島第一原子力発電所の事故対応

の教訓を踏まえ，重大事故等が発生した場合に多様かつ高度な

災害対応を可能とする原子力緊急事態支援組織を設立すること

とし，平成 25年１月に原子力緊急事態支援センター（以下

「支援センター」という。）を共同で設置した。 

支援センターは，平成 28年３月に体制の強化及び資機材の

更なる充実化を図り，平成 28年 12月より美浜原子力緊急事態

支援センター（以下「美浜支援センター」という。）として本

格的に運用を開始した。 

美浜支援センターは，発災事業者からの原子力災害対策活動

に係る要請を受けて以下の内容について支援する。 

なお，美浜支援センターにおいて平時から実施している，遠

隔操作による災害対策活動を行うロボット操作技術等の訓練に

は当社の緊急時対策要員も参加し，ロボット操作技術の習得に

よる原子力災害対策活動能力の向上を図っている。 

 

 

 

（支援要請） 

発災事業者は，原災法第 10条に基づく通報後，速やかに

その情報を美浜支援センターに連絡するとともに，事態に

応じて資機材の提供などの支援要請を行う。 

 

（美浜支援センターによる支援の内容） 

 美浜支援センターは，発災事業者からの支援要請に基づ

き，美浜支援センター要員の安全が確保される範囲におい

て以下の業務を実施することで，発災事業者の事故収束活

動を積極的に支援する。 

・美浜支援センターから原子力事業所災害対策支援拠点ま

での，美浜支援センター要員の派遣や資機材の搬送。 

 

・原子力事業所災害対策支援拠点から発災事業者の災害現

場までの資機材の搬送。 

・発災事業者の災害現場における放射線量をはじめとする

環境情報収集の支援活動。 

・発災事業者の災害現場における作業を行ううえで必要と

なるアクセスルートの確保作業の支援活動。 
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(事故時) 

・原子力災害発生時，事故が発生した事業者からの出動

要請を受け，要員・資機材を拠点施設から迅速に搬送

する。 

・事故が発生した事業者の指揮の下，協働で遠隔操作可

能なロボット等を用いて現場状況の偵察，空間線量率

の測定，がれき等屋外障害物の除去によるアクセスル

ートの確保，屋内障害物の除去や機材運搬等を行う。 

 

(平常時) 

・緊急時の連絡体制（24 時間体制）を確保し，出動計画

を整備する。 

・ロボット等の操作訓練や必要な資機材の調達・維持管

理及び訓練等で得られたノウハウや経験に基づく改良

を行う。 

 

(要員) 

21 名 

 

(資機材) 

・遠隔操作資機材（小型・中型ロボット，小型・大型無

線重機，無線小型ヘリコプター） 

・現地活動用資機材（放射線防護用資機材，放射線管

理・除染用資機材，作業用資機材，一般資機材） 

・搬送用車両（ワゴン車，大型トラック（重機搬送車

用），中型トラック） 

・支援組織の活動に必要な範囲での，放射性物質の除去等

の除染作業の支援活動。 

 

美浜支援センターの支援体制は以下のとおり。 

（事故時） 

・原子力災害発生時，事故が発生した事業者からの出動要

請を受け，要員及び資機材を美浜支援センターから迅速

に搬送する。 

・事故が発生した事業者の指揮の下，協働で遠隔操作可能

なロボット等を用いて現場状況の偵察，空間線量率の測

定，がれき等屋外障害物の除去によるアクセスルートの

確保，屋内障害物の除去や機材の運搬等を行う。 

 

（平常時） 

・緊急時の連絡体制（24時間体制）を確保し，出動計画を

整備する。 

・ロボット等の操作訓練や必要な資機材の調達・維持管理

を行う。 

・訓練等で得られたノウハウや経験に基づく改良を行う。 

 

（要員） 

・21名 

 

（資機材） 

・遠隔操作資機材（小型・中型ロボット，無線重機，無線

ヘリコプター） 

・現地活動用資機材（放射線防護用資機材，放射線管理・

除染用資機材，作業用資機材，一般資機材） 

・搬送用車両（ワゴン車，大型トラック，（重機搬送車

両），中型トラック） 

 

・支援組織の活動に必要な範囲での，放射性物質の除去等

の除染作業の支援活動。 

 

美浜支援センターの支援体制は以下のとおり。 

（事故時） 

・原子力災害発生時，事故が発生した事業者からの出動

要請を受け，要員・資機材を美浜支援センターから迅

速に搬送する。 

・事故が発生した事業者の指揮の下，協働で遠隔操作可

能なロボット等を用いて現場状況の偵察，空間線量率

の測定，がれき等屋外障害物の除去によるアクセスル

ートの確保，屋内障害物の除去や機材運搬等を行う。 

 

（平常時） 

・緊急時の連絡体制（24時間体制）を確保し，出動計画

を整備する。 

・ロボット等の操作訓練や必要な資機材の調達・維持管

理及び訓練等で得られたノウハウや経験に基づく改良

を行う。 

 

（要員） 

21名 

 

（資機材） 

・遠隔操作資機材（小型・中型ロボット，無線重機，無

線ヘリコプター） 

・現地活動用資機材（放射線防護用資機材，放射線管

理・除染用資機材，作業用資機材，一般資機材） 

・搬送用車両（ワゴン車，大型トラック（重機搬送

用），中型トラック） 
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5. 原子力事業所災害対策支援拠点

福島第一原子力発電所の事故において，発電所外からの支援

に係る対応拠点としてＪヴィレッジを活用したことを踏まえ，

柏崎刈羽原子力発電所においても同様な機能を配置する候補地

点をあらかじめ選定し，必要な要員及び資機材を確保する。候

補地点の選定に当たっては，重大事故等時における風向及び放

射性物質の拡散範囲等を考慮し，柏崎刈羽原子力発電所からの

方位，距離（約 20km 圏内外）が異なる地点を複数選定する。

別紙 2 の第 1 図に，支援拠点を記した地図を示す。柏崎刈

羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画においては，柏崎エ

ネルギーホール（新潟県柏崎市），信濃川電力所（新潟県小千

谷市），当間高原リゾート（新潟県十日町市。休憩，仮泊，資

機材置場のみ）を支援拠点として定めている。 

第 2 図に防災組織全体図を，第 3 図に支援拠点の体制図を

示す。 

原災法第 10 条に基づく通報の判断基準に該当する事象が発

生した場合，社長は，原子力事業所災害対策の実施を支援する

ための発電所周辺の拠点として支援拠点の設置を指示する。支

援拠点の責任者は，原子力災害の進展状況等を踏まえながら支

援活動の準備を実施する。 

支援拠点の設置場所及び活動場所を，放射性物質が放出され

た場合の影響，周囲の道路状況等を踏まえた上で決定し，発電

所，本社や関係機関と連携をして，発電所における災害対策活

動の支援を実施する。 

また，支援拠点で使用する主な原子力関連資機材は本社等に

て確保しており，定期的に保守点検を行い，常に使用可能な状

態に整備している。（第 7 表） 

５．原子力事業所災害対策支援拠点 

福島第一原子力発電所事故において，発電所外からの支援に

係る対応拠点としてＪヴィレッジを活用したことを踏まえ，東

海第二発電所においても同様な機能を配置する候補地点をあら

かじめ選定し，必要な要員及び資機材を確保する。 

候補地点の選定に当たっては，原子力災害発生時における風

向及び放射性物質の放出範囲等を考慮し，東海第二発電所から

の方位，距離（約 20ｋｍ圏内外）が異なる地点を複数選定す

る。 

別紙 1に，支援拠点の候補地を記した地図を示す。東海第二

発電所原子力事業者防災業務計画においては，日本原子力発電

株式会社地域共生部（茨城事務所）（茨城県水戸市），東京電

力パワーグリッド株式会社 茨城総支社日立事務所別館（茨城

県日立市），東京電力パワーグリッド株式会社 茨城総支社別

館（茨城県水戸市），東京電力パワーグリッド株式会社 常陸

大宮事務所（茨城県常陸大宮市），株式会社日立製作所 電力

システム社日立事業所（茨城県日立市），株式会社日立パワー

ソリューションズ 勝田事業所（茨城県ひたちなか市）を支援

拠点の候補地として定めている。 

原災法 10条に基づく通報の判断基準に該当する事象が発生

した場合，本店対策本部長は，原子力事業所災害対策の実施を

支援するための発電所周辺の拠点として支援拠点の設置を指示

し，支援拠点の適任者を指名する。また，本店対策本部長は，

外部支援計画を策定して支援拠点の責任者に実行を指示すると

ともに，発電所の災害対応状況，要員及び資機材の確保状況等

を踏まえて，効果的な支援ができるように適宜見直しを行う。 

支援拠点の責任者は，外部支援計画に基づき，また，災害対

応状況等を踏まえながら，支援拠点の設置場所及び活動場所

を，放射性物質が放出された場合の影響，周囲の道路状況等を

踏まえた上で決定し，発電所，本店（東京）及び関係機関と連

携をして，発電所における災害対策活動の支援を実施する。第

1.0.4－3図に防災組織全体図を，第 1.0.4－4図に支援拠点の

体制図を示す。 

また，支援拠点で使用する主な原子力関連資機材は地域共生

部 茨城事務所等にて確保しており，定期的に保守点検を行

い，常に使用可能な状態に整備している。第 1.0.4－9表に原

子力事業所災害対策支援拠点における必要な資機材，通信機器

の整備状況等を示す。 

5. 原子力事業所災害対策支援拠点

東京電力福島第一原子力発電所の事故において，発電所外か

らの支援に係る対応拠点としてＪヴィレッジを活用したことを

踏まえ，島根原子力発電所においても同様な機能を配置する候

補地点をあらかじめ選定し，必要な要員及び資機材を確保す

る。候補地点の選定に当たっては，重大事故等時における風向

及び放射性物質の拡散範囲等を考慮し，島根原子力発電所から

の方位，距離（約 20km圏内外）が異なる地点を複数選定す

る。 

別紙１の第１図に，支援拠点の候補地を記した地図を示す。

島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画においては，島根

支社（島根県松江市），中国電力ネットワーク株式会社 知井

宮変電所（島根県出雲市），広瀬中央公園（島根県安来市）を

支援拠点の候補地として定めている。 

第２図に防災組織全体図を，第３図に支援拠点の体制図を示

す。 

原災法第 10条に基づく通報の判断基準に該当する事象が発

生した場合，社長は，原子力事業所災害対策の実施を支援する

ための発電所周辺の拠点として支援拠点の設置を指示する。支

援拠点の責任者は，原子力災害の進展状況等を踏まえながら支

援活動の準備を実施する。 

支援拠点の設置場所及び活動場所を，放射性物質が放出され

た場合の影響，周囲の道路状況等を踏まえたうえで決定し，発

電所，本社や関係機関と連携をして，発電所における災害対策

活動の支援を実施する。 

また，支援拠点で使用する主な原子力関連資機材は本社等に

確保しており，定期的に保守点検を行い，常に使用可能な状態

に整備している。（第７表） 
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なお，資機材の消耗品については，初動 7 日間の対応を可

能とする量であり，8 日目以降は，原子力事業者間協力協定に

基づく支援物資及び外部からの購入品等で対応する計画として

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，資機材の消耗については，発電所内であらかじめ用意

された資機材により，事故発生後 7日間は事故収束対応が維持

でき，また，事象発生後 6日間までに外部から支援を受けられ

る計画としている。 

なお，資機材の消耗品については，初動７日間の対応を可能

とする量であり，８日目以降は，原子力事業者間協力協定に基

づく支援物資及び外部からの購入品等で対応する計画としてい

る。 
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第 1 表 発電所構内に確保している燃料 

（事象発生後 7 日間の対応） 

 

プラント状況：6 号及び 7 号炉運転中。 1～5 号炉停止中。 

事象：高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱は 6 号及び 7 

号炉を想定。 

 

なお，全プラントで外部電源喪失が発生することとし，5 号炉

原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備等，プラントに関連

しない設備も対象とする。 

 

 

 

第 1.0.4－1 表 発電所構内に保有する燃料 

（事象発生後 7日間の対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１表 発電所構内に確保している燃料 

（事象発生後７日間の対応） 

 

プラント状況：２号炉運転中，１号炉廃止措置中，３号炉初装荷

燃料装荷前。 

事象：ＬＯＣＡ時注水機能喪失は２号炉を想定。 

 

なお，全プラントで外部電源喪失が発生することとし，緊急時

対策所用可搬型電源設備等，プラントに関連しない設備も対象と

する。 
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第 2 表 放射線防護資機材等 

○防護具

第 1.0.4－2 表 放射線防護資機材等（緊急時対策所建屋） 

○放射線防護具類

第２表 放射線管理用資機材品名と配備数 

○防護具
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・1.5 倍の妥当性の確認について 

【5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所】 

第 2 次緊急時態勢時（1 日目），1～7 号炉対応の要員は緊

急時対策要員 164 名＋自衛消防隊 10 名であり，機能班要員 84

名，現場要員 80 名及び自衛消防隊 10 名で構成されている。

このうち，本部要員は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所を陽

圧化することにより，防護具類を着用する必要がないが，全要

員は 12 時間に 1 回交替するため，2 回の交替分を考慮する。

また，現場要員 80 名は，1 日に 6 回現場に行くことを想定す

る。自衛消防隊は火災現場には消防服で出向し，防護具類を着

用する必要がないため考慮しない。 

 

 

 

プルーム通過以降（2 日目以降），1～7 号炉対応の要員は

緊急時対策要員 111 名＋5 号炉運転員 8 名であり，機能班要

員 54 名，現場要員 57 名及び 5 号炉運転員 8 名で構成されて

いる。このうち，本部要員は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所を陽圧化することにより，防護具類を着用する必要がない

が，全要員は 7 日目以降に 1 回交替するため，1 回の交替分

を考慮する。また，現場要員は 1 日に 2 回現場に行くことを

想定する。自衛消防隊は火災現場には消防服で出向し，防護具

類を着用する必要がないため考慮しない。 

174 名×2 交替＋80 名×6 回＋119 名＋65 名×2 回×6 日

＝1,727 着＜1,890 着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・放射線防護具類の配備数の妥当性の確認について 

【緊急時対策所建屋】 

全体体制（1日目），東海第二発電所の緊急時対策要員数は

111名であり，緊急時対策所の災害対策本部本部員及び各作業

班要員48名，現場要員55名（うち自衛消防隊11名を含む。）及

び発電所外での活動を行うオフサイトセンターへの派遣要員8

名で構成されている。このうち，現場要員から自衛消防隊員を

除いた44名は，1日に4回現場に行くことを想定する。また，全

要員は，12時間に1回交替することを想定する。  

 

 

 

 

 

プルーム通過以降（2日目以降）について，現場要員から自

衛消防隊員を除いた44名は，1日に2回現場に行くことを想定す

る。なお，交替時の放射線防護具類については，交替要員が発

電所外から発電所に向かう際（往路）に，発電所外へ移動する

（復路）分の防護具類を持参し，原則緊急時対策所建屋内の防

護具類は使用しないため考慮しない。 

タイベック等（帽子，綿手袋）の配備数は，以下のとおり，

上記を踏まえ算出した必要数を上回っており妥当である。 

44名×4回＋111名×2交替＋44名×2回×6日＝926 ＜ 1,166 

 靴下及びゴム手袋は二重にして使用し，チャコールフィル

タは2個装着して使用する。靴下等の配備数は，以下のとお

り，必要数を上回っており妥当である。 

 (44名×4回＋111名×2交替＋44名×2回×6日)×2＝1,852 

＜ 2,332 

 全面マスクは，再使用するため，必要数は交替を考慮して

222個（要員数分×2倍）であり，配備数（333個）は必要数を

上回っており妥当である。 

 アノラック，長靴，胴長靴，高線量対応防護具服（遮蔽ベ

スト），自給式呼吸用保護具及びバックパックの配備数は，そ

れぞれ想定する使用者数を上回るよう設定しており妥当である

（※10～14参照）。 

 

 

 

・1.5倍の妥当性の確認について 

【緊急時対策所】 

全体体制時（１日目），１号及び２号炉対応の要員は緊急時

対策要員 92名（運転員９名を除く。）であり，本部要員 49

名，現場要員 28名及び自衛消防隊 15名で構成されている。こ

のうち，本部要員は，緊急時対策所を正圧化することにより，

防護具類を着用する必要がないが，全要員は 12時間を目途に

１回交替するため，２回の交替分を考慮する。また，現場要員

28名は，１日に６回現場に行くことを想定する。自衛消防隊

は火災現場には消防服で出向し，防護具類を着用する必要がな

いため考慮しない。 

 

 

 

プルーム通過以降（２日目以降），１号及び２号炉対応の要

員は緊急時対策要員 60名（運転員９名を除く。）であり，本

部要員 46名及び現場要員 14名で構成されている。このうち，

本部要員は，緊急時対策所を正圧化することにより，防護具類

を着用する必要がないが，全要員は７日目以降に１回交替する

ため，１回の交替分を考慮する。また，現場要員は１日に２回

現場に行くことを想定する。自衛消防隊は火災現場には消防服

で出向し，防護具類を着用する必要がないため考慮しない。 

92名×２交替＋28名×６回＋60名＋14名×２回×６日＝

580着＜1,050着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 想定する現場作業時

間の相違（１勤務（12

時間）のうちに４時間

に１回現場に行くこと

を想定） 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は交替要

員分の防護具類も緊対

所に配備している 
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【中央制御室】 

要員数 18 名は，運転員（中央制御室）7 名と運転員（現

場）11 名で構成されている。運転員は 2 交替を考慮し，交替

時の 1 回着用を想定する。また，運転員（現場）は，1 日に 1 

回現場に行くことを想定している。 

18 名×1 回×2 交替×7 日＋11 名×1 回×2 交替×7 日＝

406 着＜420 着 

 

上記想定により，重大事故等時に，交替等で中央制御室に複

数の班がいる場合を考慮しても，初動対応として十分な数量を

確保している。 

なお，いずれの場合も防護具類が不足する場合は，構内から

適宜運搬することにより補充する。 

 

 

 

 

○計測器（被ばく管理，汚染管理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○放射線計測器（被ばく管理・汚染管理） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

【中央制御室】 

要員数９名は，運転員（中央制御室）５名と運転員（現場）４

名で構成されている。このうち，運転員（中央制御室）は，中央

制御室内を正圧化することにより，防護具類を着用する必要がな

い。ただし運転員は２交替を考慮し，交替時の１回着用を想定す

る。また，運転員（現場）は，１日に１回現場に行くことを想定

している。 

９名×１回×２交替×７日＋４名×１回×２交替×７日＝182

着＜210着 

 

上記想定により，重大事故等時に，交替等で中央制御室に複数

の班がいる場合を考慮しても，初動対応として十分な数量を確保

している。 

なお，いずれの場合も防護具類が不足する場合は，構内より適

宜運搬することにより補充する。 

 

 

○計測器（被ばく管理，汚染管理） 
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○飲食料等 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○薬品防護具類 
 

 
 

○飲食料等 

 

※１：プルーム通過中に緊急時対策所から退出する必要がないように，余裕数を見込んで７日分以上の食料及び飲料水を 

緊急時対策本部に配備する。 

※２：プルーム通過中に緊急時対策所又は中央制御室待機所から退出する必要がないよう，また，本設のトイレが使用で 

きない場合に備え，簡易トイレを配備する。 

※３：初日に２錠，２日目以降は１錠／日服用する。 

※４：100名（１号及び２号炉対応の緊急時対策要員77名＋自衛消防隊15名＋余裕，以下同様）×７日×３食 

※５：100名×７日×２本（1.5リットル／本） 

※６：100名×８錠（初日２錠＋２日目以降１錠／日×６日） 

※７：10名（１号及び２号運転員９名＋余裕，以下同様）×７日×３食 

※８：10名×７日×２本 

※９：10名×８錠（初日２錠＋２日目以降１錠／日×６日）×２交替 

※10：予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う。） 

 

 

 

○薬品防護具類 
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第 3 表 チェンジングエリア用資機材 第1.0.4－3表 チェンジングエリア用資機材（緊急時対策所） 

○チェンジングエリア用資機材

第３表 チェンジングエリア用資機材 
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第 4 表 その他資機材等（5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 

 

 

 

 

※1：予備を含む。 

 

第 1.0.4－4表 その他資機材等（緊急時対策所） 

○緊急時対策所 

 

第４表 その他資機材等（緊急時対策所） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 機器仕様の相違 
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第 5 表 原子力災害対策活動で使用する資料 

（5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 

 

 

第 1.0.4－5表 原子力災害対策活動で使用する資料 

（緊急時対策所） 

 

第５表 原子力災害対策活動で使用する資料 

（緊急時対策所） 
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第 6 表 原子力事業者間協力協定に基づき貸与される 

原子力防災資機材 

 

原子力災害が発生した場合，又は発生するおそれがある場合

には，発災事業者からの要請に基づき，必要数量が貸与され

る。 

第 1.0.4－8表 事業者間協力協定に基づき貸与される 

原子力防災資機材 

 

 

 

原子力災害が発生した場合，又は発生するおそれがある場合に

は，発災事業者からの要請に基づき，必要数量が貸与される。 

第６表 原子力事業者間協力協定に基づき貸与される 

原子力防災資機材 

 
 

原子力災害が発生した場合，又は発生するおそれがある場合

には，発災事業者からの要請に基づき，必要数量が貸与され

る。 
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 第 1.0.4－6表 放射線防護資機材等（中央制御室） 

○放射線防護具類 

 

 
・放射線防護具類の配備数の妥当性の確認について 

【中央制御室】 

 中央制御室には初動対応に必要な数量を配備することとし，初

動対応以降は交替要員が中央制御室に向かう際に，緊急時対策所

建屋より防護具類を持参することで対応する。 

中央制御室の要員数は11名であり，当直（運転員）等（中央制

御室）4名と当直（運転員）（現場）3名，情報班員1名，重大事
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故等対対応要員3名で構成されている。このうち，当直（運転

員）等（現場）は，1回現場に行くことを想定する。また，全要

員の交替時の防護具類を考慮する。 

タイベック等（帽子，綿手袋）の配備数は，以下のとおり，上

記を踏まえ算出した必要数を上回っており妥当である。 

11名×1回（交替時）＋3名×1回（現場）＝14 ＜ 17 

 靴下及びゴム手袋は二重にして使用し，チャコールフィルタは

2個装着して使用する。靴下等の配備数は，以下のとおり，必要

数を上回っており妥当である。 

（11名×1回（交替時）＋3名×1回（現場））×2倍＝28 ＜ 34 

全面マスク及びバックパックは，再使用するため，必要数は11

個であり，配備数（17個）は必要数を上回っており妥当である。 

長靴，胴長靴及び自給式呼吸用保護具は，それぞれ想定する使

用者数を上回るよう設定しており妥当である（※23，24参照）。 

 

○放射線計測器（被ばく管理・汚染管理） 
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○薬品防護具類 

 

 

○飲食料等 
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 第 1.0.4－7表 チェンジングエリア用資機材 

（中央制御室） 

 

○チェンジングエリア用資機材 

 

○その他 
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第 7 表 原子力事業所災害対策支援拠点における必要な 

資機材，通信連絡設備の整備状況等 

原子力事業所災害対策支援拠点に配備する原子力防災関連資

機材は以下のとおり。通常は，保管場所に記載されている箇所

で保管しているが，原子力事業所災害対策支援拠点を開設する

際，持ち込むこととしている。 

○通信連絡設備

○計測器

○出入管理

○防護具

第1.0.4－9表 原子力事業所災害対策支援拠点における必要な 

資機材，通信機器の整備状況等 

原子力事業所災害対策支援拠点に配備する原子力防災関連資機

材は以下のとおり。通常は，保管場所に記載されている箇所で保

管しているが，原子力事業所災害対策支援拠点を開設する際，搬

入することとしている。 

○非常用通信機器

○計測器類

○出入管理

○放射線障害防護用器具

○非常用電源

第７表 原子力事業所災害対策支援拠点における必要な 

資機材，通信連絡設備の整備状況等 

原子力事業所災害対策支援拠点に配備する原子力防災関連資

機材は以下のとおり。通常は，保管場所に記載されている箇所

で保管しているが，原子力事業所災害対策支援拠点を開設する

際，持ち込むこととしている。 

○通信連絡設備

資機材 数量 保管場所 

保安電話（災害時優先） ５台 本社 

可搬型衛星通信機器 

（電話，ＦＡＸ） 

１局 中国電力ネットワーク 

株式会社 

山陰電力所 

○計測器

資機材 数量 保管場所 

表面汚染密度測定用サーベ

イ・メータ
12台 本社 

ガンマ線測定用サーベイ・メ

ータ 
４台 本社 

個人用外部被ばく線量測定器 270台 本社 

○出入管理

資機材 数量 保管場所 

入構管理証発行用機材 ２式 本社 

作業者証発行用機材 ２式 本社 

○防護具

資機材 数量 保管場所 

汚染防護服 1,800着 宇品東ビル 

フィルタ付防護マスク 450個 宇品東ビル 
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○その他 ○その他資機材

第1.0.4－1 図 飛行場外離着陸場の位置 

○その他

資機材 数量 保管場所 

安定よう素剤 3,240錠 宇品東ビル 

可搬式発電機 ２台 宇品東ビル 

第１図 飛行場外離着陸場の位置 
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第 1 図 重大事故等時における発電所外からの支援体制 

 

第 1.0.4－2 図 原子力災害発生時における発電所外からの支援

体制 

 

 

第２図 重大事故等時における発電所外からの支援体制 
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第 2 図 防災組織全体図 

 

第 1.0.4－3 図 防災組織全体図 

 

 

第３図 防災組織全体図 
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第 3 図 原子力事業所災害対策支援拠点 体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.0.4－4 図 原子力事業所災害対策支援拠点 体制図 

 

 

 

 

 

 

第４図 原子力事業所災害対策支援拠点 体制図 

  緊急時対策総本部
支援班長

支援拠点設営

資機材調達・輸送

入退域管理

情報収集・連絡

スクリーニング・除染
放射線管理教育

テント，衛星通信設備，電源設備，スクリーニン
グ・除染場の設置 等

警戒区域立入者の装備確認，入退域処理，及び線
量管理 等

（支援拠点における主要業務） （内容）

災害復旧用資機材，食料の調達，及び発電所への
輸送 等

発電所周辺の道路状況の確認，及び総本部との通
信連絡 等

警戒区域立入者や車両のスクリーニング，及び除
染の実施，放射線業務従事者指定教育の実施 等

支援拠点対応要員（支援班等により構成）

支援拠点指揮者
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別紙 1 

プラントメーカ及び協力会社からの支援に関する合意文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図 プラントメーカ（A 社）との覚書（1/3） 

第 1 図 プラントメーカ（A 社）との覚書（2/3） 

第 1 図 プラントメーカ（A 社）との覚書（3/3） 

第 2 図 プラントメーカ（B 社）との覚書（1/3） 

第 2 図 プラントメーカ（B 社）との覚書（2/3） 

第 2 図 プラントメーカ（B 社）との覚書（3/3） 

第 3 図 協力会社（C 社）との覚書 

第 4 図 協力会社（D 社）との覚書 

第 5 図 協力会社（E 社）との覚書 

第 6 図 協力会社（F 社）との覚書 

第 7 図 協力会社（G 社）との覚書 

第 8 図 協力会社（H 社）との覚書 

第 9 図 協力会社（I 社）との覚書 

第 10 図 協力会社（J 社）への業務仕様書及び請書（抜粋） 

（1/6） 

 

   

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

契約に関する内容の

ため，合意文書は添付

していない 
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第 10 図 協力会社（J 社）への業務仕様書及び請書（抜粋） 

（2/6） 

第 10 図 協力会社（J 社）への業務仕様書及び請書（抜粋） 

（3/6） 

第 10 図 協力会社（J 社）への業務仕様書及び請書（抜粋） 

（4/6） 

第 10 図 協力会社（J 社）への業務仕様書及び請書（抜粋） 

（5/6） 

第 10 図 協力会社（J 社）への業務仕様書及び請書（抜粋） 

（6/6） 

第 11 図 協力会社（K 社）との覚書 

第 12 図 協力会社（L 社）との覚書 

第 13 図 協力会社（M 社）との覚書及び契約書（抜粋） 

（1/2） 

第 13 図 協力会社（M 社）との覚書及び契約書（抜粋） 

（2/2） 

第 14 図 協力会社（N 社）との覚書 

第 15 図 協力会社（O 社）との覚書 

第 16 図 協力会社（P 社）との覚書 

第 17 図 協力会社（Q 社）との覚書 

第 18 図 協力会社（R 社）との契約書（抜粋） 
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別紙 2 

原子力事業所災害対策支援拠点について 

柏崎エネルギーホール 

信濃川電力所 

当間高原リゾート（休憩・仮泊，資機材置き場機能のみ） 

第 1 図 原子力事業所及び原子力事業所災害対策支援拠点の位置 

別紙１ 

原子力事業所災害対策支援拠点について 

１． 日本原子力発電（株）地域共生部 茨城事務所 

２． 東京電力パワーグリッド（株）茨城総支社 日立事務所 

別館 

３． 東京電力パワーグリッド（株）茨城総支社 別館 

４． 東京電力パワーグリッド（株）茨城総支社 常陸大宮事務

所 

５．（株）日立製作所 電力システム社日立事業所 

６．（株）日立パワーソリューションズ 勝田事業所 

別紙１ 

原子力事業所災害対策支援拠点について 

島根支社 

中国電力ネットワーク株式会社 知井宮変電所 

広瀬中央公園 

第１図 原子力事業所及び原子力事業所災害対策支援拠点の位置 
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図 原子力事業所及び原子力事業所災害対策支援拠点の位置 
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まとめ資料比較表〔技術的能力 1.0.5 重大事故等への対応に係る文書体系〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

添付資料 1.0.5 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 

 

重大事故等への対応に係る文書体系 

添付資料 1.0.5 

 

東海第二発電所 

 

重大事故等への対応に係る文書体系 

 

添付資料 1.0.5 

 

島根原子力発電所２号炉 

 

重大事故等への対応に係る文書体系 

 

＜ 目  次 ＞ 

 

１．重大事故等への対応に係る文書体系..............1.0.5-1 

 

第１表 実用炉規則各条文と保安規定各条文に対する手順の関

係........................................1.0.5-3 

第１図 品質マネジメントシステム文書体系図（重大事故等発生

時等に係る文書）..........................1.0.5-4 

 

＜目   次＞ 

 

１．重大事故等への対応に係る文書体系.............1.0.5－1 

 

第 1.0.5－1表 実用炉規則各条文と保安規定各条文に対する手

順の関係.........................1.0.5－4 

第 1.0.5－1 図 品質マネジメントシステム文書体系図（重大事

故等発生時等に係る文書）.........1.0.5－5 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1. 重大事故等への対応に係る文書体系..............1.0.5-1 

 

第１表 実用炉規則各条文と保安規定各条文に対する手順の関

係.........................................1.0.5-3 

第１図 品質マネジメントシステム文書体系図（重大事故等発生

時等に係る文書）...........................1.0.5-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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１．重大事故等への対応に係る文書体系 

実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（以下，「実

用炉規則」という。）第 92条（保安規定）において，重大事故

等発生時及び大規模損壊発生時（以下，「重大事故等発生時等」

という。）における原子炉施設の保全のための活動を行う体制

の整備について保安規定に定めることを要求されていることか

ら，柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定（以下，「保安

規定」という。）第 108条の 3（重大事故等発生時における原

子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備）及び第 108条

の 4（大規模損壊時における原子炉施設の保全のための活動を

行う体制の整備）に以下の内容を新たに規定することとしてい

る。 

・重大事故等発生時等における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な要員の配置 

・重大事故等発生時等における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な要員に対する毎年 1回以上の教育及び

訓練 

・重大事故等発生時等における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な電源車，消防自動車，消火ホース及びそ

の他の資機材の配備 

・重大事故等発生時等における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な事項（炉心の著しい損傷を防止するため

の対策に関すること，原子炉格納容器の破損を防止するため

の対策に関すること，使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する燃料体

の損傷を防止するための対策に関すること，原子炉停止時に

おける燃料体の損傷を防止するための対策に関すること，大

規模な火災が発生した場合における消火活動に関すること，

炉心の損傷を緩和するための対策に関すること，原子炉格納

容器の破損を緩和するための対策に関すること，使用済燃料

プールの水位を確保するための対策及び燃料の損傷を緩和す

るための対策に関すること，放射性物質の放出を低減するた

めの対策に関すること） 

当該条文に対する具体的な規定内容については，下部規定（二

次文書，三次文書）に以下のとおり展開し，実効的な手順構成

となるよう整備している。手順書は，通常時からプラントを運

転監視している運転員が事故収束のために用いる手順書と，緊

急時対策要員が使用する手順書の二種類に整理している。 

運転員が使用する手順書は，保安規定第 14条（マニュアルの

１．重大事故等への対応に係る文書体系 

実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（以下「実用

炉規則」という。）第９２条（保安規定）において，重大事故

等発生時及び大規模損壊発生時（以下「重大事故等発生時等」

という。）における原子炉施設の保全のための活動を行う体制

の整備について保安規定に定めることを要求されていることか

ら，東海第二発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」と

いう。）第１７条の５（重大事故等発生時における原子炉施設

の保全のための活動を行う体制の整備）及び第１７条の６（大

規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う

体制の整備）に，以下の内容を新たに規定することとしている。 

 

・重大事故等発生時等における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な要員の配置 

・重大事故等発生時等における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な要員に対する毎年 1回以上の教育及び訓

練 

・重大事故等発生時等における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な資機材の配備 

 

・重大事故等発生時等における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な事項（炉心の著しい損傷を防止するため

の対策に関すること，原子炉格納容器の破損を防止するため

の対策に関すること，使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する燃料体

の損傷を防止するための対策に関すること，原子炉停止時に

おける燃料体の損傷を防止するための対策に関すること，大

規模な火災が発生した場合における消火活動に関すること，

炉心の損傷を緩和するための対策に関すること，原子炉格納

容器の破損を緩和するための対策に関すること，使用済燃料

プールの水位を確保するための対策及び燃料の損傷を緩和

するための対策に関すること，放射性物質の放出を低減する

ための対策に関すること） 

当該条文に対する具体的な規定内容については，下部規程（二

次文書，三次文書）に以下のとおり展開し，実効的な手順構成

となるよう整備している。手順書は，通常時からプラントを運

転監視している当直（運転員）が事故収束のために用いる手順

書と，災害対策本部が使用する手順書の二種類に整理している。 

当直（運転員）が使用する手順書は，保安規定第１４条(手順

1. 重大事故等への対応に係る文書体系 

実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（以下「実用

炉規則」という。）第 92条（保安規定）において，重大事故等

発生時及び大規模損壊発生時（以下「重大事故等発生時等」と

いう。）における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整

備について保安規定に定めることを要求されていることから，

島根原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」とい

う。）第 17条の６（重大事故等発生時における原子炉施設の保

全のための活動を行う体制の整備）及び第 17条の７（大規模損

壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の

整備）に，以下の内容を新たに規定することとしている。 

 

・重大事故等発生時等における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な要員の配置 

・重大事故等発生時等における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な要員に対する毎年１回以上の教育及び訓

練 

・重大事故等発生時等における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な電源車，送水車，ホース及びその他の資

機材の配備 

・重大事故等発生時等における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な事項（炉心の著しい損傷を防止するため

の対策に関すること，原子炉格納容器の破損を防止するため

の対策に関すること，使用済燃料貯蔵設備（燃料プール）に

貯蔵する燃料体の損傷を防止するための対策に関すること，

原子炉停止時における燃料体の損傷を防止するための対策に

関すること，大規模な火災が発生した場合における消火活動

に関すること，炉心の損傷を緩和するための対策に関するこ

と，原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関するこ

と，燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料の損傷

を緩和するための対策に関すること，放射性物質の放出を低

減するための対策に関すること） 

当該条文に対する具体的な規定内容については，下部規程（二

次文書，三次文書）に以下のとおり展開し，実効的な手順構成

となるよう整備している。手順書は，通常時からプラントを運

転監視している運転員が事故収束のために用いる手順書と，緊

急時対策要員が使用する手順書の二種類に整理している。 

運転員が使用する手順書は，保安規定第 14条（規定類の作成）
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作成）に基づき「警報発生時操作手順書」，「事故時運転操作

手順書（事象ベース）」，「事故時運転操作手順書（徴候ベー

ス）」，「事故時運転操作手順書（停止時徴候ベース）」及び

「AM設備別操作手順書」，保安規定第 110条（原子力防災資機

材等）に基づき「事故時運転操作手順書（シビアアクシデント）」

を作成し，それぞれ具体的な対応を定めている。これらは，第

1図に示すとおり二次文書である「運転管理基本マニュアル」

（基本マニュアル）及び「運転操作マニュアル」（業務マニュ

アル）に繋がる三次文書として整理している。 

また，緊急時対策要員が使用する手順書は，保安規定第 9 章 

緊急時の措置 第 1節通則（第 108条～第 117条）に基づく二次

文書「原子力災害対策基本マニュアル」（基本マニュアル）及

び「原子力災害応急対策・事後対策マニュアル」（業務マニュ

アル）に繋がる三次文書として，「緊急時対策本部運営要領」，

「アクシデントマネジメントの手引き」及び「多様なハザード

対応手順」を定めている。 

 

 

 

なお，上記運転員及び緊急時対策要員が必要な力量を確保す

るために，「教育及び訓練基本マニュアル」（基本マニュアル）

及び「保安教育マニュアル」（業務マニュアル）に必要な措置

を定めている。 

実用炉規則各条文と保安規定各条文に対する手順の関係を第

1 表に示す。また，第 1 表に示す重大事故等発生時等に係る社

内規程類に関する二次及び三次文書の体系を第 1図に示す。 

の作成)に基づき「警報処置手順書」，「非常時運転手順書（事象

ベース）」，「非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）」，「非常時運転

手順書Ⅱ（停止時徴候ベース）」及び「ＡＭ設備別操作手順書」，

保安規定第１１０条（原子力防災資機材等）に基づき「非常時

運転手順書Ⅲ（シビアアクシデント）」を作成し，それぞれ具体

的な対応を定めている。これらは，第 1.0.5－1図に示すとおり

二次文書である「運転管理業務要項」に繋がる三次文書として

整理している。 

 

また，災害対策本部が使用する手順書は，保安規定第９章非

常時の措置（第１０８条～第ｌｌ７条）に基づく二次文書「原

子力災害対策業務要項」に繋がる三次文書として，「災害対策要

領」，「アクシデントマネジメントガイド」及び「重大事故等対

策要領」を定める。 

 

 

なお，当直（運転員）が使用する手順書と災害対策本部が使

用する手順書は，使用目的によっては，相互の手順の完遂によ

り機能を達成する場合があり，相互の手順書は関連付けされる。 

上記，当直（運転員）及び災害対策本部の要員が必要な力量

を確保するために，二次文書「力量設定管理要項」及び三次文

書「教育・訓練計画手順書」，「原子炉施設保安教育手順書」に

必要な措置を定める。 

実用炉規則各条文と保安規定各条文に対する手順の関係を第

1.0.5-1表に示す。また，第 1.0.5－1表に示す重大事故等発生

時等に係る社内規程類に関する二次文書及び三次文書の体系を

第 1.0.5－1図に示す。 

 

 

に基づき「設備別運転要領書 別冊 警報発生時の措置」，「事

故時操作要領書（事象ベース）」，「事故時操作要領書（徴候

ベース）」及び「ＡＭ設備別操作要領書」，保安規定第 110条

（原子力防災資機材等の整備）に基づき「事故時操作要領書（シ

ビアアクシデント）」を作成し，それぞれ具体的な対応を定めて

いる。これらは，第１図に示すとおり二次文書である「運転管

理要領」に繋がる三次文書として整理している。 

 

 

また，緊急時対策要員が使用する手順書は，保安規定第９章 

緊急時の措置（第 108条～第 117条）に基づく二次文書「緊急

時の措置要領」に繋がる三次文書として，「事故時操作要領書

（ＡＭガイドライン）」，「緊急時対策本部対応手順書」，「原

子力災害対策手順書」及び「緊急時対策所運用手順書」を定め

ている。 

 

なお，運転員が使用する手順書と緊急時対策要員が使用する

手順書は，使用目的によっては，相互の手順の完遂により機能

を達成する場合があり，相互の手順書は関連付けされる。 

上記，運転員及び緊急時対策要員が必要な力量を確保するた

めに，二次文書「力量および教育訓練基本要領」に繋がる三次

文書「緊急時対応教育訓練手順書」及び「緊急時対応力量管理

手順書」に必要な措置を定めている。 

実用炉規則各条文と保安規定各条文に対する手順の関係を第

１表に示す。また，第１表に示す重大事故等発生時等に係る社

内規程類に関する二次及び三次文書の体系を第１図に示す。 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，停止時

徴候ベースの内容を事

故時操作要領書（徴候ベ

ース）に合わせて記載し

制定 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 
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・プラントの相違に伴う

文書体系の相違 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，停止時

徴候ベースの内容を事

故時操作要領書（徴候ベ

ース）に合わせて記載し

制定 
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まとめ資料比較表 〔技術的能力 1.0.6 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要について〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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添付資料1.0.6 

柏崎刈羽原子力発電所6 号及び7 号炉 

重大事故等対応に係る手順書の構成と概要について 

目 次 

1．手順書の体系について  ........................... 1.0.6-1 

2．各種手順書の概要について ........................ 1.0.6-1 

2.1 運転操作手順書 ................................ 1.0.6-1 

(1)警報発生時操作手順書 .......................... 1.0.6-1 

(2)事故時運転操作手順書（事象ベース）............... 1.0.6-2 

(3)事故時運転操作手順書（徴候ベース）............... 1.0.6-3 

(4)事故時運転操作手順書（シビアアクシデント）....... 1.0.6-4 

(5)事故時運転操作手順書（停止時徴候ベース）......... 1.0.6-4 

(6)AM 設備別操作手順書 ........................... 1.0.6-5 

2.2 緊急時対策本部用手順書 ........................ 1.0.6-6 

(1)緊急時対策本部運営要領 ........................ 1.0.6-6 

(2)アクシデントマネジメントの手引き .............. 1.0.6-7 

(3)多様なハザード対応手順 ........................ 1.0.6-7 

2.3 各種手順書の判断者・操作者の明確化 ............. 1.0.6-8 

(1)判断者の明確化................................. 1.0.6-8 

(2)操作者の明確化................................. 1.0.6-8 

3．各種手順書の間のつながり，移行基準について....... 1.0.6-8 

(1)警報発生時操作手順書からほかの事故手順書への移行 1.0.6-8

(2)AOP から EOP への移行 .......................... 1.0.6-9 

(3)EOP から SOP への移行 .......................... 1.0.6-9 

(4)AM 設備別操作手順書の使用 ..................... 1.0.6-9 

(5)緊急時対策本部用手順書の導入 ................. 1.0.6-10 

4．運転員の対応操作の流れについて ................. 1.0.6-10 

添付資料1.0.6 

東海第二発電所 

重大事故等対策に係る手順書の構成と概要について 

目   次 

1. 手順書の体系について..........................1.0.6－1 

2. 手順書の概要について..........................1.0.6－1 

2.1 運転手順書...................................1.0.6－2 

(1) 警報処置手順書..............................1.0.6－2 

(2) 非常時運転手順書（事象ベ－ス）..............1.0.6－2 

(3) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベ－ス）............1.0.6－3 

(5) 非常時運転手順書Ⅲ（シビアアクシデント）....1.0.6－6 

(4) 非常時運転手順書Ⅱ（停止時徴候ベ－ス）......1.0.6－5 

(6) ＡＭ設備別操作手順書........................1.0.6－8 

2.2 災害対策本部手順書...........................1.0.6－8 

(1) 災害対策要領................................1.0.6－8 

(2) アクシデントマネジメントガイド..............1.0.6－8 

(3) 重大事故等対策要領..........................1.0.6－9 

2.3 運転手順書の判断者・操作者の明確化..........1.0.6－10 

(1) 判断者の明確化.............................1.0.6－10 

(2) 操作者の明確化.............................1.0.6－10 

3. 運転手順書間のつながり，移行基準について.....1.0.6－10 

(1) 警報処置手順書から他の運転手順書への移行...1.0.6－11

(2) 非常時運転手順書（事象ベ－ス）から他の運転手順書への

移行.......................................1.0.6－11 

(3) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベ－ス）から他の運転手順書へ

の移行.....................................1.0.6－12 

(4) 災害対策要領の導入.........................1.0.6－12 

4. 当直（運転員）の対応操作の原則と流れについて.1.0.6－12

添付資料 1.0.6 

島根原子力発電所２号炉 

重大事故等対応に係る手順書の構成と概要について 

＜ 目 次 ＞ 

1. 手順書の体系について ......................... 1.0.6-1 

2. 各種手順書の概要について ..................... 1.0.6-1 

2.1 運転操作手順書 .............................. 1.0.6-2 

(1) 設備別運転要領書 別冊 警報発生時の措置 ... 1.0.6-2

(2) 事故時操作要領書（事象ベース）.............. 1.0.6-2 

(3) 事故時操作要領書（徴候ベース）.............. 1.0.6-2 

(4) 事故時操作要領書（シビアアクシデント）...... 1.0.6-4 

(5) ＡＭ設備別操作要領書........................ 1.0.6-4 

2.2 緊急時対策本部用手順書 ...................... 1.0.6-5 

(1) 緊急時の措置要領 ........................... 1.0.6-5 

(2)  緊急時対策所運用手順書 ..................... 1.0.6-6 

(3) 緊急時対策本部対応手順書.................... 1.0.6-6 

(4) 事故時操作要領書（ＡＭガイドライン）........ 1.0.6-6 

(5) 原子力災害対策手順書 ....................... 1.0.6-6 

2.3 各種手順書の判断者・操作者の明確化 .......... 1.0.6-7 

(1) 判断者の明確化 ............................. 1.0.6-7 

(2) 操作者の明確化 ............................. 1.0.6-7 

3. 各種手順書の間のつながり，移行基準について.... 1.0.6-8 

(1) 設備別運転要領書 別冊 警報発生時の措置からほかの事故

手順書への移行.............................. 1.0.6-8 

(2) ＡＯＰからＥＯＰへの移行 ................... 1.0.6-8 

(3) ＥＯＰからＳＯＰへの移行 ................... 1.0.6-8 

(4) ＡＭ設備別操作要領書の使用 ................. 1.0.6-8 

(5) 緊急時対策本部用手順書の導入 ............... 1.0.6-9 

4. 運転員の対応操作の流れについて ............... 1.0.6-9 

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，停止時

徴候ベースの内容を事

故時操作要領書（徴候ベ

ース）に合わせて記載し

制定（以下，①の相違） 

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，緊急時

対策所における運用及

び対応手順を個別に整

備（以下，②の相違） 
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5．重大事故等時の対応及び手順書の内容について...... 1.0.6-11 

添付１ 炉心損傷の判断基準について 

4.1 対応操作の原則..............................1.0.6－12 

(1) 「止める」の対応...........................1.0.6－12 

(2) 「冷やす」の対応...........................1.0.6－13 

(3) 「閉じ込める」の対応.......................1.0.6－13 

4.2 対応操作の流れ..............................1.0.6－13 

5． 重大事故等時の対応及び手順書の内容について..1.0.6－14 

添付１  炉心損傷開始の判断基準について..........1.0.6－16 

5. 重大事故等時の対応及び手順書の内容について .. 1.0.6-11

添付１ 炉心損傷開始の判断基準について 
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別紙 1 AOP「給水全喪失」対応フロー図 

別紙 2 AOP「給水全喪失」操作等判断基準一覧（7 号炉の例） 

別紙 3 EOP フローチャート 

別紙 4 EOP 目的及び基本的な考え方（7 号炉の例） 

別紙 5 EOP 操作等判断基準一覧（7 号炉の例） 

別紙 6 SOP フローチャート 

別紙 7 SOP 目的及び基本的な考え方（7 号炉の例） 

別紙 8 SOP 操作等判断基準一覧（7 号炉の例） 

 

 

別紙 9 停止時 EOP フローチャート 

別紙 10 停止時 EOP 目的及び基本的な考え方（7 号炉の例） 

別紙 11 停止時 EOP 操作等判断基準一覧（7 号炉の例） 

別紙 12 AM 設備別操作手順書一覧（7 号炉の例） 

別紙 13 緊急時対策本部運営要領と主な機能班ガイド 

別紙 14 多様なハザード対応手順一覧（7 号炉の例） 

別紙 15 EOP，SOP，停止時 EOPフローチャート凡例 

別紙１  ＡＯＰ フロ－チャート 

別紙２  ＡＯＰ 操作等判断基準一覧 

別紙３  ＥＯＰ フロ－チャ－ト 

別紙４  ＥＯＰ 目的及び基本的な考え方 

別紙５  ＥＯＰ 操作等判断基準一覧 

別紙９  ＳＯＰ フロ－チャ－ト 

別紙１０ ＳＯＰ 目的及び基本的な考え方 

別紙１１ ＳＯＰ 操作等判断基準一覧 

 

 

別紙６  停止時ＥＯＰ フロ－チャ－ト 

別紙７  停止時ＥＯＰ 目的及び基本的な考え方 

別紙８  停止時ＥＯＰ 操作等判断基準一覧 

別紙１２ ＡＭ設備別操作手順書一覧 

別紙１３ 重大事故等対策要領概要 

 

別紙１４ ＥＯＰ／ＳＯＰ フロ－チャ－ト凡例 

 

 

別紙１５ 重大事故等対策における作業ごとの想定時間の設定に

ついて 

 

別紙１ ＡＯＰ「全給水喪失」対応フロー図 

 

別紙２ ＥＯＰフローチャート   

別紙３ ＥＯＰ目的及び基本的な考え方 

別紙４ ＥＯＰ操作等判断基準一覧 

別紙５ ＳＯＰフローチャート 

別紙６ ＳＯＰ目的及び基本的な考え方 

別紙７ ＳＯＰ操作等判断基準一覧 

 

 

 

 

 

別紙８ ＡＭ設備別操作要領書一覧 

別紙９ 緊急時対策本部対応手順書と各班の役割 

別紙 10 原子力災害対策手順書一覧 

別紙 11 ＥＯＰ／ＳＯＰフローチャート凡例 

 

 

別紙 12 重大事故等対策における作業ごとの想定時間の設定につ

いて 

 

・手順の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ＡＯＰ

「全給水喪失」の故障想

定は全ての給水，復水ポ

ンプトリップのため，対

応フロー図中に操作等

の判断箇所なし（以下，

③の相違） 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，重大事

故等対策における作業

ごとの想定時間の設定

について記載 
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1． 手順書の体系について 

柏崎刈羽原子力発電所では，プラントに異常が発生した場合

等において，重大事故への進展を防止するため，「警報発生時操

作手順書」，「事故時運転操作手順書（事象ベース）」，「事故時運

転操作手順書（徴候ベース）」及び「事故時運転操作手順書（停

止時徴候ベース）」を整備している。また，重大事故に至る可能

性が高い場合あるいは重大事故に進展した場合に備えて「事故

時運転操作手順書（シビアアクシデント）」，「AM 設備別操作手

順書」，「緊急時対策本部運営要領」，「アクシデントマネジメン

トの手引き」及び「多様なハザード対応手順」を整備する。 

事故発生時における対応手順書の機能体系は第1 図のとお

り。 

 

第1 図 手順書機能体系の概要図 

1. 手順書の体系について 

東海第二発電所では，プラントに異常が発生した場合等にお

いて，重大事故への進展を防止するため，「警報処置手順書」，

「非常時運転手順書（事象ベ－ス）」，「非常時運転手順書Ⅱ

（徴候ベ－ス）」，「非常時運転手順書Ⅱ（停止時徴候ベ－ス）」

及び「ＡＭ設備別操作手順書」を整備している。 

また，重大事故に至る可能性が高い場合あるいは重大事故に

進展した場合に備えて「非常時運転手順書Ⅲ（シビアアクシデ

ント）」，「災害対策要領」，「アクシデントマネジメントガ

イド」及び「重大事故等対策要領」を整備する。 

事故発生時における手順書の機能体系は以下のとおり。 

 

 

 

 

1. 手順書の体系について 

島根原子力発電所では，プラントに異常が発生した場合等に

おいて，重大事故への進展を防止するため，「設備別運転要領書 

別冊 警報発生時の措置」，「事故時操作要領書（事象ベース）」

及び「事故時操作要領書（徴候ベース）」を整備している。また，

重大事故に至る可能性が高い場合あるいは重大事故に進展した

場合に備えて「事故時操作要領書（シビアアクシデント）」，「Ａ

Ｍ設備別操作要領書」，「緊急時対策本部対応手順書」，「緊急時

対策所運用手順書」，「事故時操作要領書（ＡＭガイドライン）」

及び「原子力災害対策手順書」を整備する。 

事故発生時における対応手順書の機能体系は第１図のとお

り。 

 

第 1図 手順書機能体系の概要図 

 

 

 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

2． 各種手順書の概要について 

各種手順書は使用主体に応じて，運転員が使用する手順書（以

下「運転操作手順書」という。）及び緊急時対策要員が使用する

手順書（以下「緊急時対策本部用手順書」という。）に分類して

整備する。 

 

2. 手順書の概要について 

手順書は使用主体に応じて，中央制御室及び現場で当直（運

転員）及び重大事故等対応要員（運転操作対応）が使用する手

順書（以下「運転手順書」という。）及び緊急時対策所及び現

場で災害対策要員（当直（運転員）及び重大事故等対応要員（運

転操作対応）を除く）が使用する手順書（以下「災害対策本部

2. 各種手順書の概要について 

各種手順書は使用主体に応じて，運転員が使用する手順書（以

下「運転操作手順書」という。）及び緊急時対策要員が使用する

手順書（以下「緊急時対策本部用手順書」という。）に分類して

整備する。 
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以下，運転操作手順書及び緊急時対策本部用手順書の概要を

示す。 

手順書」という。）に分類して整備する。 

以下，運転手順書及び災害対策本部手順書の概要を示す。 

 

 

 

以下，運転操作手順書及び緊急時対策本部用手順書の概要を

示す。 

2.1 運転操作手順書 

(1) 警報発生時操作手順書 

 

中央制御室及び現場制御盤に警報が発生した際に，警報発

生原因の除去あるいはプラントを安全な状態に維持するため

に必要な対応操作を定めた手順書。 

中央制御室及び現場制御盤の警報発生時及び警報発生には

至らないが当該警報に関わる徴候が確認された場合に適用す

る。 

警報ごとに対応手順を定めており，手順書に記載している

パラメータの確認や対応処置等を実施することで，故障・事

故の徴候の把握及び事故の収束・拡大防止を図る。 

2.1 運転手順書 

(1) 警報処置手順書 

 

中央制御室及び現場制御盤に警報が発生した際に，警報発

生原因の除去あるいはプラントを安全な状態に維持するため

に必要な対応操作を定めた手順書。 

 

 

 

警報ごとに対応手順を定めており，手順書に記載している

パラメ－タの確認や対応処置等を実施することで，故障・事

故の徴候の把握及び事故の収束・拡大防止を図る。 

2.1 運転操作手順書 

(1) 設備別運転要領書 別冊 警報発生時の措置（以下「警報

発生時の措置」という。） 

中央制御室及び現場制御盤に警報が発生した際に，警報発生

原因の除去あるいはプラントを安全な状態に維持するために

必要な対応操作を定めた手順書。 

中央制御室及び現場制御盤の警報発生時及び警報発生には

至らないが当該警報に関わる徴候が確認された場合に適用す

る。警報ごとに対応手順を定めており，手順書に記載している

パラメータの確認や対応処置等を実施することで，故障・事故

の徴候の把握及び事故の収束・拡大防止を図る。 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

(2) 事故時運転操作手順書（事象ベース）（以下「AOP」という。） 

単一の故障等で発生する可能性のあるあらかじめ想定され

た異常事象又は事故が発生した際に，事故の進展を防止する

ために必要な対応操作を定めた手順書。 

設計基準事故の範囲内の特定された事故ごとの操作内容を

あらかじめ手順化しており，当該手順で対応できると判断し

た場合に使用し，過渡状態が収束するまでの間に適用する。 

 

AOP は，事象ごとに「事故の想定」，「操作のポイント」，「対

応フロー図」及び「対応手順」で構成される。 

(2) 非常時運転手順書（事象ベ－ス） 

単一の故障等で発生する可能性のあるあらかじめ想定され

た異常又は事故が発生した際に，事故の進展を防止するため

に必要な対応操作を定めた手順書。 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故発生時等の主な

事象ごとに対応操作をあらかじめ手順化しており，当該手順

で対応できると判断した場合に使用し，発生事象が収束する

までの間に適用する。 

非常時運転手順書（事象ベ－ス）（以下「ＡＯＰ」という。）

は，事象ごとに事故の想定，操作のポイント，対応フロ－図，

対応手順等で構成される，ＡＯＰには「原子炉スクラム事故」，

「タ－ビン発電機トリップ事故」，「再循環系ポンプトリッ

プ事故」，「冷却材喪失事故」，「ＭＳＩＶ閉による原子炉

隔離事故」，「給復水系故障による原子炉スクラム事故」，

「復水器循環水喪失事故」，「275kV電源喪失事故」等がある。 

ＡＯＰにて事故対応中，多重事故へと進展し想定したＡＯＰ

手順から逸脱する場合には非常時手順書Ⅱ（徴候ベ－ス）に

て対応する。 

 

(2) 事故時操作要領書（事象ベース）（以下「ＡＯＰ」という。） 

単一の故障等で発生する可能性のあるあらかじめ想定され

た異常事象又は事故が発生した際に，事故の進展を防止する

ために必要な対応操作を定めた手順書。 

設計基準事故の範囲内の特定された事故ごとの操作内容を

あらかじめ手順化しており，当該手順で対応できると判断し

た場合に使用し，過渡状態が収束するまでの間に適用する。 

 

ＡＯＰは，事象ごとに「事故の想定」，「操作のポイント」，

「対応フロー図」及び「対応手順」で構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ＡＯＰ

の項目を「ＡＯＰの構

成」に記載 

AOP の一例として，発電用原子炉が運転中に給水ポンプが

トリップし，給水不能となった場合の対応操作を定めた，AOP

「給水全喪失」の対応フロー図及び操作等判断基準一覧を別

ＡＯＰの一例として，「給復水系故障による原子炉スクラ

ム事故」のフロ－チャ－ト及び操作等判断基準一覧を別紙１，

２に示す。 

ＡＯＰの一例として，発電用原子炉が運転中に給水ポンプ

がトリップし，給水不能となった場合の対応操作を定めた，

ＡＯＰ「給水全喪失」の対応フロー図を別紙１に示す。 

 

・手順の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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紙 1,2 に示す。 

（別紙 1,2） 

 

【AOP の構成】 

a.原子炉編 

目的 ：原子炉関連設備の事故対応 

手順書：原子炉スクラム事故，冷却材喪失事故，給水喪失

事故等 

b.タービン・電気編 

目的 ：タービン関連設備，電気関連設備の事故対応 

手順書：タービントリップ事故，発電機トリップ事故，制

御電源喪失事故等 

c.火災編 

目的 ：火災生時の対応 

手順書：各建屋火災事故 

d.溢水編 

目的 ：内部溢水発生時の対応 

手順書：大規模内部溢水，小規模内部溢水等 

e.自然災害編 

目的 ：自然災害発生時の対応 

手順書：大規模地震発生の場合，津波発生の場合等 

 

 

（別紙１，２） 

 

 

（別紙１） 

 

【ＡＯＰの構成】 

ａ．原子炉編 

目的 ：原子炉関連設備の事故対応 

手順書：原子炉スクラム事故，冷却材喪失事故，給水喪

失事故等 

ｂ．タービン・電気編 

目的 ：タービン関連設備，電気関連設備の事故対応 

手順書：タービントリップ事故，発電機トリップ事故，

制御電源喪失事故等 

 

③の相違 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ＡＯＰ

の項目を「ＡＯＰの構

成」に記載 

 

 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，火災，

溢水，自然災害対応手順

は他の手順書に整備 

 

 

 

 

 

(3) 事故時運転操作手順書（徴候ベース）（以下「EOP」という。） 

事故の起因事象を問わず，AOP では対処できない複数の設

備の故障等による異常又は事故が発生した際に，重大事故へ

の進展を防止するために必要な対応操作を定めた手順書。 

AOP が設計基準事故の範囲内の特定された事故ごとの対応

操作を示した手順書であることに対して，EOP は観測される

プラントの徴候（パラメータの変化）に応じた対応操作を示

した手順書であり，設計基準事故に加え設計基準を超えるよ

うな設備の多重故障時等にも適用する。 

 

EOP は，目的に応じて「原子炉制御」，「一次格納容器制御」，

「二次格納容器制御」，「不測事態」，「交流／直流電源供給回

復」及び「EOP/SOP インターフェイス」に分類した各手順を

視覚的に認識できるようにした「フローチャート」，各手順の

「対応手順」及び対応手順中の運転操作や注意事項の意味合

いを記載した「解説」により構成される。 

(3) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベ－ス） 

事故の起因事象を問わず，ＡＯＰでは対処できない複数の

設備の故障等による異常又は事故が発生した際に，重大事故

への進展を防止するために必要な対応操作を定めた手順書。 

ＡＯＰが設計基準事故の範囲内の特定された事故ごとの対

応操作を定めた手順書であるのに対して，非常時運転手順書

Ⅱ（徴候ベ－ス）（以下「ＥＯＰ」という。）は，プラント

の徴候（パラメ－タの変化）に応じた対応操作を定めた手順

書であり，設計基準事故に加え設計基準を超えるような設備

の多重事故時等に適用する。 

ＥＯＰは目的に応じて「原子炉制御」，「格納容器制御」，

「原子炉建屋制御」，「使用済燃料プ－ル制御」，「不測事

態」，「ＡＭ初期対応」及び「電源供給回復」に分類した各

手順を視覚的に認識できるようにした「フロ－チャ－ト」，

フロ－チャ－ト中の操作を実施する際に使用する「ＡＭ設備

別操作手順書」により構成される。 

(3) 事故時操作要領書（徴候ベース）（以下「ＥＯＰ」という。） 

事故の起因事象を問わず，ＡＯＰでは対処できない複数の

設備の故障等による異常又は事故が発生した際に，重大事故

への進展を防止するために必要な対応操作を定めた手順書。 

ＡＯＰが設計基準事故の範囲内の特定された事故ごとの対

応操作を示した手順書であることに対して，ＥＯＰは観測さ

れるプラントの徴候（パラメータの変化）に応じた対応操作

を示した手順書であり，設計基準事故に加え設計基準を超え

るような設備の多重故障時等にも適用する。 

 

ＥＯＰは，目的に応じて「原子炉制御」，「格納容器制御」，

「二次格納施設制御」，「燃料プール制御」，「不測事態」，「電

源復旧」及び「プラント停止時制御」に分類した各手順を視

覚的に認識できるようにした「フローチャート」，各手順の「対

応手順」及び対応手順中の運転操作や注意事項の意味合いを

記載した「解説」により構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，「二次

格納施設制御」と「燃料

プール制御」を分けて構
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事故時には，発電用原子炉の未臨界維持，炉心損傷防止，

原子炉格納容器の健全性確保等に関するパラメータを確認

し，各手順の導入条件が成立した場合には，その手順の対応

処置を開始する。 

EOP による対応中は，「原子炉制御」，「一次格納容器制御」，

「二次格納容器制御」等の対応が同時進行する状況を想定し

て，対応の優先順位をあらかじめ定めており，原子炉格納容

器が破損するおそれがある場合を除き，原子炉側から要求さ

れる操作を優先することを原則としている。 

各手順のフローチャート，目的及び基本的な考え方及び操

作等判断基準一覧を別紙 3,4,5 に示す。 

（別紙 3,4,5） 

事故時には，発電用原子炉（以下「原子炉」という。）の

未臨界維持，炉心損傷防止，原子炉格納容器の健全性確保等

に関するパラメ－タを確認し，各手順の導入条件が成立した

場合には，その手順に移行し対応処置を実施する。 

ＥＯＰによる対応においては，原子炉制御，格納容器制御，

原子炉建屋制御，使用済燃料プ－ル制御等の対応が同時進行

する状況を想定して，対応の優先順位をあらかじめ定め，原

子炉格納容器が破損するおそれがある場合を除き，原則とし

て原子炉側から要求される操作を優先する。 

各手順のフロ－チャ－ト，目的及び基本的な考え方，操作

等判断基準一覧を別紙３，４，５に示す。 

なお，各手順，フロ－チャ－ト及び操作等判断基準におい

て，原子炉圧力容器を「ＲＰＶ」，原子炉格納容器を「ＰＣ

Ｖ」，原子炉建屋原子炉棟を「Ｒ／Ｂ」という。その他の略

語については使用箇所に示す。 

（別紙３，４，５） 

事故時には，発電用原子炉の未臨界維持，炉心損傷防止，

原子炉格納容器の健全性確保等に関するパラメータを確認

し，各手順の導入条件が成立した場合には，その手順の対応

処置を開始する。 

ＥＯＰによる対応中は，「原子炉制御」，「格納容器制御」，「二

次格納施設制御」等の対応が同時進行する状況を想定して，

対応の優先順位をあらかじめ定めており，原子炉格納容器が

破損するおそれがある場合を除き，原子炉側から要求される

操作を優先することを原則としている。 

各手順のフローチャート，目的及び基本的な考え方及び操

作判断基準一覧を別紙２，３，４に示す。 

（別紙２，３，４） 

成（以下，④の相違） 

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，「ＡＭ

初期対応」を「不測事態」

に分類（以下，⑤の相違） 

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違

・記載表現の相違

【東海第二】 

【EOP フローチャート】 

a.原子炉制御

目的 ：発電用原子炉の未臨界維持，炉心損傷防止

手順書：スクラム，反応度制御，水位確保，減圧冷却 

b.一次格納容器制御

目的 ：原子炉格納容器の健全性確保

手順書：PCV 圧力制御，D/W 温度制御，S/P 温度制御，S/P

水位制御，PCV 水素濃度制御 

ａ．ＥＯＰフロ－チャ－ト 

(a) 原子炉制御

ⅰ) 目的：スクラム確認，原子炉未臨界，炉心損傷防止 

ＥＯＰ各制御への導入判断 

ⅱ) 手順書：スクラム（ＲＣ），反応度制御（ＲＣ／Ｑ） 

水位確保（ＲＣ／Ｌ），減圧冷却（ＣＤ） 

(b) 格納容器制御

ⅰ) 目的：原子炉格納容器の健全性確保 

ⅱ) 手順書：ＰＣＶ圧力制御（ＰＣ／Ｐ），Ｄ／Ｗ温度

制御（ＤＷ／Ｔ），Ｓ／Ｐ温度制御（ＳＰ

／Ｔ），Ｓ／Ｐ水位制御（ＳＰ／Ｌ），Ｐ

ＣＶ水素濃度制御（ＰＣ／Ｈ） 

【ＥＯＰフローチャート】 

ａ．原子炉制御 

目的 ：スクラム確認，原子炉未臨界，炉心損傷防止， 

ＥＯＰ各制御への導入判断 

手順書：スクラム（ＲＣ），反応度制御（ＲＣ／Ｑ），

水位確保（ＲＣ／Ｌ），減圧冷却（ＣＤ） 

ｂ．格納容器制御 

目的 ：原子炉格納容器の健全性確保 

手順書：ＰＣＶ圧力制御（ＰＣ／Ｐ），Ｄ／Ｗ温度制御

（ＤＷ／Ｔ），Ｓ／Ｃ温度制御（ＳＰ／Ｔ），

Ｓ／Ｃ水位制御（ＳＰ／Ｌ），ＰＣＶ水素濃度

制御（ＰＣ／Ｈ） 
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c.二次格納容器制御 

目的 ：原子炉建屋の健全性確保，燃料プール内の燃料の損

傷防止・緩和 

手順書：原子炉建屋制御，燃料プール水位・温度制御 

 

 

 

d.不測事態 

目的 ：予期せぬ事象により特殊操作が必要となった場合の

対応 

手順書：水位回復，急速減圧，水位不明 

 

 

e. 交流／直流電源供給回復 

目的 ：外部電源喪失発生時の交流／直流電源の供給維持 

 

手順書：交流／直流電源供給回復 

f.EOP/SOP インターフェイス 

目的 ：SOP への移行判断及び SOP への円滑な移行 

手順書：EOP/SOP インターフェイス 

(c) 原子炉建屋制御 

ⅰ) 目的：原子炉建屋原子炉棟への漏えい拡大防止，原子

炉建屋原子炉棟の健全性確保 

ⅱ) 手順書：原子炉建屋制御（ＳＣ／Ｃ） 

(d) 使用済燃料プ－ル制御 

ⅰ) 目的：使用済燃料プ－ル内の燃料損傷防止・緩和 

ⅱ) 手順書：使用済燃料プ－ル制御（ＳＦ／Ｃ） 

(e) 不測事態 

ⅰ) 目的：予期せぬ事象により特殊操作が必要となった

場合の対応 

ⅱ) 手順書：水位回復（Ｃ１），急速減圧（Ｃ２），水

位不明（Ｃ３） 

 

(g) 電源供給回復 

ⅰ) 目的：交流動力電源喪失，直流電源喪失時の電源復 

      旧 

ⅱ) 手順書：電源供給回復（ＰＳ／Ｒ） 

(f) ＡＭ初期対応 

ⅰ) 目的：非常時運転手順書Ⅲ（シビアアクシデント）

への移行判断及び非常時運転手順書Ⅲ（シビ

アアクシデント）への円滑な移行 

ⅱ) 手順書：ＡＭ初期対応（Ｃ４） 

 

ｃ．二次格納施設制御 

目的 ：原子炉建物への漏えいの拡大防止，二次格納施

設の健全性確保 

手順書：二次格納施設制御（ＳＣ／Ｃ） 

ｄ．燃料プール制御 

目的 ：燃料プール内の燃料の損傷防止・緩和 

手順書：燃料プール制御（ＦＰ／Ｃ） 

ｅ．不測事態 

目的 ：予期せぬ事象により特殊操作が必要となった場

合の対応 

手順書：水位回復（Ｃ１），急速減圧（Ｃ２），水位不

明（Ｃ３），ＡＭ初期対応（Ｃ４） 

 

ｆ．電源復旧 

目的 ：外部電源喪失発生時の交流／直流電源の供給維 

      持 

手順書：電源復旧（ＰＳ／Ｒ） 

 

 

 

 

 

ｇ．プラント停止時制御 

目的 ：プラント停止中における原子炉未臨界，炉心損

傷防止 

 

手順書：崩壊熱除去機能喪失時対応手順（ＲＬ），冷却材

喪失時対応手順（ＬＯＣＡ），外部電源喪失時対

応手順（ＬＯＰＡ），臨界事象発生時対応手順（Ｒ

ＣＥ） 

 

 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑤の相違 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

(4)事故時運転操作手順書（シビアアクシデント）（以下「SOP」

という。） 

EOP で対応する状態から更に事象が進展し炉心損傷に至った

際に，事故の拡大を防止し影響を緩和するために必要な対応操

作を定めた手順書。 

炉心が損傷し，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器の健全性

を脅かす可能性のあるシビアアクシデント事象に適用する。 

(5) 非常時運転手順書Ⅲ（シビアアクシデント） 

 

   ＥＯＰで対応する状態から更に事象が進展し炉心損傷に至

った際に，事故の拡大を防止し影響を緩和するために必要な

対応操作を定めた手順書。 

   炉心が損傷し，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器の健全

性を脅かす可能性のあるシビアアクシデントに適用する。 

(4) 事故時操作要領書（シビアアクシデント）（以下「ＳＯＰ」

という。） 

ＥＯＰで対応する状態から更に事象が進展し炉心損傷に至

った際に，事故の拡大を防止し影響を緩和するために必要な

対応操作を定めた手順書。 

炉心が損傷し，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器の健全

性を脅かす可能性のあるシビアアクシデント事象に適用す
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SOP は，炉心損傷後に実施すべき対応操作の内容を視覚的に

認識できるようにした「フローチャート」及び残留熱除去系の

復旧作業が難行する場合に応急的に実施する「RHR 復旧不可能

時の対策」にて構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各手順のフローチャート，目的及び基本的な考え方及び操作

等判断基準一覧を別紙 6,7,8 に示す。 

（別紙 6,7,8） 

 

   非常時運転手順書Ⅲ（シビアアクシデント）（以下「ＳＯ

Ｐ」という。）は，炉心損傷後に実施すべき対応操作の内容

を視覚的に認識できるようにした「フロ－チャ－ト」，フロ

－チャ－ト中の対応操作を実施する際に使用する「ＡＭ設備

別操作手順書」にて構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

各手順のフロ－チャ－ト，目的及び基本的な考え方並びに

操作等判断基準一覧を別紙９，１０，１１に示す。 

（別紙９，１０，１１） 

 

る。 

ＳＯＰは，炉心損傷後に実施すべき対応操作の内容を視覚

的に認識できるようにした「フローチャート」及び「手順」

にて構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各手順のフローチャート，目的及び基本的な考え方及び操

作等判断基準一覧を別紙５，６，７に示す。 

（別紙５，６，７） 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は,原子力

災害対策手順書に整備 

・手順書構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，「事故

時操作要領書（シビアア

クシデント）」と「ＡＭ

設備別操作要領書」を分

けて構成 

【SOP フローチャート】 

SOP－1：RPV 制御 

SOP－2：PCV 制御 

SOP－3：R/B 制御 

ａ．ＳＯＰフロ－チャ－ト 

(a) ＡＭ操作方針の全体流れ図 

(b) 注水－１ 「損傷炉心への注水」 

(c) 注水－２ 「長期の原子炉水位の確保」 

(d) 注水－３ａ「ＲＰＶ破損前のペデスタル（ドライウェ

ル部）水位確保」 

(e) 注水－３ｂ「ＲＰＶ破損後のペデスタル（ドライウェ

ル部）注水」 

(f) 注水－４ 「長期のＲＰＶ破損後の注水」 

(g) 除熱－１ 「損傷炉心冷却後の除熱」 

(h) 除熱－２ 「ＲＰＶ破損後の初期ＰＣＶスプレイ」 

(i) 除熱－３ 「ＲＰＶ破損後の除熱」 

(j) 放出   「ＰＣＶ破損防止」 

(k) 水素   「Ｒ／Ｂ水素爆発防止」 

 

【ＳＯＰフローチャート】 

ＳＯＰ操作方針の全体流れ図 

注水－１ 「損傷炉心への注水」 

注水－２ 「長期の原子炉水位の確保」 

注水－３ａ 「ＲＰＶ破損前のペデスタル初期注水」 

 

注水－３ｂ 「ＲＰＶ破損後のペデスタル注水」 

 

注水－４ 「長期のＲＰＶ破損後の注水」 

除熱－１ 「損傷炉心冷却後の除熱」 

 

除熱－２ 「ＲＰＶ破損後の除熱」 

   放出 「ＰＣＶ 破損防止」 

水素 「Ｒ／Ｂ 水素爆発防止」 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

・手順書構成の相違 

【東海第二】 

(5)事故時運転操作手順書（停止時徴候ベース） 

（以下「停止時 EOP」という。） 

発電用原子炉が停止中の場合において，プラントの異常状態

を検知する対応，異常状態発生の防止に関する対応及び異常事

象が発生した場合の対応操作に関する事項を定めた手順書。 

プラント停止中に発生する可能性のある事故に対し，EOP と

(4) 非常時運転手順書Ⅱ（停止時徴候ベ－ス） 

原子炉が停止中の場合において，プラントに異常事象が発

生した際の対応操作に関する事項を非常時運転手順書Ⅱ（停

止時徴候ベ－ス）（以下「停止時ＥＯＰ」という。）に定め

ている。 

プラント停止中に発生する可能性のある事故に対し，ＥＯ

 ・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 
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同様に，観測されるプラントの徴候（パラメータの変化）に応

じた対応操作を示した手順書であり，発生確率は極めて低いと

考えられる設計基準を超えるような多重故障にも適用する。 

停止時 EOP は，目的に応じて「停止時反応度制御」，「水位・

温度制御」及び「交流／直流電源供給回復」に分類した各手順

を視覚的に認識できるようにした「フローチャート」，各手順の

「対応手順」及びプラント停止中における作業を想定し，人的

過誤又は機器故障等により発生する異常事象の代表的なシナリ

オとその解説をまとめた「停止時事故時運転操作の手引き」に

より構成される。 

異常事象発生時には，発電用原子炉の未臨界維持，炉心や使

用済燃料プールの冷却状況等に関するパラメータを確認し，各

手順の導入条件が成立した場合には，その手順の対応処置を開

始する。 

各手順のフローチャート，目的及び基本的な考え方及び操作

等判断基準一覧を別紙 9,10,11 に示す。 

（別紙 9,10,11） 

Ｐと同様に，観測されるプラントの徴候（パラメ－タ変化）

に応じた対応操作を示した手順であり，設計基準事故を越え

るような多重故障にも適用する。 

停止時ＥＯＰは目的に応じて「停止時反応度制御」，「停

止時崩壊熱除去制御」，「停止時原子炉水位制御」及び「停

止時電源復旧」の各手順をＥＯＰと同様に，視覚的に認識で

きるようにした「フロ－チャ－ト」，フロ－チャ－ト中の操

作を実施する際に使用する「ＡＭ設備別操作手順書」により

構成される。 

異常事象発生時には，原子炉の未臨界維持，炉心冷却状況

等に関するパラメ－タを確認し，各手順の導入条件が成立し

た場合には，その手順の対応操作を開始する。 

各手順のフロ－チャ－ト，目的及び基本的な考え方，操作

等判断基準一覧を別紙６，７，８に示す 

（別紙６，７，８） 

【停止時 EOP フローチャート】 

a.停止時反応度制御

目的 ：プラント停止中における意図せぬ制御棒引き抜け時

の対応 

手順書：停止時反応度制御 

b.水位・温度制御

目的 ：発電用原子炉の状態変化に応じた水位・温度の制御 

手順書：「RPV ヘッドオン／プールゲート閉／PCV 閉鎖」時

SFP 原子炉水位・温度制御 

「RPV ヘッドオン／プールゲート閉／PCV 開放」

時 SFP 原子炉水位・温度制御 

「RPV ヘッドオフ／プールゲート閉／PCV 開放」

時 SFP 原子炉ウェル水位・温度制御 

「RPV ヘッドオフ／プールゲート開／PCV 開放」

時 SFP 原子炉ウェル水位・温度制御 

「RPV ヘッドオフ直後・ヘッドオン直前」時 原子

炉水位・温度制御 

c.交流／直流電源供給回復

目的 ：外部電源喪失時の交流／直流電源の供給維持 

手順書：交流／直流電源供給回復 

ａ．停止時ＥＯＰフロ－チャ－ト 

(a) 停止時反応度制御

ⅰ) 目的：意図せぬ制御棒引き抜け時の対応 

ⅱ) 手順書：停止時反応度制御（ＳＤ／ＲＣ） 

(b) 停止時崩壊熱除去制御

ⅰ) 目的：原子炉の状態に応じた崩壊熱の除去 

ⅱ) 手順書：停止時崩壊熱除去制御（ＳＤ／ＲＬ） 

(c) 停止時原子炉水位制御

ⅰ) 目的：原子炉の状態に応じた原子炉水位確保 

ⅱ) 手順書：停止時原子炉水位制御（ＳＤ／ＬＣ） 

(d) 停止時電源復旧

ⅰ) 目的：外部電源喪失時の交流及び直流電源の供給 

ⅱ) 手順書：停止時電源復旧（ＳＤ／ＰＳ） 
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(6)AM 設備別操作手順書 

自然現象や大規模損壊等により，多数の恒設の電源設備・注

水設備等が使用できない場合に，実施組織（運転員以外）の支

援を受けて行う可搬型設備等による事故対応操作のうち，主に

建屋内設備の操作内容を定めた手順書で，運転員が使用する。 

 

AM 設備別操作手順書では，発電用原子炉の安全確保を達成す

るために必要な「電源確保」や「原子炉注水」等，別紙に示す

機能別に複数の手順を整備する。 

 

 

また，事故の状況や現場要員の確保状況等に応じて，適切な

手順書を選択可能とするため，AM 設備別操作手順書の各手順を

実施するための所要時間，必要人員数等，手順実施時に必要な

情報を記載する。さらに，実施組織（運転員以外）が使用する

多様なハザード対応手順との紐付けにより，運転員と実施組織

（運転員以外）の意思疎通，連携の強化を図る。 

なお，EOP，SOP 及び停止時 EOP には AM 設備別操作手順書が

使用可能なタイミングを明示する。 

AM 設備別操作手順書の一覧を別紙 12 に示す。 

（別紙 12） 

(6) ＡＭ設備別操作手順書 

ＡＭ設備別操作手順書には，重大事故等時において恒設の

電源設備，注水設備が使用できない場合に，災害対策本部の

実施組織による支援を受けて行う事故対応操作のうち，当直

（運転員）が行う対応操作及び事故時において当直（運転員）

が行う主要な設備の対応操作を定めた手順書である。 

ＡＭ設備別操作手順書では，電源確保，反応度制御，原子

炉注水，原子炉減圧，原子炉格納容器冷却，原子炉格納容器

減圧，原子炉格納容器下部注水，水素対策，使用済燃料プ－

ル注水，使用済燃料プ－ル冷却，除熱，冷却水確保，中央制

御室居住性確保の項目ごとに手順を定め， 

 

 

 

 

 

 

その手順を使用するタイミングを対応操作のフロ－チャ－

トに明示する。 

ＡＭ設備別操作手順書の一覧を別紙１２に示す。 

（別紙１２） 

(5) ＡＭ設備別操作要領書 

ＡＭ設備別操作要領書には，重大事故等時において恒設の

電源設備，注水設備が使用できない場合に，緊急時対策本部

の実施組織による支援を受けて行う事故対応操作のうち，当

直（運転員）が行う対応操作及び事故時において当直（運転

員）が行う主要な設備の対応操作を定めた手順書である。 

ＡＭ設備別操作要領書では，発電用原子炉の安全確保を達

成するために必要な「電源確保」や「原子炉注水」等，別紙

に示す機能別に複数の手順を整備する。 

 

 

また，事故の状況や現場要員の確保状況等に応じて，適切

な手順書を選択可能とするため，ＡＭ設備別操作要領書の各

手順を実施するための所要時間，必要人員数等，手順実施時

に必要な情報を記載する。さらに，実施組織（運転員以外）

が使用する原子力災害対策手順書との紐付けにより，運転員

と実施組織（運転員以外）の意思疎通，連携の強化を図る。 

なお，ＥＯＰ及びＳＯＰにはＡＭ設備別操作要領書が使用

可能なタイミングを明示する。 

ＡＭ設備別操作要領書の一覧を別紙８に示す。 

（別紙８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

【AM 設備別操作手順書の構成】 

 

 

 

 

電源確保戦略  

：第一ガスタービン発電機起動，M/C7C・7D受電，直流 125V 蓄

電池切替(A,A-2,AM 用）等 

 

反応度制御戦略 ：SLC ポンプによるほう酸水注入等 

 

 

 

Rx 注水戦略  

：RCIC 現場起動，MUWC による原子炉注水等 

 

圧力制御戦略：SRV 駆動源確保，炉心損傷前 PCV ベント等 

 【ＡＭ設備別操作要領書の構成】 

 

 

 

 

電源確保戦略 

：ＧＴＧによるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電，ＧＴＧによる

Ｃ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電，Ｂ１－１１５Ｖ系蓄電池（ＳＡ）

によるＢ－１１５Ｖ系直流盤受電等 

 

 

 

 

原子炉注水戦略 

：ＲＣＩＣによる原子炉注水，ＦＬＳＲポンプによる原子

炉注水等 

原子炉減圧戦略：ＳＲＶ駆動源確保等 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ＡＭ設

備別操作要領書の構成

を記載 

 

 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＥＯＰ

に整備 
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格納容器スプレイ戦略 

：消防車による PCV スプレイ等 

 

格納容器水素・酸素制御戦略 

：FCS による格納容器水素制御，PCV水素・酸素ガス放出 

SFP 注水，ウェル注水，SFP 監視戦略 

：消防車による SFP 注水，SFP 監視カメラ冷却装置起動等 

 

 

代替除熱戦略 ：代替 Hx による補機冷却水確保等 

原子炉除熱戦略 ：RHR による原子炉除熱等 

格納容器除熱戦略 

：代替循環冷却系による PCV 内の減圧及び除熱等 

SFP 除熱戦略 ：RHR による SFP 除熱，FPC による SFP 除熱 

水源確保戦略 

 ：MUWP による CSP への補給，消防車による CSP への補給 

 

代替計器戦略 ：可搬計器によるパラメータ計測 

その他戦略 ：SFP 漏えい緩和，通信手段確保等 

 

 

中央制御室居住性確保戦略 

：可搬型陽圧化空調機による中央制御室陽圧化等 

下部 D/W 注水戦略  

：MUWCによる下部 D/W注水等 

格納容器除熱戦略 

：ＦＬＳＲポンプによる格納容器スプレイ，ＲＨＡＲによ

る格納容器除熱等 

格納容器機能維持戦略：ＦＣＶＳによる格納容器ベント，

ＦＣＳによる格納容器水素・酸素濃度制御等 

  燃料プール除熱戦略 

：消火ポンプまたは補助消火ポンプによる燃料プール注水，

ＳＦＰ監視カメラ用冷却設備起動，ＦＰＣによる燃料プ

ール除熱 

代替除熱戦略：ＲＣＷ／ＲＳＷによる除熱 

原子炉除熱戦略：ＲＨＲによる原子炉除熱等 

 

 

 

 

 

 

代替監視戦略：可搬型計測器による計測等 

 

 

 

居住性確保戦略：ＭＣＲによる居住性確保等 

 

ペデスタル注水戦略 

：ＦＬＳＲポンプによるペデスタル注水等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＥＨＰ

に整備 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＥＨＰ

に整備 

2.2 緊急時対策本部用手順書 

緊急時対策本部用手順書は使用主体に応じて，緊急時対策本

部が使用する手順書，緊急時対策本部のうち技術支援組織が使

用する手順書及び緊急時対策本部のうち実施組織（運転員以外）

が使用する手順書に分類して整備する。 

(1)緊急時対策本部運営要領 

重大事故，大規模損壊等が発生した場合，又はそのおそれが

ある場合に，緊急事態に関する緊急時対策本部の責任と権限及

び実施事項を定めた要領で，緊急時対策本部が使用する。 

 

 

 

2.2 災害対策本部手順書 

 

 

 

 

(1) 災害対策要領 

    重大事故，大規模損壊等が発生した場合又はそのおそれが

ある場合に，緊急事態に関する災害対策本部の責任と権限及

び実施事項を定めた要領。 

   災害対策本部は所長が本部長となり，重大事故等時対策を

実施する実施組織及びその支援組織を構成し，それぞれの機

能ごとに責任者を定め，役割分担を明確にし，効果的な重大

2.2 緊急時対策本部用手順書 

緊急時対策本部用手順書は使用主体に応じて，緊急時対策本

部が使用する手順書，緊急時対策本部のうち技術支援組織が使

用する手順書及び緊急時対策本部のうち実施組織（運転員以

外）が使用する手順書に分類して整備する。 

(1) 緊急時の措置要領 

重大事故，大規模損壊等が発生した場合，又はそのおそれ

がある場合に，緊急事態に関する緊急時対策本部の責任と権

限及び実施事項を定めた要領。 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 
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また，緊急時対策本部の運営及び各機能班が実施する事項に

ついては，本要領の下位に紐付く各機能班のガイドとして定め

る。 

緊急時対策本部運営要領に紐付く主な機能班ガイドを別紙 13 

に示す。 

（別紙 13） 

事故対策を実施しえる体制としている。詳細は，添付資料

1.0.10に示す。 

 

 

 

 

 

(2) 緊急時対策所運用手順書 

重大事故，大規模損壊等が発生した場合，又はそのおそれ

がある場合に，緊急時対策所の立上げ及び支援組織が実施す

る事項を定めた手順書で，緊急時対策本部が使用する。また，

緊急時対策本部内の各班が実施する事項の手順については，

本手順書の下位に紐付く各班の原子力災害対策手順書に記載

する。 

 

(3) 緊急時対策本部対応手順書（以下「本部対応手順書」とい

う。） 

重大事故，大規模損壊等が発生した場合，又はそのおそれ

がある場合に，プラント戦略に関する実施組織が実施する事

項を定めた手順書で，緊急時対策本部が使用する。 

また，緊急時対策本部内の各班が実施する事項の手順につ

いては，本手順書の下位に紐付く各班の原子力災害対策手順

書に記載する。 

本部対応手順書に紐付く原子力災害対策手順書を別紙９に

示す。 

（別紙９） 

 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

(2)アクシデントマネジメントの手引き（以下「AMG」という。） 

 

炉心損傷後に想定されるプラント状態の判断や，事故の進展

防止及び影響緩和のために実施すべき操作の技術的根拠となる

情報を定めた要領で，運転員に対する支援活動の参考として，

技術支援組織が使用する。 

AMG には，損傷炉心の冷却成否，原子炉圧力容器の破損有無

等のプラント状態を判断するために必要となる情報や，対応操

作の有効性に関する情報等を記載している。 

技術支援組織は，これらの情報等を用いて，運転員が SOP に

基づき実施する操作がプラント状態に応じた適切な操作となっ

ているか，想定した効果を発揮しているか，予期せぬ事態へと

至っていないか等を把握し，状況に応じて実施すべき措置を緊

急時対策本部長に進言する。なお，SOP の操作が成功しない場

合，SOP に記載のない応用操作が必要となった場合等，予想外

の事態が発生し，運転員に対する技術的支援が必要となった場

(2) アクシデントマネジメントガイド 

 

プラントで発生した事故・故障等が拡大した際の，炉心損

傷の防止あるいは炉心が損傷に至った場合における影響緩和

のために実施すべき措置を判断，選択するための情報を定め

たガイドで，技術支援組織が使用する。 

アクシデントマネジメントガイド（以下「ＡＭＧ」という。）

は，プラント状態（炉心損傷の有無，炉心冷却の成否，原子

炉圧力容器破損の有無等）に応じた操作の全体像を示した「Ａ

Ｍストラテジ」に基づき注水ストラテジ及び除熱ストラテジ

等が選択され，個別のストラテジに従って，「確認ガイド」

及び「操作ガイド」を参照して，事故収束へ移行させる構成

となっている。技術支援組織は，確認ガイドを用いてプラン

ト状態を可能な限り正確に把握し，操作ガイドに記載された

各操作の有効性についてプラントへの影響を含めて判断し，

当直（運転員）に対する支援活動を実施する。また，ＳＯＰ

(4) 事故時操作要領書（ＡＭガイドライン）（以下「ＡＭＧ」

という。） 

炉心損傷後に想定されるプラント状態の判断や，事故の進

展防止及び影響緩和のために実施すべき操作の技術的根拠と

なる情報を定めた要領で，運転員に対する支援活動の参考と

して，技術支援組織が使用する。 

ＡＭＧには，損傷炉心の冷却成否，原子炉圧力容器の破損

有無等のプラント状態を判断するために必要となる情報や，

対応操作の有効性に関する情報等を記載している。 

技術支援組織は，これらの情報等を用いて，運転員がＳＯ

Ｐに基づき実施する操作がプラント状態に応じた適切な操作

となっているか，想定した効果を発揮しているか，予期せぬ

事態へと至っていないか等を把握し，状況に応じて実施すべ

き措置を緊急時対策本部長に進言する。なお，ＳＯＰの操作

が成功しない場合，ＳＯＰに記載のない応用操作が必要とな

った場合等，予想外の事態が発生し，運転員に対する技術的

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 
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合には，AMG の情報を参考として，適切な対応操作を検討し，

緊急時対策本部長に進言する。これらの検討結果をふまえた運

転員への指示内容を緊急時対策本部長が承認する。 

で判断しえる事象進展を超えた場合についても，確認ガイド，

操作ガイドを用いて事故収束に有効なプラント操作を検討

し，当直（運転員）に操作内容を指示，助言する。この場合，

当直（運転員）は，その指示，助言に従って操作を実施する。 

プラントへの影響に配慮するため，操作実施時のパラメ－タ

挙動予測，影響評価するべき項目，監視パラメ－タ等を操

作ガイドに整備する。 

支援が必要となった場合には，ＡＭＧの情報を参考として，

適切な対応操作を検討し，緊急時対策本部長に進言する。こ

れらの検討結果をふまえた運転員への指示内容を緊急時対策

本部長が承認する。 

(3)多様なハザード対応手順（以下「EHP」という。） 

自然現象や大規模損壊等により，多数の恒設の電源設備・注

水設備等が使用できない場合に，運転員の事故対応に必要な支

援を行うため，可搬型設備等による事故対応操作のうち，主に

屋外設備の操作内容を定めた手順書で，実施組織（運転員以外）

が使用する。 

EHP では，発電用原子炉の安全確保を達成するために必要な

「格納容器機能維持」や「水源」等，別紙に示す機能別に複数

の手順を整備する。 

また，事故の状況や現場要員の確保状況等に応じて，適切な

手順書を選択可能とするため，EHP の各手順を実施するための

所要時間，必要人員数等，手順実施時に必要な情報を記載する。

さらに，運転員が使用する AM 設備別操作手順書との紐付けによ

り，実施組織（運転員以外）と運転員の意思疎通，連携の強化

を図る。 

 

 

 

多様なハザード対応手順の一覧を別紙 14 に示す。 

（別紙 14） 

(3) 重大事故等対策要領 

   自然現象や大規模損壊等により，多数の恒設の電源設備，

注水設備等が使用できない場合に，当直（運転員）が行うプ

ラント対応に必要な支援を行うため，可搬型設備等によるプ

ラント対応操作を定めた要領で災害対策要員が使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，残留熱除去系，非常用ディ－ゼル発電機２Ｃ及び２

Ｄの復旧作業が難行する場合に応急的に実施する「アクシデ

ントマネジメント故障機器復旧手順ガイドライン」を整備す

る。重大事故等対策要領の概要を別紙１３に示す。 

（別紙１３） 

 

(5) 原子力災害対策手順書（以下「ＥＨＰ」という。） 

自然現象や大規模損壊等により，多数の恒設の電源設備・

注水設備等が使用できない場合に，運転員の事故対応に必要

な支援を行うため，可搬型設備等による事故対応操作のうち，

主に屋外設備の操作内容を定めた手順書で，実施組織及び支

援組織が使用する。 

ＥＨＰでは，発電用原子炉の安全確保を達成するために必

要な「格納容器機能維持」や「水源」等，別紙に示す戦略別

に複数の手順を整備する。 

また，事故の状態や現場要員の確保状況等に応じて，適切

な手順を選択可能とするため，ＥＨＰの各手順を実施するた

めの所要時間，必要人数等，手順実施時に必要な情報を記載

する。さらに，運転員が使用するＡＭ設備別操作要領書との

紐付けにより，実施組織（運転員以外）と運転員の意思疎通，

連携の強化を図る。 

 

 

 

ＥＨＰの一覧を別紙 10に示す。 

（別紙 10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

【EHP の構成】 

炉心冷却 ：消防車による送水（原子炉注水）等 

格納容器機能維持  

：熱交換器ユニットによる補機冷却水確保等 

 

原子炉建屋損傷防止 ：原子炉建屋トップベント等 

 

SFP 冷却  

：消防車による送水（SFP 常設スプレイ）等 

 

 【ＥＨＰの構成】 

 

 

 

 

水素爆発防止：水素爆発防止のための原子炉建物燃料取替

階ブローアウトパネル開放手順等 

燃料プール注水 

：原子炉建物内ホース展張による燃料プールへの注水及び

スプレイ等 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ＥＨＰ

の構成を記載 
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放射性物質の拡散を抑制 

：大容量送水車及び放水砲による大気への放射性物質の拡

散抑制等 

水源 ：貯水池から大湊側防火水槽への補給等 

電源確保  

：第二 GTG による大湊側緊急用 M/C 受電等 

居住性 ：カードル式空気ボンベユニットによる陽圧化 

その他 ：アクセスルートの状況確認，瓦礫除去等 

放射性物質拡散抑制 

：放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制等 

水源確保：大量送水車を使用した送水／補給等 

電源確保 

：高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使用したＭ／Ｃ 

Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系電源確保等 

その他：アクセスルートの確保，移動式熱交換設備および

大型送水ポンプ車を使用した最終ヒートシンク確

保等 

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＡＭＰ

に整備 

2.3 各種手順書の判断者・操作者の明確化 

(1)判断者の明確化

運転操作手順書に従い運転員が実施する事故時の事故対応の

判断は，事故発生号炉の当直副長が行う。 

一方，緊急時対策要員が実施する対応の判断は，緊急時対策

本部運営要領上で役割分担に応じて定める責任者が行う。 

2.3 運転手順書の判断者・操作者の明確化 

(1) 判断者の明確化

運転手順書に従い実施される事故時のプラント対応の判断

は，当直発電長が行う。 

一方，災害対策本部で実施される事故時のプラント対応の

判断は，災害対策本部長代理が行う。 

なお，当直（運転員）が行う運転操作や復旧操作において，

あらかじめ定めた手順によらない操作及び対応については，

災害対策本部長代理が最終的に判断する。 

2.3 各種手順書の判断者・操作者の明確化 

(1) 判断者の明確化

運転操作手順書に従い運転員が実施する事故時の事故対応

の判断は，１号炉は１号当直主任，２号炉は２号当直副長が

行う。 

一方，緊急時対策要員が実施する対応の判断は，緊急時の

措置要領上で役割分担に応じて定める責任者が行う。 

・体制の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，島根１

号炉と中央制御室を共

用しているため，当直副

長の指揮に基づき運転

操作対応を実施（以下，

⑥の相違）

(2)操作者の明確化

各種手順書は，運転員が使用するものと緊急時対策要員が使

用するものと，使用主体によって整備している。 

ただし，使用目的によっては，相互の手順の完遂により機能

を達成する場合があることから，操作に当たっては，中央制御

室と発電所対策本部の間で緊密な情報共有を図りながら行うこ

ととする。 

(2) 操作者の明確化

手順書は，当直（運転員）が使用するものと災害対策要員

（当直（運転員）及び運転操作対応を除く）が使用するもの

と，使用主体によって整備している。 

ただし，使用目的によっては，相互の手順の完遂により機

能を達成する場合があることから，重大事故等対処設備の操

作にあたっては，中央制御室と災害対策本部の間で緊密な情

報共有を図りながら行うこととする。 

(2) 操作者の明確化

各種手順書は，運転員が使用するものと緊急時対策要員が

使用するものと，使用主体によって整備している。 

ただし，使用目的によっては，相互の手順の完遂により機

能を達成する場合があることから，重大事故等対処設備の使

用に当たっては，中央制御室と緊急時対策本部の間で緊密な

情報共有を図りながら行うこととする。 

3． 各種手順書の間のつながり，移行基準について 

各種手順書を事故の進展状況に応じて適切に使用可能とする

ため，手順書間の移行基準を示す。 

また，事故対応中は複数の手順書を並行して使用することを

考慮して，手順書間で対応の優先順位が存在する場合は併せて

示す。 

3. 運転手順書間のつながり，移行基準について

運転手順書を事故の進展状況に応じて適切に使用可能とする

ため，運転手順書間の移行基準を示す。 

また，事故対応中は複数の運転手順書を並行して使用するこ

とを考慮して，手順書間で対応の優先順位が存在する場合は併

せて示す。 

3. 各種手順書の間のつながり，移行基準について

各種手順書を事故の進展状況に応じて適切に使用可能とする

ため，手順書間の移行基準を示す。 

また，事故対応中は複数の手順書を並行して使用することを

考慮して，手順書間で対応の優先順位が存在する場合は併せて

示す。 
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(1)警報発生時操作手順書からほかの事故手順書への移行

警報発生時操作手順書に基づく対応において事象が進展した

場合は，警報ごとの手順書の記載内容に従い，AOP へ移行する。 

また，警報発生時操作手順書で対応中にスクラム等の EOP 導

入条件が成立した場合は，EOP へ移行する。 

なお，発電用原子炉が停止中の場合は，警報発生時操作手順

書に基づく対応を実施し，事象が進展して停止時 EOP 導入条件

が成立した場合は，停止時 EOP へ移行する。 

また，停止時 EOP 対応中に EOP 導入条件が成立した場合は，

EOP に移行する。 

(1) 警報処置手順書から他の運転手順書への移行

警報処置手順書に基づく対応において，ＥＯＰ導入条件に

至らないＡＯＰ事象に進展した場合は，ＡＯＰへ移行する。 

警報処置手順書で対応中にスクラム等のＥＯＰ導入条件が

成立した場合は，ＥＯＰへ移行する。 

(1) 設備別運転要領書 別冊 警報発生時の措置からほかの事故

手順書への移行 

警報発生時の措置に基づく対応において事象が進展した場

合は，警報ごとの手順書の記載内容に従い，ＡＯＰへ移行す

る。 

また，警報発生時の措置で対応中にスクラム等のＥＯＰ導

入条件が成立した場合は，ＥＯＰへ移行する。 

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違

(2)AOP から EOP への移行

AOP 対応中に以下の EOP 導入条件が成立した場合は，EOP へ

移行する。 

【EOP 導入条件（いずれかに該当した場合）】 

a.発電用原子炉を手動スクラムした場合，若しくは自動スク

ラム信号が発生（スクラム失敗を含む）した場合

b.EOP における一次格納容器制御導入条件が成立した場合

c.EOP における二次格納容器制御導入条件が成立した場合

【EOP 移行後の AOP の使用について】 

EOP 導入条件が成立した場合は AOP から EOP へ移行するが，

(2) 非常時運転手順書（事象ベ－ス）から他の運転手順書への

移行 

ＡＯＰ対応中に以下のＥＯＰ導入条件が成立した場合は，

ＥＯＰへ移行する。 

  ａ．ＥＯＰ導入条件（いずれかに該当した場合） 

(a) 原子炉を手動スクラム若しくは自動スクラムが発生

（スクラム失敗を含む）した場合

(b) ＥＯＰにおける格納容器制御導入条件が成立した場合

(c) ＥＯＰにおける原子炉建屋制御導入条件が成立した場

合

(d) ＥＯＰにおける使用済燃料プ－ル制御導入条件が成立

した場合

(e) 外部電源が喪失し，全交流動力電源喪失が発生した場

合 

  ｂ．ＥＯＰ移行後のＡＯＰの使用について 

ＥＯＰ導入条件が成立した場合はＡＯＰからＥＯＰへ移

(2) ＡＯＰからＥＯＰへの移行

ＡＯＰ対応中に以下のＥＯＰ導入条件が成立した場合は，

ＥＯＰへ移行する。 

【ＥＯＰ導入条件（いずれかに該当した場合）】 

ａ．発電用原子炉を手動スクラムした場合，若しくは自動ス

クラム信号が発生（スクラム失敗を含む）した場合

ｂ．ＥＯＰにおける格納容器制御導入条件が成立した場合 

ｃ．ＥＯＰにおける二次格納施設制御導入条件が成立した場

合 

ｄ．ＥＯＰにおける燃料プール制御導入条件が成立した場合 

ｅ．ＥＯＰにおけるプラント停止時制御導入条件が成立した

場合（プラント停止の場合） 

【ＥＯＰ移行後のＡＯＰの使用について】 

ＥＯＰ導入条件が成立した場合はＡＯＰからＥＯＰへ移行

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，全交流

動力電源喪失に伴う自

動スクラム信号発生に

よりＥＯＰへ移行 

262



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20 版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考

原子炉スクラム時の確認事項，タービン・発電機側の対応操作

等，AOP に具体的内容を定めている対応については AOP を参照

する。 

行するが，原子炉スクラム時の確認事項，タ－ビン・発電

機側の対応操作等，ＡＯＰに具体的内容を定めている初動

対応についてはＡＯＰを参照する。 

するが，原子炉スクラム時の確認事項，タービン・発電機側

の対応操作等，ＡＯＰに具体的内容を定めている対応につい

てはＡＯＰを参照する。

(3)EOP からSOP への移行

EOP 対応中に以下のSOP 導入条件が成立した場合は，SOP に

移行する。 

(3) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベ－ス）から他の運転手順書へ

の移行 

ＥＯＰ対応中に以下のＳＯＰ導入条件が成立した場合，炉

心損傷と判断し，ＳＯＰに移行する。 

(3)ＥＯＰからＳＯＰへの移行

ＥＯＰ対応中に以下のＳＯＰ導入条件が成立した場合は，ＳＯ

Ｐに移行する。 

【SOP 導入条件（いずれかに該当した場合）】 

a.原子炉停止後の経過時間と原子炉格納容器内ガンマ線線量

率の関係から炉心損傷と判断した場合（格納容器内雰囲気

放射線レベル計が使用不可能の場合は，原子炉圧力容器表

面温度にて炉心損傷を判断する。）

b.原子炉注水機能が喪失した状態において，原子炉水位が規

定値以下まで低下した場合，及び炉心が規定時間以上露出

した場合 

なお，炉心損傷の判断基準の考え方を添付 1 に示す。 

（添付 1） 

ａ．ＳＯＰ導入条件 

(a) 原子炉停止後の経過時間と格納容器雰囲気放射線モニ

タ（以下「ＣＡＭＳ」という。）によるドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率の関

係から炉心損傷と判断された場合

(b) ＣＡＭＳによる原子炉格納容器内ガンマ線線量率監視

が不可能の場合に，原子炉圧力容器温度から炉心損傷

と判断された場合

【ＳＯＰ導入条件（いずれかに該当した場合）】 

ａ．原子炉停止後の経過時間と格納容器雰囲気放射線モニタ

によるドライウェル又はサプレッション・チェンバ内のガ

ンマ線線量率の関係から炉心損傷と判断された場合

ｂ．格納容器雰囲気放射線モニタによる原子炉格納容器内ガ

ンマ線線量率監視が不可能の場合に，原子炉圧力容器温度

から炉心損傷と判断された場合 

（添付１）

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

・手順の相違

【柏崎 6/7】 

(4)AM 設備別操作手順書の使用

EOP，SOP 又は停止時 EOP による事故対応中に，多数の恒設の

電源設備・注水設備等が使用できず，EOP，SOP 又は停止時 EOP の

フローチャートにおける原子炉注水等の操作項目が達成できな

い場合は，その操作項目に対応した AM 設備別操作手順書の手順

及びその手順に紐付く EHP の手順の中から実現可能な手順を選

択し，可搬型設備等による対応を行う。この操作を実施する際

には，運転員と実施組織（運転員以外）との情報交換を密にし

て，プラント状況及び実施すべき操作内容を相互に確認しなが

ら実施する。 

なお，EOP，SOP 又は停止時 EOP の操作項目が達成できない場

(4)ＡＭ 設備別操作要領書の使用

ＥＯＰ又はＳＯＰによる事故対応中に，多数の恒設の電源設

備・注水設備等が使用できず，ＥＯＰ又はＳＯＰのフローチャ

ートにおける原子炉注水等の操作項目が達成できない場合は，

その操作項目に対応したＡＭ設備別操作要領書の手順の手順及

びその手順に紐付くＥＨＰの手順の中から実現可能な手順を選

択し，可搬型設備等による対応を行う。ＥＨＰの手順を実施す

る際には，運転員と実施組織（運転員以外）との情報交換を密

にして，プラント状況及び実施すべき操作内容を相互に確認し

ながら実施する。 

なお，ＥＯＰ又はＳＯＰの操作項目が達成できない場合に，

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，ＡＭ設

備別操作要領書の使用

について記載 

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・手順書構成の相違
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合に，AM 設備別操作手順書及び EHPに複数の使用可能な手順が

存在する場合は，以下のような観点から使用可能な手順を対比

し，事故対応に適切な手順を選択する。 

ＡＭ設備別操作要領書及びＥＨＰに複数の使用可能な手順が存

在する場合は，以下のような観点から使用可能な手順を対比し，

事故対応に適切な手順を選択する。 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

【手順選択時の着目点】 

a.手順の操作完了（機能発揮）までの所要時間の長短 

b.水源確保・給油等も含めた，機器の機能維持に必要となる

対応の要否 

 

 

c.注水圧力・注水流量等，プラントへの効果（炉心冷却効果

等）の大小 

d.操作に伴うプラント設備への悪影響（使用水の水質等）の

大小 

AM 設備別操作手順書及び EHP で選択した手順が完了した場

合は，引き続き EOP，SOP又は停止時 EOP による対応を行う。 

 

 【手順選択時の着目点】 

ａ.手順の操作完了（機能発揮）までの所要時間の長短 

 

 

 

 

ｂ．注水圧力・注水流量等，プラントへの効果（炉心冷却効

果等）の大小 

ｃ．操作に伴うプラント設備への悪影響（使用水の水質等）

の大小 

ＡＭ設備別操作要領書及びＥＨＰで選択した手順が完了

した場合は，引き続きＥＯＰ又はＳＯＰによる対応を行

う。 

 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子力

災害対策手順書に整備 

 

 

 

 

 

・手順書構成の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

(5)緊急時対策本部用手順書の導入 

発電所において緊急時対策本部を設置した際は，緊急時対策

本部運営要領（各機能班のガイドを含む）を導入し，緊急時対

策本部の運営，情報収集及び事故対応の支援を開始する。また，

事故・故障等が拡大し，炉心損傷に至った場合はAMGを導入し，

事故の進展防止，影響緩和のための対応を開始する。 

(4) 災害対策要領の導入 

   発電所において災害対策本部が設置される際に災害対策要

領が導入される。詳細は，添付資料 1.0.10に示す。 

(5) 緊急時対策本部用手順書の導入 

発電所において緊急時対策本部を設置した際は，緊急時対

策本部対応手順書（各班の原子力災害対策手順書を含む）を

導入し，緊急時対策本部の運営，情報収集及び事故対応の支

援を開始する。また，事故・故障等が拡大し，炉心損傷に至

った場合はＡＭＧを導入し，事故の進展防止，影響緩和のた

めの対応を開始する。 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

【EHP 手順選択時の着目点】 

a.EHPの操作完了（機能発揮）までの所要時間の長短 

b.水源確保・給油等も含めた，機器の機能維持に必要となる

対応の要否 

c.注水圧力・注水流量等，プラントへの効果（炉心冷却効果

等）の大小 

d.操作に伴うプラント設備への悪影響（使用水の水質等）の

大小 

 【ＥＨＰ手順選択時の着目点】 

ａ．ＥＨＰの操作完了（機能発揮）までの所要時間の長短 

ｂ．水源確保・給油等も含めた，機器の機能維持に必要とな

る対応の要否 

ｃ．注水圧力・注水流量等，プラントへの効果（炉心冷却効

果等）の大小 

ｄ．操作に伴うプラント設備への悪影響（使用水の水質等）

の大小 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ＥＨＰ

手順選択時の着目点に

ついて記載 

 

4． 運転員の対応操作の流れについて 

 

故障又は事故が発生した場合，運転員は「止める」，「冷やす」，

「閉じ込める」の原則に基づき事故対応操作を実施する。 

4. 当直（運転員）の対応操作の原則と流れについて 

4.1 対応操作の原則 

運転中の異常な過渡変化及び事故が発生した場合，当直（運

転員）は「止める」，「冷やす」，「閉じ込める」の原則に基

づきプラント対応操作を実施する。 

 

4. 運転員の対応操作の流れについて 

 

故障又は事故が発生した場合，運転員は「止める」，「冷やす」，

「閉じ込める」の原則に基づき事故対応操作を実施する。 
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「止める」の対応 

異常や事故発生時に作動する原子炉スクラム信号を確認し，

発電用原子炉の停止を確認する。自動で原子炉スクラムしない

場合には，手動によるスクラム操作を実施し，発電用原子炉の

停止を確認する。 

制御棒の挿入と中性子束の低下状況を確認することにより，

発電用原子炉の停止を判断する。 

「冷やす」の対応 

原子炉停止後も炉心では崩壊熱による残留熱が発生している

ことから，この熱を除去するため，給水系，復水系又は非常用

炉心冷却系により原子炉への注水手段を確保する。 

 

原子炉水位を所定の水位（L-3～L-8）に維持することにより，

炉心が冷やされていることを判断する。 

 

「閉じ込める」の対応 

放射性物質が環境へ放出されていないことを確認する。また，

原子炉格納容器が隔離されていることを確認することにより，

閉じ込めが機能していることを判断する。 

(1) 「止める」の対応 

異常な過渡変化や事故発生時に作動する原子炉スクラム信

号を確認し，原子炉の停止を確認する。自動で原子炉スクラ

ムしない場合には，手動によるスクラム操作を実施し，原子

炉の停止を確認する。 

制御棒の挿入と中性子束の低下状況を確認することによ

り，原子炉の停止を判断する。 

(2) 「冷やす」の対応 

   原子炉停止後も炉心では崩壊熱が発生していることから，

この熱を除去するため，給水・復水系又は非常用炉心冷却系

により原子炉への注水手段を確保する。 

 

   原子炉水位を所定の水位（原子炉水位低（レベル３）～原

子炉水位高（レベル８））に維持することにより，炉心が冷

却されていることを判断する。 

(3) 「閉じ込める」の対応 

   放射性物質が環境へ放出されていないことを確認する。ま

た，原子炉格納容器が隔離されていることを確認することに

より，閉じ込めが機能していることを判断する。 

 

「止める」の対応 

異常や事故発生時に作動する原子炉スクラム信号を確認し，

発電用原子炉の停止を確認する。自動で原子炉スクラムしない

場合には，手動によるスクラム操作を実施し，発電用原子炉の

停止を確認する。 

制御棒の挿入と中性子束の低下状況を確認することにより，

発電用原子炉の停止を判断する。 

「冷やす」の対応 

原子炉停止後も炉心では崩壊熱による残留熱が発生している

ことから，この熱を除去するため，給水系，復水系，原子炉隔

離時冷却系又は非常用炉心冷却系により原子炉への注水手段を

確保する。 

原子炉水位を所定の水位（Ｌ－３～Ｌ－８）に維持すること

により，炉心が冷やされていることを確認する。 

 

「閉じ込める」の対応 

放射性物質が環境へ放出されていないことを確認する。また，

原子炉格納容器が隔離されていることを確認することにより，

閉じ込めが機能していることを判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子炉

隔離時冷却系は非常用

炉心冷却系に分類され

ていない 

 

 

 

これら事故対応の原則をベースに，運転員は，運転操作手順

書を用いて炉心の損傷防止，原子炉格納容器の破損防止を目的

とした対応操作の判断を以下の流れで行う。 

4.2 対応操作の流れ 

当直（運転員）は前述のプラント対応操作の原則をベ－スに，

運転手順書を用いて炉心の損傷防止，原子炉格納容器破損防止

等を目的とした対応操作の判断を以下の流れで行う。 

 

 

これら事故対応の原則をベースに，運転員は，運転操作手順

書を用いて炉心の損傷防止，原子炉格納容器の破損防止を目的

とした対応操作の判断を以下の流れで行う。 

 

異常又は事故の発生時，警報発生時操作手順書により初期対

応を行う。事象が進展し，その事象の判断が可能な場合には，

AOP に移行し対応を行う。 

 

警報発生時操作手順書又は AOP で対応中に，EOP の導入条件

が成立した場合には，EOP に移行し対応を行う。 

 

原子炉スクラムに至る事故が発生した場合，EOP では事故直

後の操作として発電用原子炉の自動スクラムを確認する。自動

スクラムしていない場合は，手動により発電用原子炉をスクラ

ムする。 

その後は，「原子炉制御」の対応として原子炉水位，原子炉圧

力，タービン・電源に関するスクラム後の確認及び操作を並行

   異常な過渡変化の発生時，警報処置手順書により初期対応を

行う。 

 警報処置手順書に基づく対応において，ＥＯＰ導入条件に至

らないＡＯＰ事象に進展した場合は，ＡＯＰに移行し対応を行

う。警報処置手順書又はＡＯＰで対応中に，スクラム等のＥＯ

Ｐ導入条件が成立した場合には，ＥＯＰに移行し対応を行う。 

 

原子炉スクラムに至る事故が発生した場合，ＥＯＰでは事故

直後の操作として原子炉自動スクラムを確認する。自動スクラ

ムしていない場合には，手動により原子炉をスクラムする。 

 

その後は，原子炉水位，原子炉圧力，タ－ビン・電源の各制

御を並行して行うとともに，原子炉の未臨界維持，炉心の冷却

異常又は事故の発生時，警報発生時の措置により初期対応を

行う。事象が進展し，その事象の判断が可能な場合には，あら

かじめ定めたＡＯＰに移行し対応を行う。 

 

警報発生時の措置又はＡＯＰで対応中に，ＥＯＰの導入条件

が成立した場合にはＥＯＰに移行し対応を行う。 

 

原子炉スクラムに至る事故が発生した場合，ＥＯＰでは事故

直後の操作として発電用原子炉の自動スクラムを確認する。自

動スクラムしていない場合は，手動により発電用原子炉をスク

ラムする。 

その後は，「原子炉制御」の対応として原子炉水位，原子炉圧

力，タービン・電源に関するスクラム後の確認及び操作を並行
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して行うとともに，発電用原子炉の未臨界維持，炉心の冷却確

保・損傷防止，原子炉格納容器の健全性確保等の対応をするた

め，パラメータ（未臨界性，炉心の冷却機能，原子炉格納容器

の健全性）の継続監視を行う。パラメータの変化により「原子

炉制御」以外の手順の導入条件が成立した場合は，確認された

パラメータの変化に対応した個別の手順により対応操作を実施

する。 

EOP による対応で事故収束せず炉心損傷に至った場合は，SOP 

に移行し，炉心損傷後における原子炉圧力容器の破損防止及び

原子炉格納容器の破損防止のための対応を行う。 

また，運転操作手順書に基づく安全確保が不可能，若しくは

そのおそれがある場合には，可搬型設備等も含めて使用可能な

設備を最大限活用した安全確保を行う。当直長は必要に応じて

緊急時対策本部に支援を要請し，EHP による事故対応支援を受

けた上で引き続き事故収束に向けた対応処置を実施する。 

なお，発電用原子炉が停止中の場合においても，対応操作の

流れについては発電用原子炉が運転中の場合と同様である。 

確保・損傷防止，原子炉格納容器の健全性確保等の対応を行う

ため，パラメ－タ（未臨界性，炉心の冷却機能，原子炉格納容

器の健全性等）を常に監視し，個別の導入条件が成立すれば，

徴候ごとに用意した手順に移行する。 

ＥＯＰによる対応で事故収束せず炉心損傷に至った場合は，

ＳＯＰに移行し，炉心損傷後の原子炉圧力容器破損防止及び原

子炉格納容器破損防止のための対応を行う。 

運転手順書に基づく安全確保が困難な場合又はそのおそれ

がある場合，当直発電長は事故収束のために災害対策本部に支

援を要請し，災害対策本部長代理は災害対策要員による可搬型

設備等も含めた使用可能な設備を最大限活用した対応処置を

実施する。 

して行うとともに，発電用原子炉の未臨界維持，炉心の冷却確

保・損傷防止，原子炉格納容器の健全性確保等の対応をするた

め，パラメータ（未臨界性，炉心の冷却機能，原子炉格納容器

の健全性）の継続監視を行う。パラメータの変化により「原子

炉制御」以外の手順の導入条件が成立した場合は，確認された

パラメータの変化に対応した個別の手順により対応操作を実施

する。 

ＥＯＰによる対応で事故収束せず炉心損傷に至った場合は，

ＳＯＰに移行し，炉心損傷後における原子炉圧力容器の破損防

止及び原子炉格納容器の破損防止のための対応を行う。 

また，運転操作手順書に基づく安全確保が不可能，若しくは

そのおそれがある場合には，可搬型設備等も含めて使用可能な

設備を最大限活用した安全確保を行う。当直長は必要に応じて

緊急時対策本部に支援を要請し，ＥＨＰによる事故対応支援を

受けた上で引き続き事故収束に向けた対応処置を実施する。 

なお，発電用原子炉が停止中の場合においても，対応操作の

流れについては発電用原子炉が運転中の場合と同様である。 

・記載表現の相違

【東海第二】 
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5． 重大事故等時の対応及び手順書の内容について 

(1) 海水を炉心へ注入する事態等においても，財産保護より安

全性を優先するという方針の下，当直副長が迷うことなく

判断できるよう，あらかじめ原子力発電保安運営委員会で

判断基準を承認し，手順書に定める。

(2) 有効性評価で示した重要事故シーケンスは，全て本手順書

体系にて対応できるように整備する。あわせて，有効性評価

で示した判断基準や監視パラメータについても本手順書体

系の中で整理する。詳細は添付資料 1.0.7 及び添付資料

1.0.14 に示す。

(3) 重大事故等に対処するために把握することが必要なパラメ

ータのうち，原子炉施設の状態を直接監視するパラメータ

（以下「主要なパラメータ」という。）を整理するとともに，

主要なパラメータが故障等により計測不能な場合に，当該

パラメータを推定する手順及び可搬型計測器により計測す

る手順を運転操作手順書又は緊急時対策本部用手順書に整

備する。

なお，具体的なパラメータ，監視計器，手順等については，

「1.15 事故時の計装に関する手順等」で整理する。 

(4) これら手順を有効かつ適切に使用しプラントの状態に応じ

た対応を行うために，運転員及び緊急時対策要員は，常日

頃から対応操作について教育及び訓練等を実施し，手順の

把握，機器や系統特性の理解及び発電用原子炉の運転に必

要な知識等の習得，習熟を図っている。

以上

5. 重大事故等時の対応及び手順書の内容について

① 海水を炉心へ注水する事態等においても，財産保護より安

全を最優先するという方針の下，当直発電長が迷うことなく

判断できるよう，あらかじめ原子炉施設保安運営委員会で判

断基準を審議・確認し，運転手順書に定める。 

② 有効性評価で示した重要事故シ－ケンス等は，全て本手順

書体系にて対応できるように整備する。併せて，有効性評価

で示した判断基準や監視パラメ－タについても本手順書体系

の中で整備する。 

詳細は添付資料1.0.7及び添付資料1.0.14に示す。 

③ 重大事故等時に対処するために把握することが必要なパラ

メ－タのうち，原子炉施設の状態を直接監視するパラメ－タ

（以下「主要なパラメ－タ」という。）を整理するとともに，

主要なパラメ－タが故障等により計測不能な場合に，当該パ

ラメ－タを推定する手順及び可搬型計測器により計測する手

順を運転手順書及び災害対策本部で使用する手順書に整備す

る。 

なお，審査基準1.1～1.15の具体的なパラメ－タ，監視計器，

手順等については，「1.15 事故時の計装に関する手順等」

で整備する。審査基準1.16～1.19については，各々の手順で

整備する 

④ これらの手順を有効かつ適切に使用し，プラントの状態に

応じた対応を行うために，当直（運転員）及び災害対策要員

は，常日頃から対応操作について教育・訓練等を実施し，手

順の把握，機器の取扱い，系統特性の理解及び原子炉の運転

に必要な知識等の習得，習熟を図る。 

5. 重大事故等時の対応及び手順書の内容について

(1) 海水を炉心へ注入する事態等においても，財産保護より安

全性を優先するという方針の下，当直副長が迷うことなく判

断できるよう，あらかじめ原子力発電保安運営委員会で判断

基準を承認し，手順書に定める。 

(2) 有効性評価で示した重要事故シーケンスは，全て本手順書

体系にて対応できるように整備する。併せて，有効性評価で示

した判断基準や監視パラメータについても本手順書体系の中

で整理する。詳細は添付資料 1.0.7 及び添付資料 1.0.14 に示

す。 

(3) 重大事故等に対処するために把握することが必要なパラメ

ータのうち，原子炉施設の状態を直接監視するパラメータ（以

下「主要なパラメータ」という。）を整理するとともに，主要

なパラメータが故障等により計測不能な場合に，当該パラメー

タを推定する手順及び可搬型計測器により計測する手順を運

転操作手順書に整備する。 

なお，審査基準 1.1～1.15の具体的なパラメータ，監視計器，

手順等については，「1.15 事故時の計装に関する手順等」で

整理する。審査基準 1.16～1.19 については，各々の手順で整

備する。

(4) これら手順を有効かつ適切に使用しプラントの状態に応じ

た対応を行うために，運転員及び緊急時対策要員は，常日頃か

ら対応操作について教育及び訓練等を実施し，手順の把握，機

器や系統特性の理解及び発電用原子炉の運転に必要な知識等

の習得，習熟を図っている。 

以上 

・体制の相違

【東海第二】 

⑥の相違

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，ＡＭ設

備別操作要領書に整備 

・記載表現の相違

【東海第二】 

・記載表現の相違

【東海第二】
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添付 1 

炉心損傷の判断基準について 

炉心損傷に至るケースとしては，注水機能喪失により原子炉水

位が有効燃料棒頂部（以下「TAF」という。）以上に維持できない

場合において，原子炉水位が低下し，炉心が露出し冷却不全とな

る場合が考えられる。 

EOP では，原子炉への注水系統を十分に確保できず原子炉水位

が TAF 未満となった際に，格納容器内雰囲気放射線レベル計を用

いて，ドライウェル又はサプレッション・チェンバ内のガンマ線

線量率の状況を確認し，第 1 図に示す設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10 倍を超えた場合を，炉心損傷開始の判断としてい

る。 

炉心損傷等により燃料被覆管から原子炉内に放出される希ガス

等の核分裂生成物が，逃がし安全弁等を介して原子炉格納容器内

に流入する事象進展をふまえて，原子炉格納容器内のガンマ線線

量率の値の上昇を，運転操作における炉心損傷の判断に用いてい

るものである。 

また，福島第一原子力発電所の事故時に原子炉水位計，格納容

器内雰囲気放射線レベル計等の計装設備が使用不能となり，炉心

損傷を迅速に判断できなかったことに鑑み，格納容器内雰囲気放

射線レベル計に頼らない炉心損傷の判断基準について検討してお

り，その結果，格納容器内雰囲気放射線レベル計の使用不能の場

合は，「原子炉圧力容器表面温度：300℃以上」を炉心損傷の判断

基準として手順に追加する方針である。 

原子炉圧力容器表面温度は，炉心が冠水している場合には，逃

がし安全弁動作圧力（安全弁機能の最大 8.20MPa［gage］）におけ

る飽和温度約 298℃を超えることはなく，300℃以上にはならない。

一方，原子炉水位の低下により炉心が露出した場合には過熱蒸気

雰囲気となり，温度は飽和温度を超えて上昇するため，300℃以上

になると考えられる。上記より，炉心損傷の判断基準を 300℃以上

としている。 

なお，炉心損傷判断は格納容器内雰囲気放射線レベル計が使用

添付１ 

炉心損傷開始の判断基準について 

 炉心損傷に至るケ－スとしては，注水機能喪失により原子炉水

位が燃料有効長頂部（以下「ＴＡＦ」という。）以上に維持でき

ない場合において，原子炉水位が低下し，炉心が露出し冷却不全

となる場合が考えられる。 

 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベ－ス）では，原子炉への注水系統

を十分に確保できず原子炉水位がＴＡＦ未満となった際，ＣＡＭ

Ｓを用いて，ドライウェル又はサプレッション・チェンバ内のガ

ンマ線線量率の状況を確認し，図１に示す設計基準事故相当のガ

ンマ線線量率の10倍以上となった場合を，炉心損傷の判断として

いる。 

 炉心損傷により燃料被覆管から原子炉内に放出される希ガス等

の核分裂生成物が逃がし安全弁等を介して原子炉格納容器内に流

入する事象進展を踏まえて，ドライウェル又はサプレッション・

チェンバ内のガンマ線線量率の値の上昇を，運転操作における炉

心損傷の判断及び炉心損傷の進展割合の推定に用いているもので

ある。 

 また，福島第一原子力発電所の事故時に原子炉水位計，ＣＡＭ

Ｓ等の計器が使用不能となり，炉心損傷を迅速に判断できなかっ

たことに鑑み，ＣＡＭＳに頼らない炉心損傷の判断基準について

検討し，その結果，ＣＡＭＳ使用不能の場合は，「原子炉圧力容

器温度計で300℃以上を確認した場合」を炉心損傷の判断基準とし

て手順に追加する。 

 原子炉圧力容器温度は，炉心が冠水している場合には，逃がし

安全弁動作圧力（安全弁機能の最大約8.31MPa[gage]）における飽

和温度約299℃を超えることなく，300℃以上にはならない。一方，

原子炉水位の低下により炉心が露出した場合には過熱蒸気雰囲気

となり，温度は飽和温度を超えて上昇するため，300℃以上になる

と考えられる。上記より，炉心損傷の判断基準を300℃以上として

いる。 

なお，炉心損傷判断においてＣＡＭＳが使用可能な場合には，

添付１ 

炉心損傷開始の判断基準について 

炉心損傷に至るケースとしては，注水機能喪失により原子炉水

位が燃料棒有効長頂部（以下「ＴＡＦ」という。）以上に維持でき

ない場合において，原子炉水位が低下し，炉心が露出し冷却不全

となる場合が考えられる。 

ＥＯＰでは，原子炉への注水系統を十分に確保できず原子炉水

位がＴＡＦ未満となった際に，格納容器雰囲気放射線モニタを用

いて，ドライウェル又はサプレッション・チェンバ内のガンマ線

線量率の状況を確認し，第１図に示す設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍を超えた場合を，炉心損傷開始の判断としている。 

炉心損傷等により燃料被覆管から原子炉内に放出される希ガス

等の核分裂生成物が，逃がし安全弁等を介して原子炉格納容器内

に流入する事象進展をふまえて，原子炉格納容器内のガンマ線線

量率の値の上昇を，運転操作における炉心損傷の判断に用いてい

るものである。 

また，東京電力福島第一原子力発電所の事故時に原子炉水位計，

格納容器雰囲気放射線モニタ等の計装設備が使用不能となり，炉

心損傷を迅速に判断できなかったことに鑑み，格納容器雰囲気放

射線モニタに頼らない炉心損傷の判断基準について検討してお

り，その結果，格納容器雰囲気放射線モニタの使用不能の場合は，

「原子炉圧力容器表面温度：300℃以上（１点以上）」を炉心損傷

の判断基準として手順に追加する。なお，300℃以上の判断に当た

っては，近接の原子炉圧力容器表面温度との比較，炉心への注水

状況により，計器の単一故障による指示値の上昇でないことを確

認する。 

原子炉圧力容器表面温度は，炉心が冠水している場合には，逃

がし安全弁の動作圧力（安全弁機能の最大 8.35MPa［gage］）にお

ける飽和温度約 299℃を超えることはなく，300℃以上にはならな

い。一方，原子炉水位の低下により炉心が露出した場合には過熱

蒸気雰囲気となり，温度は飽和温度を超えて上昇するため，300℃

以上になると考えられる。上記より，炉心損傷の判断基準を 300℃

以上としている。 

なお，炉心損傷判断は格納容器雰囲気放射線モニタが使用可能

・記載表現の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】
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可能な場合は，当該の計装設備にて判断を行う。 ＣＡＭＳにて判断を行う。 な場合は，当該の計器設備にて判断を行う。 
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(1)ドライウェルのガンマ線線量率

(2)サプレッション・チェンバのガンマ線線量率

第 1 図 SOP 導入条件判断図 

（１） ドライウェルのガンマ線線量率

（２）ウェットウェルのガンマ線線量率 

第１図 炉心損傷判定図 

（１） ドライウェルのガンマ線線量率

（２）ウェットウェルのガンマ線線量率 

第１図 ＳＯＰ導入条件判断図 
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別紙１ 

AOP「給水全喪失」対応フロー図 

  別紙 1(1/1) 

 AOPフローチャート 

「給復水系故障による原子炉スクラム事故」対応フローチャート 
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・手順の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

③の相違
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）
 

（
Ｒ
Ｃ
）
１
／
２
 

別
紙
２
（
１
／
２
１
）
 

Ｒ
Ｃ
「
ス
ク
ラ
ム
」
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別
紙
３
（
２
／
１
７
）

ス
ク
ラ
ム

（
Ｒ
Ｃ
）
２
／
２
 

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ＲＣ

「スクラム」を１つのフ

ロー図で構成

別
紙
３
（
２
／
１
８
）

RC
 

「
ス
ク
ラ
ム
（
２
／
２
）」

 

SH
.2
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別
紙
３
（
３
／
１
７
）
 

反
応
度
制
御
 

（
Ｒ
Ｃ
／
Ｑ
）
 

別
紙
２
（
２
／
２
１
）
 

Ｒ
Ｃ
／
Ｑ
 

「
反
応
度
制
御
」
 

別
紙
３
（
３
／
１
８
）
 

RC
／

Q 

「
反
応
度
制
御
」
 

SH
.3
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別
紙
３
（
４
／
１
７
）
 

水
位
確
保
 

（
Ｒ
Ｃ
／
Ｌ
）
 

別
紙
２
（
３
／
２
１
）
 

Ｒ
Ｃ
／
Ｌ
 

「
水
位
確
保
」
 

別
紙
３
（
４
／
１
８
）
 

RC
／

L 

「
水
位
確
保
」
 

SH
.4
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別
紙
３
（
５
／
１
７
）
 

減
圧
冷
却
 

（
Ｃ
Ｄ
）
 

別
紙
２
（
４
／
２
１
）
 

Ｃ
Ｄ
 

「
減
圧
冷
却
」
 

別
紙
３
（
５
／
１
８
）
 

CD
 

「
減
圧
冷
却
」
 

SH
.5
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Ｐ
Ｃ
Ｖ
圧
力
制
御
 

別
紙
３
（
６
／
１
７
）
 

（
Ｐ
Ｃ
／
Ｐ
）
 

別
紙
２
（
５
／
２
１
）
 

Ｐ
Ｃ
／
Ｐ
 

「
Ｐ
Ｃ
Ｖ
圧
力
制
御
」
 

別
紙
３
（
６
／
１
８
）
 

PC
／
P 

「
PC
V
圧
力
制
御
」
 

SH
.6
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別
紙
３
（
７
／
１
７
）
 

Ｄ
Ｗ
／
Ｔ
温
度
制
御
 

（
Ｄ
Ｗ
／
Ｔ
）
 

別
紙
２
（
６
／
２
１
）
 

Ｄ
Ｗ
／
Ｔ
 

「
Ｄ
／
Ｗ
温
度
制
御
」
 

別
紙
３
（
７
／
１
８
）
 

DW
／

T 

「
D
／
W
温
度
制
御
」
 

SH
.7
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別
紙
３
（
８
／
１
７
）
 

Ｓ
／
Ｐ
温
度
制
御
 

（
Ｓ
Ｐ
／
Ｔ
）
 

別
紙
２
（
７
／
２
１
）
 

Ｓ
Ｐ
／
Ｔ
 

「
Ｓ
／
Ｃ
温
度
制
御
」
 

別
紙
３
（
８
／
１
８
）
 

SP
／

T 

「
S／

P
温
度
制
御
」
 

SH
.8
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別
紙
３
（
９
／
１
７
）
 

Ｓ
／
Ｐ
水
位
制
御
 

（
Ｓ
Ｐ
／
Ｌ
）
 

別
紙
２
（
８
／
２
１
）
 

Ｓ
Ｐ
／
Ｌ
 

「
Ｓ
／
Ｃ
水
位
制
御
」
 

別
紙
３
（
９
／
１
８
）
 

SP
／

L 

「
S／

P
水
位
制
御
」
 

SH
.9
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別
紙
３
（
１
０
／
１
７
）
 

Ｐ
Ｃ
Ｖ
水
素
濃
度
制
御
 

（
Ｐ
Ｃ
／
Ｈ
）
 

別
紙
２
（
９
／
２
１
）
 

Ｐ
Ｃ
／
Ｈ
 

「
Ｐ
Ｃ
Ｖ
水
素
濃
度
制
御
」
 

別
紙
３
（
１
０
／
１
８
）
 

PC
／

H 

「
PC

V
水
素
濃
度
制
御
」
 

SH
.1
0 
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別
紙
３
（
１
１
／
１
７
）
 

原
子
炉
建
屋
制
御
 

（
Ｓ
Ｃ
／
Ｃ
）
 

別
紙
２
（
１
０
／
２
１
）
 

Ｓ
Ｃ
／
Ｃ
 

「
二
次
格
納
施
設
制
御
」
 

別
紙
３
（
１
１
／
１
８
）
 

SC
／
C 

「
原
子
炉
建
屋
制
御
」
 

SH
.1
1 
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別
紙
３
（
１
２
／
１
７
）
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
制
御
 

（
Ｓ
Ｆ
／
Ｃ
）
 

別
紙
２
（
１
１
／
２
１
）
 

Ｆ
Ｐ
／
Ｃ
 

「
燃
料
プ
ー
ル
制
御
」
 

別
紙
３
（
１
２
／
１
８
）
 

SF
／

L,
T 

「
S
F
P
水
位
・
温
度
制
御
」
 

SH
.1
2 
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別
紙
２
（
１
２
／
２
１
）
 

Ｆ
Ｐ
／
Ｃ
 

「
燃
料
プ
ー
ル
制
御
」
 

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ＦＰ／

Ｃ「燃料プール制御」を

２つのフロー図で構成 
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別
紙
３
（
１
３
／
１
７
）
 

水
位
回
復
 

（
Ｃ
１
）
 

別
紙
２
（
１
３
／
２
１
）
 

Ｃ
１
 

「
水
位
回
復
」
 

別
紙
３
（
１
３
／
１
８
）
 

C1
 

「
水
位
回
復
」
 

SH
.1
3 
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別
紙
３
（
１
４
／
１
７
）
 

急
速
減
圧
 

（
Ｃ
２
）
 

別
紙
２
（
１
４
／
２
１
）
 

Ｃ
２
 

「
急
速
減
圧
」
 

別
紙
３
（
１
４
／
１
８
）
 

C2
 

「
急
速
減
圧
」
 

SH
.1
4 
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別
紙
３
（
１
５
／
１
７
）
 

水
位
不
明
 

（
Ｃ
３
）
 

別
紙
２
（
１
５
／
２
１
）
 

Ｃ
３
 

「
水
位
不
明
」
 

別
紙
３
（
１
５
／
１
８
）
 

C3
 

「
水
位
不
明
」
 

SH
.1
5 
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別
紙
３
（
１
６
／
１
７
）

 

Ａ
Ｍ
初
期
対
応
 

（
Ｃ
４
）
 

別
紙
２
（
１
６
／
２
１
）
 

Ｃ
４
 

「
Ａ
Ｍ
初
期
対
応
」
 

別
紙
３
（
１
８
／
１
８
）
 

ES
／

I 

「
E
O
P／

SO
P
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
」
 

SH
.1
8 
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別
紙
３
（
１
７
／
１
７
）
 

電
源
供
給
回
復
 

（
Ｐ
Ｓ
／
Ｒ
）
 

別
紙
２
（
１
７
／
２
１
）
 

Ｐ
Ｓ
／
Ｒ
 

「
電
源
復
旧
」
 

別
紙
３
（
１
６
／
１
８
）
 

PS
／

R 

「
交
流
／
直
流
電
源
供
給
回
復
（
１
／
２
）」

 

SH
.1
6 
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・手順書構成の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＰＳ／

Ｒ「電源復旧」を１つの

フロー図で構成

別
紙
３
（
１
７
／
１
８
）

PS
／

R 

「
交
流
／
直
流
電
源
供
給
回
復
（
２
／
２
）」

 

SH
.1

7 
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別
紙
２
（
１
８
／
２
１
）
 

Ｒ
Ｌ
 

「
崩
壊
熱
除
去
機
能
喪
失
時
対
応
手
順
」
 

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

①の相違
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別
紙
２
（
１
９
／
２
１
）
 

Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
 

「
冷
却
喪
失
時
対
応
手
順
」
 

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

①の相違
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別
紙
２
（
２
０
／
２
１
）
 

Ｌ
Ｏ
Ｐ
Ａ
 

「
外
部
電
源
喪
失
時
対
応
手
順
」
 

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

①の相違
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別
紙
２
（
２
１
／
２
１
）
 

Ｒ
Ｃ
Ｅ
 

「
臨
界
事
象
発
生
時
対
応
手
順
」
 

・手順書構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

①の相違
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